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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

証

あ 曰 共 子  様
金 額 ¥,ご ど′θ∂∂一

但 し ュ,,,昇 |ヱ 9 デソ′
r棄

升中ィギYtて
上 記 の金額 正 に領 収 しました

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名 山日 典子

011628

消費税額等

pっュ守年 1月 ュ♭日

/ι
9 %

現  金

小切手

手 形 /

収

　

印

入

紙

もアトム株式会社
〒542‐ 0012
大阪市中央区谷町7-1‐44 TANCE谷 町ビル3F
TEL 06‐ 6764‐ 5987 FAX 06‐ 6764‐ 5988

登録春号 T712

使 途 項 目 広報・広聴費

整 理 番 号 32

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

扱 者 印

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  26,400円   (核分率の根拠)

更新内容について、一部政務活動以外の記事も含むため

(そ の他 )

ブログ更新作業代 12月 分
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様式第 11号 (第 6条関係 )

山本 典子  様

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称 。議員氏名  山口 典子

領 収 証

内訳

税率

但し、堺ドリームビル201号室 2月 分賃料・共益費
として上記の金額正に領収致しました。

税抜金額  消費税額

lo O/。   ¥70,000 ¥7,000

8%

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

2024年 1月 31日

株式会社ヒューマンドリーム

大阪市中央区安土町2丁 目3番 13号

TEL:06… 6210-3169T9

登録番号:Tl120001131698

使 途 項 目 事務・事務所費

整 理 番 号 33

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

80 %   61,600円   (按分率の根拠)

事務所 (使用)状況報告書に記載のとお り

(その他)

事務所家賃  2024年 2月 分 (共益費含む)

事務所所在地 堺市堺区熊野町東 3-2-27堺 ドリームビル 201号室
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T590-0946
大阪府堺市堺区熊野町東3-2-27
堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

御請求書
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社管理物件をご利用頂き誠にありがとうございます。
今回の御請求内容は下記の通りとなつております。
過不足のないようにご入金下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

山本 典子 様

発行 日 2024年 01月 18日

1ネlタイセイシュアーサービス

可
‐534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通1丁 目4-20
タイセイビル8階
TEL : 06-6921と8111

敬具

堺ドリームビル 00201

0円 77,000円 0円 77,000円

月次 (2024年 2月 分) 65,000 円 6,500円 71,500円家賃

共益費 月次 (2024年 2月 分) 5,000円 500円 5,500円

70,000 円 7,000円 77,000円

船場りそな

普通

力)と ユーマンドリーム

いヒューマンドリーム
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名 山口 典子

使 途 項 目 広報・広聴費

整 理 番 号 34

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

領  収  書 令和ノ年/月 ♪/日

鄭 ミナカ

bD剪 升 様

¥ 多 子、r/′ ´ォ

但 シ

上記金額正 に領収致 しま した

現  金

小切手
〒590-0957堺 市堺区中之

TEL(072)223
FAX(072)223

登録番号 T6120102006596

′ ク
′

金額
)税率

40%
)♂ ′,0

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  203,280円   (按分率の根剋

資料内容について、一部政務活動以外の記事も含む場合があるため

(そ の他 )

政策資料作成費 2024年 二月分
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御 見 積 書

下記の通り御見積もり申し上げます

¥254′ 100-

有限会社ミナカタ印刷

令和5年 12月 25日

〒59じ0957 堺市堺区中之町西2丁 2番 3号

TEL(072)223-6886番
FAX(072)223-7278番

山口典子 様

口
四 名 数  量 単  価 額金

み組り取の省部文るす関′中に康健の涯生性女料資策政 1,000冊 9 6 0 010

政策資料 堺市性暴力対策施策 1,000冊 ■3 5 0 00

▲
ロ 計 2 3 1 0 0 0

消   費   税 2 3 1 0 0

総 合 計 金 額 2 5 4 1 00

備 考
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垂
自求謹雨お客様コードNo 

山 口 典 子 様

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

6/1/25 政策資料 女性生涯の健康に関する文部省の取り組み
1政策資料 堺市性暴力対策施策

消費税等10°/。

【合    計】

6年  1月 31 日 締切分 (30)

郵 ミナ

No   l~1

〒5900957堺 市堺 号

番

番

Ｔ

Ｆ

一胴

困

四

EL(O▽ 2)
AX(072)
三菱UF」銀行 堺

紀 陽 銀 行 堺支店 普通 
有限会社ミナカタ印刷

登録番号 T6120102006596
※明細欄は税別金額です。

96,000
135,000

23100

254,100

繰 越 金 額 御 買 上 額

0 0

前回御請求額 御 入 金 額

0 ¥254,1000

今回御請求額
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山 口 典 子 様

納 品 書

6年 1月 25日

担 当

即 ミナカタ印刷

No

〒59∈0957堺市堺区中之町西2丁 2番3号

TEL(072)223-6886番
FAX(072)223-7278番

下記の通り納品致しましたのでこ査収ください。

1,000 冊政策資料 女性生涯の健康に関する文部省の取り組み

1,000 冊政策資料 堺市性暴力対策施策

摘 要
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政策資料 女性の健康 。医療

文部科学省における取組状況

令和5年■2月■9日

文部科学省

自由民主党 市民クラブ

堺市議会議員

山
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女性の生涯の健康に関するフ
°
ロジェクトチームの提言を踏まえた文部科学省の取組について

口 女性の健康科学 (性差科学)の確立

・ 女性の健康・医療科学に関する研究支援を推進する。

・ 国立成育医療研究センターによる今後の方策等を踏まえ、高等教育機関を通じた「女性の健康」に関する情報発信が進むよう、関係省庁とも連携しな
がら、文部科学省として必要な連携・協力を行う。

・ 目立成育医療研究センターの整備等を踏まえ、図書館における他の施設・団体等との資料 F情報の相互利用が進むよう、文部科学省におして連携・協
力の重要性について、必要に応じて周知を図る。

口 社会全体で女性の健康を支援する体制の充実と環境の整備
・ 学校において、女性の健康に関する児重生徒の理解増進や女子児童生徒に対する相談支援の充実が図られるよう、引き続き、文部科学省において、

学習や保健指導の参考となる資料の作成、保健調査票の活用の周知、養護教諭の業務支援体制の強化に取り組む。
・ 学校において、更なる食に関する指導の改善、充実剋 られるよう、引き続き、文部科学省においては、栄養教諭が、児童生徒の多様な健康課題に対

応するための指導に係る支援を行う。

ロ ライフステージごとの課題に対応するための相談支援機能の充実
・ 日本スポーツ振興センターおよび中央競技団体等における女性アスリートヘの健康支援の取組が進むよう、これまでの事業の知見やノウ八ウを強化現場ヘ

還元し、相談体制の構築やセミナー等による支援強化の取組を促進する。
・ 31き続き、文部科学省におして、保健調査票の活用につして周知する。 (再掲)

・ 学校において「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生徒への対応等について (通知 )」 (平
成30年 3月 29日 29初児生第1791号 )に基づく女寸応が行われるよう、引き続き国におして各種説明会等で木通知の趣旨を周知するとともに、

・ スクー)レカウンセラー・スクーザレソーシャ,レワーカーの配置充実を推進し、妊娠した児童全徒を含め、困難を抱える児童生徒の教育相談体需Jの充実を図る。
・ BIき続き、学校におして、食に関する指導が適切に行われるよう、文部科学省において、栄養教諭が児童生徒の食に関する健康課題に対応するための

指導に係る支援等を実施する (再掲)

2
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女性の健康・医療科学に関する基礎研究の推進

○ 女性特有の健康課題 (女性ホ)レモンに起因するものなど)の変化を適切に捉え、若年期コ陛成熟期・更年期・老年
期といつたライフステージに応じた、健康・医療科学に関する研究支援を講じていくことは重要。

○ 文部科学省としては、 5 じて、関連
する研究を推進してきたが、今後、以下事業等を通じ、 0

>がんの本態解明、がんゲノム情報を含む患者の臨床データなどに基づいて、有望な基礎研究から応用研究まで連

続して支援。

>乳がん・子富がん・卵巣がん等の婦人科がんを含め、次世代がん治療・診断法の迅速な社会実装に向けた基礎

的研究を推進。

>国が定めた目標の下、組織の枠を超えた時限的な研究体制を構築し、画期的シーズの創出・育成に向けた先端

的研究開発を推進。

>「老化」に関する目標 (新規採択 :令和 4～ 6年度)を策定し、性差も指摘される老化と加齢性疾患に関す

る基礎研究を戦略的に推進。

>認知症等の脳神経疾患の画期的な診断・治療・創薬等シーズの研究開発を推進。 4

次世代がん医療加速化研究事業

戦略的創造研究推進事業/革新的先端研究開発支援事業

脳神経科学統合プログラム

> (例 :統合失調症、うつ病等)も含め、研究開発を推進。 3
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学校保健推進体制支援事業
●

令利 6年度要求・要望額

(前年度予算額
文BH宇 J

181百万円

44百万円 ) 0

生活習慣の乱れ
○

ルギー疾患、いじめ・不登校・貧困
(肥満・痩身、

、IC¬呼霧:の変化などこ伴う問題なD等を背景とした心身の不調

メンタ アレスの問題レレヘ),の感染拡大感染症

このよ 中うな○

(健康観察、健康相談及び保
を学被ム派遣し、子供の心身の健康を担

う養護教諭等の業務支援体制の強化や

時代日印した資質能力の向上を図る。

必
要
な
対
応

現状の課題と求められる対応

」

Ｌ

Ｆ

ｒ

■
■
「

L
令和 5年度～

<実施主体>都 道府県又は指定都市教育委員会
<補助 率 > 派遣に係る経費の3分の1を補助

0繁忙翔や規
―

における業務支援に係る派遣

鐵 [
課題を抱える児童牛徒等への対応の充実を図ると

0言
冨蕪鳥暮

上のための掲導・助言樹冊惨機会の確保等

請 そ露 選 鞘 階 縄 霧 そ。

引

(ユ

による在籍養護教諭の不在時の対応、等

【具体的な取組例】

【学校】養護教諭等の業務の支援体制の強化

事業真施期間事業概要

複雑化・多様化する現代的健康課題を抱える児童生徒等 1こ対する、よりきめ細かな支援の充実

(担当 :初等中 ・食育課 ) 4
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食の指導改善充実事業
令和6年度要求 。要望額 33百万円

(新規 )

●

0
文郎科学曽

社会環境が大きく変化し煙見代において、児童生徒が健全な食生活を実践することの困難な場面腿 え、食物アレ,棗―や偏食等、食に関す線 上の課題鹿舞剤ヒ。

食料安全保障の問題や地球温暖化をはじめとする景境問題、食品ロス問題など、食に関する現代的な課題も山積。

栄穀 中オクスとした学校における食育樋 じ、児童生徒に対し、食に関する正しし埋呼 や適切な判断力、望ましい食習慣を身に付けさせることが大変重要。

田
児重生徒の食に関する健康課題を対処するには、栄養に関する専門的な知識を有する

栄養教諭力ЧF心となつて学校において個丹u指導に取り組んでいく必要力`あるものの、その

取組の実態は、栄養教諭の資質。能力や個別指導の重要性に対する認識の違しWこより

'(ラ

つき力tある。

に当 騨団

栄養教諭の食に関する個別指導力を一層向上させるため、担尉掲導の重要性や手法等

に
~つ

いての
―

笠 実施するほか、喜-4数 ―
し、個居lJ指導に必要とされる

筆 い有澄んを身lDけられるよう、栄
―

に対して
―

・駒きを行う。

田
・ 指導班受けだ藉蓋教諭の食に関す祖 尉指導力の一層の向上。

・ 各都道府県の成果報告書によ卵明u指導のノウ八ウを収集し、

成果後 ロヘ展開することで、全目的に個尉指導力の庫 卜とすを園る。

委 託 先 :民間団体等
委託箇所数 :1箇所
対 象 経 費 :研修会開催や指導助言に必要な謝金・旅費、事例集作成のためのE口 刷製本費等
事業開始年度 :令和 5年度

(事業イメージ)

■食に関す弾 につしヽての全体研修会 事例集を作成
や

展開
手法等について講とと実嚇

|

← 例日

合ノウハウ
田

嬢内の市Br村[載して、地嫌の綸 こ応した真目醍的嗣出睦 稿

B専
―

rとる直線0指導
指構 を数 に承送し、銀 朗 崎 雅 餌 スキル.

Jと
=ゞウ
トカ 絶力など、それぞれの増 難 向上きせる

台事例

■韓 :司Ьける働朗
離 から権れを整けながら、ほ舅権導を行うことで、必要ときれる

効果の波及

事業 二食に関する健康課題対策支援事業  27百万円 (2フ百万円)

背景

田
・ 食に関する諸課題につして、児重生徒が興味。関心を持ち、課題を自分事として捉え、解決していこうとする態度を育むこと力く重要。

・ 食に関する指導の質の向上を図るため、教育課程の実施状況を評価し、その改善を図つていくカリキュラム・マネジメントの充実が必要。

睡義 絆田

食に関する現代的な課題を踏まえた食に関する指導が行えるよう、児童生徒用教材の改訂を行うとともに、検討委員会を設置し、食に関する指導の評価の在り方について検討を行う。

田
児重生徒が食についての正しい知識や適切な判断力を身に付け、食に対する意識の向上を図る。

事業 2食の指導改善充実に向けた検討  6百万円 (新規)

(担当 :初等中等教育局健康教育・食育課)  593



背景・課題

女性アスリートの育成 B支援プロジェクト

>女性アスリートの妊娠期・育 児期の トータルサポート (0.3億→0.6億 )

産婦人科医や看護師、アスレァィックトレーナーを増員し、メディカル貴砂ク、産前
産後期府 児期の栄養やトレーニング手法の指導、メンタ)レケア嘘 を推進。

令和6年度要求。要望額    1.2億 円

望前年度予算額

※アスリート支援

1.9億円の内数

約0.6億円 スボーツ庁

◇女jl生双 リートが過度なトレーニシゲや食事需l」圏 こよっ〔「ェ才、ルギ部 剛 際
昂筆競輩 廠 疑 堪 裁    開素

につな鮨 場舗 考えられる

◇晏牲師男賄識鈍翌禁憲椴路 慮讐躍鍵深レーニン蜘識の獲得の機会撫かった後トレーニシゲ中嘱児費用の負押はき
蓼禁全暉禁ξ珠冒こ暫迷逐垂塾窒塁ξ:亮場5篭貿苦管肩奪F:Fおり、他国ととし

べ、その競技環境の整備力遅れている。安心して競技活動を継続できるようなトレー三ング

擢墨逐雖鐙重秀型釈潔蜜銃邁喜とほ,の
が多く、十分な活用力ヽ進んでいないため、従来成果や関連情報を収集し、誰もが使えるように編集すること

女性アスリートの健康課題等を解決するため、医・科学サポー時 を活用した女性アスリートの健康的な競技環境の充実や、競技活動を継続しなが
らライフイベントを充実させるための妊産期・育児期の支援プログラム、相談窓口を拡充し、今後―層の環境整備と競技力向上を推進する。
さらに、これまでの研究成果やノウ八ウなどの情報を広く現場Iご還元するためのオンライン・プラットフォニムの整備・拡充に取り組む。

難 トップアスリー フ ム (二億円) オンライン・プラツトフォーム(oぃ2億円)

>知見・情報の利活用向上 (0.06億 →0.2億)

> (0,1億→0.3億 )

国内練召、合宿時の託児費用、シッター謝金 (こ加え、海外遠征時の協力者
旅費・謝金等の拡充。R6以降(ま、育児中の女性指導者への支援も検討。

>相談窓口の設置・運営、セミナー開催など (0.06億 →0.1億 )

月経、栄養、障害・外傷、コンディショニシゲ、メンタ朋こつしての窓口対応の強化、
リテラシ=教育としてのセミナー開催の増加。

mまでの研究成果や知見・ノウプ(ウを、年齢や競技別、課題別に整理・集約
し、的プ,7スリートに加えて中高生からシエア世代、指導者等、誰も施 便に
利活用できるようなオンライン・プラットフォームの整備・拡充。

利用者   端末機器
これまでの知見・情報

アスリート

"n
獨 ニ

指導者・コーチ

保護者

アウトラルト (活動目標)

0産前産後期のトレーニング指導等の

医・科学サポート事例の蓄積と申央
競技団体へ展開

0オンライン・プラットフォームの整備
と拡充

アウトカム (成果目標)

0女性アスリートの健康課題に配慮
した指導・トレーニングマニュアル
の同知拡大と医・科学サポートの
満足度の向上

中期 アウトカム (成果 目標 )

●産前産後、育児期の医。科学サポートの確立
●女性アスリート支援機能の整備
●女性アスリートの健康課題に配慮した指導・

トレーニングの必要性の認識の向上

長期アウトカム (成果 目標 )

0競技の継続に、健康課題や出産が問題
と感じない女性アスリートの増加

●全てのNF、 都道府県において女性アス
リートの支援活動が普及

担当 :スポーツ庁競技スポーツ課
6

スポーッ

心理学

食事

トレーニング手法
中学生ノ高校生
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スクールカウンセラー・スクーザレツーシャルワーカー
●

による教育相談体制の充実
◆ 義務教育段階の不登校児重生徒数は、平成24年度から9年連続で全体の人数。児童生徒千人当たりの人数ともに増加しており、

様々な課題を抱える児童生徒への早期支援、不登校状態にある児童生徒への手厚い支援に向け湘 談体制の充実が必要。

◆ また、社会問題化している昨今の児童虐待相談対応件数の急増等を踏まえ、学校における児童虐待の未然防止・早期発見や、児

◆ さらに、「経済財政運営と改革の基本方針2023」 等を踏まえ、不登校、重大ないじめ。自殺への組織的な早期対応等に向け,群日
談体制の充実も誤題。

令和6年度要求・要望額

(前年度予算額

90億円

82億円 ) 文諄科学曹

児童生徒 10110人当たりの

不登校児童生徒数 (小 中
)

※単位 :人

257

205

9

舶 戦厳裁・-6′力1霧▼解噺鶏RfE現麗!事業開

"口

｀

スクーテレツーシヤルワーカー活用事業
令和6年度概算要求・要望額 2′659自力円(前年度予算額 2′313自力円)

事業開始年度 :H20～ (委託)、 H21～ (補助)

負担割合 :国 1/3、 都道府県。政令指定都市。中核市 2/3

実施主体 :都道府県。政令指定都市。中核市

補助対象経費 :報酬・期末手当、交通費等

福れにlこ関して専門的繊知識・経験を有する者
⇒ 児童研周山E関する支援lt~従事 (学教法施行規劇)

社
~― 、 】q弯 ,4雇 ,レ ,写ミ1争目El▼ヨ,11とこ:L=等

・ 全
―

lこ対する配置

● 重 歳 亜 校

聞>

>いЫ併不登
―

     : 4β 000猿  (← 3,000校 )

>虐 持対策         : 為500校
>賞

―
        : 島500校

※夜間中学・ヤガ ケアラー支援への配置を含む

。 より課題を抱える学校に対す機 支援体制強化の働 配置時間の充実
:重要重配起朝険のうち 2,000 校  <週 2日 8時間>
【新規】

・ スー′〔―プ(イザー           :   90 人

・  不 登 J陵特 例 校 l名称変更予定)  :  24 箇所 <週 5日 8時間>

【新規】

・ 教育支援センター        : 250 箇所

。 オンラインによる広域胸な支援   :  67 箇所

堂
精励制度

求められる

勘 ・ 資 格

襲 となる醸

重点配電

・課題I読した

配置の充実

上記以外の

質の向上、拠

点の機能強化

等

SC配置以外

の支援

・  負担割合 :国 1/3、 都道府県。政令指定都市。中核市 2/3
・ 実施主体 :都道府県・政令指定都市・中核市    ※実施主体に「中核市」を動

・ 補助対象経費 :報酬・期末手当、交通費等

・ 児童生徒の心理に関して専Fユ的な知識・経験を有する者
→ 児童の心理に関する支援に従事 (学教法施行規則)

・  公認心理師、臨床心理士 等

金お画副Ч離渕劇こ対する配置 <週 4時間>

(← 7′ 2001交)<週 8時

(← 2′ 900葛正)3,S∞ 佐

2,000校
2,300 校

● より課題を抱える学校に対する連携支援体制強化の勘 の配置時間の充実
:重点酉己置校のうち 2,000  校  §ψ日8時間>

【新規】

・ スーパーパイザー          :   90 人

・  不登校特例 校 (名称変更予定)  :   24 箇所 <週 5日 8時間>
【新規】

・ 教育支援センター       :  250箇 所

。 オンラインによる広域的な支援   :   67箇 所

。 中学・高校における自殺予防教育の実施 ※支援夕す象に高校を追加

・ SNS等を活用した相談のための相談員の配置

。「24時間子供SOS電話ゲイヤル」の相談員の配置

。 専門性向上のための研修。連絡協議会の開催に係る経費の支援

27′500 校

7,800 校

■0,000 校  <週 3時間>

■0,000校  (← 9′∞ 0校)く週6時● 重点配置校
間>

> いじめ・不登
―

>虐 持 対 策

>賞 園 対 策

※夜 F日号中学への配置を含む

(担当 :初等中等教育局児重生徒課)   
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●

次世代がん医療加速化研究事業 令和6年度要求。要望額

(前年度予算額

39裾ヨ円

341憲円 )

●
現状・課題

> がんは我が回の死亡原因の第1位であり、約2人に■人が罹患すると推計され、
てきた。

> 近年の新たながん治療法の開発には従来の学問領域に加えて
療法の実用化や、がん医療を一変させ

文

“

ヽ学曽

依然として国民の生命及び健康にとって重大な問題である。がんの基礎的研究の
しかし、依然として有効な診断。治療法が実用化に至つていないがんも少なくない。

、従来では考えられない効果をもつ革新的ながん治
l

令和4年度～令和10年度

● 「健康。医療戦略」、「が研 究10か筆戦略」等を踏まえ、希少がん、難治性がん等を含め肺 規創薬シーズ囃 や、有望な基礎研究を応用研究以降のフェーズ
に引き上吠 加速化させる勘 の専門的支援体制の整備・充実を通して、企業。AMED他事業への確実かつ迅速な成果導出と、臨床現場を大きく変革するような
新たながん治療・診断医薬品等の早期社会実装を目指す。

● 「がん対策推進基本計画 (第4期 )」 倍湘日5年3月閣議決定)、「成長戦路等のフォ回一アヽノ`プ」 (令和5年6月閣議決定)等の記載継 まえ、免疫
―

伝

|

事業内容 事業実施期間

進する。

非

臨

床

研

究

等

（革

新

的

が

ん

医

療

実

用

化

研

究

事

業

・
企

業

等

可
能
性
を
見
出
す
公
募

探葉研究フェーズ 応用研究フェーズ
●研究開発対象のコンセプM薄潮陀中心(こ進める    0「 研究シーズのがん医療への展開」を中心に進める

研究フェーズ                       研隣フェーズ

。有用性の高tぶ籠治療薬や早期診断遊の開発に    0実 用化に向け、企業導出や非臨床試験など、
つながるシーズを取得することを目的とする         次のステージに研究開発を進めることを目的とする

研究制  A:紳 ―タリト/8:異分野融合システム/C:免疫システムロ薬 /D:診断・パイオマーカー/E:がん多様性

医療用ラジオアイントープ研究
オアイツトーフ

つ
壺謎X豊・ シフ

°
力」(令和4年原子 a線放出核種を活用力委員会決定)を踏まえ、

支援> ケミカルバイオロジー評価、シーズ化合物の最適化・合成展開、核医学診断。治療技術等への支援  [がん研究会、理化学研究所 等 ]

<創要コンサルテーション>創薬プロセスな出こ習熟した専門家からの助言・指導、知的財産戦略等に関する支援  [がん研究会 等 ]

<検体の提供、臨床とのマ`ンチング>バイオリソースを活用した支援 [がん研究会、 国立が酬 究センター、 国立成育医療研究センター 等] ヽ
国 AMED 大学等【事業スキーム】

補助金 委 託

担当:研究振興局研究振興戦略官付  9
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●

戦略的創造研究推進事業 新技術シーズ創出
令和 6年度要求・要望額 :470億円

華線 ◆
文日科↑曽

H
○国が定めた戦略目標の下、組織・分野の枠を越えた時限的な研究体制に塑トワーク型研究所)を構築し、イノベーションの源泉となる基礎研究を戦略的に推進。
○チーム型研究のCR堅正、若手の登竜門となつている「さきがけ」、卓越したリーダーによるERATO等の競争的研究費を通じて、研究総括が機動的に領域を運営。
○令和 6年度は、「科学技術 イノベーション基本計画」を踏まえ、基礎研究の強化に向けた拡充や研究成果の切れ目ない支援の充実等を進めるとともに、創出され

り1饂む。
<参考>F第 6期科学技術イノペーション基本計画」 (令和 3年 3月 26日間議決定 )

戦略的創造研究推進事業につしては、2021年度以降、 するとともに、大文・社会科学を含めた幅広い分野の研究者の結集と融合により、ポストコロナ時代を見据えた基礎研究を推
進する。また、

「経済財政運営と改革の基本方針2023」 (令和 5年 6月 16日
・破壊的イノベーションの創出に向け、林立・複ォ堆イとした研究資金を不断lこ見直しつつ、基礎研究や、初,Bの失敗を許容し長期に成果を求める[汗究開発助成制度を、ステージゲー時 軸 着実に行しヽながら、更に充実・推進する。

これまでの成果令和6年度概算要求のポイント

卓越した人犠t― 括として選抜

逮 熱
「 二 ,FI年 ‐■

臥

アW(イザー
曲A 4

.こ薄欝    酌色轟(

研究グザレープ研究グ,レープ

研究総括

研究期間通しての総額※ 1

尊

1為

∩ciX
む
■ミ■・XttT■・

領域会議

個入研究詢

公募Ⅲ選定

個人研究者の

公募‐選定

研究チームの
′

ム

｀

募
・ 談

卓越したリーダーによる独創的な研究の
推進。新分野の開拓(総括実施里)
●研究期間 :5年程度
0研 究 費 :上限12億円程度/1プロジェクト(※ 1)

●令和 6年度新規採択予定課題 :5課題
0発足年度 :昭和56年 (前身事業)(※ 2)

※2:平成 14年に本事業のプログラムとして再編成

博士号取得後8年末満の研究者の
「個の確立」を支援
●研究期間:2年半
●研 究 費 :05～ 1.5干万円倒身 人 (※ 1)

。令和 6年度新規採択予定課題 :180課題
●発足年度 :令和元年

膨プ研究者膵 しヽる複数のチームが
研究を推進(チーム聖)
0研究期間 :5年半
0研 究 費 :1.5～ 5億円程度/チーム (※ 1)

o令和 6年度新規採択予定課題 :61課題
0発足年度 :平成 7年 (前身事業)(※ 2)

若手研究者が異分野ネットワークを

形成し、挑戦的な研究を推進 (個人里 )

0研究期間 :3年半
0研 究費 :3～4千万円程度/人 (※ 1)
●令和 6年度新規採択予定課題 :191課題
0発足年度 :平成 3年 (前身事業)(※ 2)

偶人，鳴一凪　．

戦略自標の縦 ・遇知

ざ互

【戦略目標の例】

●量子フロンティ所翻石
の働 共創型研究

●海瀦セC02の関係 陛
解明酷 能利用

●新腕 半導体デパイ

ス構造に向けた低次

元マテリ乃レの活用基

盤技術

●人間理解とインタフク
ションの共進化

●革新的な細胞操作
技術の開発と細胞制

御機構の解明

科学技術振興機構文部科学省

○「基本計画」で示された方向性 (多様で卓越した研究成果の創出・蓄積、
研究者への切れ目ない支援の実現)に基づき、
研究者(中堅・シエア〕への切れ目ない支援を推進。

Oトップサイエンス成果を、トップイプベーションにつなぐ延長支援によ
究成果の展開を推進。

○本事業では、Top100/。 論文(論度の被引用数が上位 100/c)の割合が200/O程度(日本全
体平均の約2倍 )を占めるなど、インパクトの大きい成果を数多く創出。

○膨卵 学誌(Nature′ Sdence,Cetl)に 掲載された国内論文の約 2害Jを輩出。
<顕著な成果事例>

ガラスの半導体によるディスプレイの
高精綱化・省電力化 (ERATO等 )

細野 秀雄 東工大 栄誉教授命

iPS綱胞の樹立 (CREST 等 )

山中 伸弥 京都大学 教授
※2012年ノーベル生理学。医学賞受賞

OCREST。ききがけの研究費の増額により、物価高騰やAPC高騰に対応。

担当 :科学技術・学術政策局 研究開発戦略課 戦略研究推進室
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<参考>「健康嘔藝戦略」6謗日2年 3月韓 等 日3年4月■駆甕⊃「困魔朗踊膠既凝推造詢軸僚刑2年 3剰懲表・医療榔輸餞繁嘲以度令刑3年4月=部甕⊃アカデミアの組織。分野蝉 を超えた研究体制を構築し、新規モダlJティの創出に向けた画期的なシーズの創出・育成等の基礎的研究を行うとともに、
国際共同研究を実施し、臨床研究開発や他0統合プロジェクト(こぉける研究開発に結び付ける。

加速・必留とする。

0

●
医療技術等七創出することを目的に、縄閥わ

有望な成果 (こつして研究を

、新たな研究開発領域を設定し、革新的な医薬品や医療機器、

「健康 。医療戦略J等に基づき、世界最先端の医療の実現に向けて、
礎研究を推進する。

背景・課題 /令和 6年度概算要球のポイント (事業期間 :平成26年度～ )

●

革新的先端研究開発支援事業

研究開発目標嫉 定・通知

研究開発
○ストレスヘの応答続 態形成メカニズム曙 明

目標例
O免疫細胞に宿る記憶

―
そ②糾御に資する医療シーズの創出

○老化に伴う生体□′似 トイ、スc密容口麗誇隆疾患の制御に係私脇序等の解明

令和 6年度要求・要望額

(前年度予算額

112億円

109億円 )
韓
文

“

る〕学曽

0

韓 「
文gH守甘

【事業スキーム】

金□睡』牟公寡選考による研究課題採択を通じ、全国の大学等蜘 研究体制を構築
研究計画への勤言・方向付け倒国閉菰 じた柔軟・機動的な資源配分により、全体をマネジメシトし、共同研究等を促進

咽 頸
頸

Aふ ふ ム ▲
ム ふ AA

L

日齢EST
エ ツトタイプ
ー研究開発代表者を筆頭とする
研究可

~ッ
トで研究を推進

0研究開発期間 :5年半
●研究開発資 :総額1.5～ 晴 円糊 課題

口 PRIME
ソロタイプ
ー研究者個人で研究を推進
●研究開発期間 :3年半
0研究開発資 :総額3～4千万円橘 ′課題

困LEAP
イ芳 ュベートタイプ

ーAMED― CRESTやPRIME等 で優れた
研究成果を創出した研究者を研究
代表者として研究チームを形成

―プログラムマネージャーによる企業への
導出等に関するサポートにより、速やか
に研究成果を実用化

●研究開発期間 :5年以内
●年間研究開発賣 :上限3億円

ソロタイプの研究に
ついて研究開発総
括をサポート

趣
専門的見地施
PS、 POをサポート〕 FORCE  _AMED― CREST、 PRIME等の成果を展開

ステップタイプ  ●研究開発期間 :2年度以内 0研究開発資 :2千万円/年以下

担当 :科学技術 1
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令和6年度要求。要望額   93億 円

(前年度予算額      61億 円)

※

●

脳神経科学統合プログラム ●
文

“

刊宇曽

＞

　

＞

我が国は、超高齢化に伴い認知症が増加。日本の社会的コスト予測は、2030年には約2■ )Ь円と試算。

認知症は日本発の治療薬カソメリカで迅速承認され、初めてゲローパル展開されるなど、日本企業が世界をリード。また、脳の機能解明は、健康・医療のみならず、
AIな編 広い分野にイプベーションを起こす原動力としての期待大。

> これまでの脳科学研究により、基盤整備は確実に進展。「経済財政運営と改革の基本方針2023」 、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023」 (令
和 5年 6月 閣議決定)等に基づき、 り、これまでの革新技術・研究基盤の成果を発展させ、脳のメカニズ
ム解明等を進めるとともに、数理モデルの研究基盤 (デジタル脳)を整備し、

令和3年度～令和 11年度

γ研究期間 :6年間

γ支援対象機関 :

大学、国立研究開発法人等

γ具体的な支援内容 :

①中核研究鍵点の節
<主な要作>
第一線額の研究者が集積・連携
トライとウェットなと

い
の他分野の融合

や止̂業との連携となるプ(ブ機能
基礎と臨床の連携・融合

研究基盤の整備・共用

研究成果の取りまとめ。発信機能 等

②重点研究課題を設定し支援
チーム型 異分野融合

基礎と臨床の連携
若手枠、異分野・萌芽枠
企業との共同研究枠

③研究。実用化支援班を整備

【事業スキーム】

補助金
大学 。

国立研究開発
法人等

重点研究課題

掘 E
・ 変性タンパク質の分子構造解析に基づ籠 l薬

ター匁本因子の特定
・ モデ,レ動物や数理モデル等を活用し、疾患関

連回路に着目した新規治療法開発
・ 病妙 ンプヾク質を対象とした簡易メ(イオマーカ

ーの開発 (血液等)等

1基礎・鯨 の

専 ・ り実患マーモセッ障剣涎デル動物を活用した、
凝集タンア〔ク伝播メカ項 ム解明

・ 神経回路障害と症状との関連メカゴ ム解明
・ 病因責任回路と紙胞種の同定 等

産学共目・国際連携の確立
豊
・ ダイナミクス解明に関連する種間・多次元。多階層

データを創出
・ 分子、細胞、神経回路の各階層のダイナミクス解明
・ 皮質と皮質下をつなぐメカニズム解明 等

※「デジタル脳」開発 :

。 モデ,レ動物の数理モカレを活用しヒト脳の神経回路マップを数理モカレ開
発で表現し、デジタル空間上で再現

・ 病態メカニズム等に基づく病態予測モカレ開発を行い、デジタル空間上で

・ 凝集タンブψ質等を可視化する革新的イメージシゲ技術
・ ヒトMRIデータベース、マーモセット脳データベース等を統

合したプラットフォーム整備
・ マーモセット・疾患マーモセット整備、死後脳ネットワークの

構築 等

AMED ※ 他に既存プログラム「精神・神経疾患解明メカニズムプロジェクト」、「領域横断的かつ萌芽的脳研究プロジェクト」を推進

事熟案浦期間

神経疾患・オ青神疾患の治療等
のシーズ開発

神経疾患・精神疾患に関する
ヒト病態メカニズム解明

革新的技術。研究基盤の
整偏。開発。高度化

「ヂジタル脳」開発
ヒト脳高次機能の
ダイナミクス角写明

国

委 託 再現 等

担当 :研究振興局ライフサイエシス課 12
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政策資料 ジ主ンダー平等政策

堺市性暴方対策籠策

自由民主党 市民クラブ

堺市議会議員

山口 典子
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データ番号

①冊子(H27～ R4)
②SNSとデートDV

③カード

④リーフレット

⑤カード

⑥ポンチ絵
⑦規則

③ガイドライン

デートDV防止啓発冊子
SNSとデートDV

いじめ等相談窓ロカード

性被害支援 相談窓口啓発リーフレット

性被害支援 啓発カード

堺市立学校園性暴力防止対策等推進委員会設置

性暴力防止等の対応に関するガイドライン

主な取組

H27

H28

H29

H30

R2
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山口のりこジェンデー平等政策これまで実現してきたこと

議員に初当選以来四半世紀、取り組んできました

思えば、1998年に堺市議会議員に初当選以来、私は常にジェンダー平等社会の実現と女性の人権尊重とを中心に堺市議会において政策

を立案し、実現してきた。この政策資料は主に2015 年以降から直近までの「女性活躍推進」を阻んできた「女性に対する暴力」を根絶

するための政策である。

実は2009年には、堺市立男女共同参画センターに国連の女性機関の一つであるUNIFEM (国連女性開発基金)の日本事務所を誘致し

てきた。さらにその年の10月には、内閣府の男女共同参画局の依頼により、堺市において「日本女性会議2009 in堺」が開催され実行委

員会の委員長代理として、運営を担った。UNIFEMは20■ 年に他の3つの国連女性機関と統合され、UNWomenと なり、堺市の日本

事務所もUN Women日本事務所となった。そもそもUNIFEM当時から、世界中にまん廷している「女性や女児に対する暴力」を根絶

するために「Say No!Violence against Women」 (女性に対する暴力にNoと言おう)と いうキャンペーンが行われていた。旗振り役

はUNIFEMの親善大使であつたニコール。キッドマンだつた。

日本初のUN Womenのセーフシティ・プログラムを堺市で実施 !

さらに堺市は2014年に、日本で初めてUNWomenが提唱する「Safe Cities Global lnitiative」 セーフシティ・プログラムに市長の署

名により参画して、女性や女児に対する性暴力を根絶するための「すべての市民への暴力のない安全安心なまちづくり」プログラムの実

施を始めていた。セーフシティ・プログラムは専門家による実態調査の後、様々な取り組みを5年間行い、5年後には、堺市内の強制性

交等の被害が半減していた。この資料集にはセーフシティ・プログラムと並行して、主に堺市教育委員会と共に私の政策提言と共に作り

上げてきた「女性に対する暴力の根絶」のための施策をまとめた。
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堺での性暴力やDV・ こども虐待の根縄に向けて、3殴階で政策の組み立てました !

これらの施策を実現するために、私は3段階のステップを考え実行した。

まず基本的には、①暴力やとくに性暴力の防止のために、子どもたちや教職員に対して「人権」、「女性の人権」とは何か?暴力が人
に及ぼす影響はどのようなものか、何が人権侵害であるのかを学ぶことが必要であることから、教育現場における人権教育、自尊感情
の醸成、防犯教育、性教育の重要性を共有した。次の段階では、②起こってしまった性犯罪や被害に遣った場合にどうするのかを学習
し、対応する体制を整備した。さらに③とくに強制性交や婦女暴行などの被害に遭った際、まず病院へ行くことを児童生徒や教員、保
護者に情報共有させること、また堺市立総合医療センターに性被害専門のホットラインや診察室を用意し、できる限り女性医師が診察
、治療を行うことを要望した。また警察への被害届の問題など、この診察室は、阪南市の性暴力救援センター大阪(SACHICO)と連
携しており、ワンストップセンターとしての診察室となっている。さらに性暴力被害を受けた人は、深い心の傷を負うため、そのフォ
ローするために堺市立心の健康センターで、カゥンセリングを受けるこ|ができるようになっている。また堺市の職員にSANE(性暴
力被害者専門看護師)の資格を取得してもらうよう堺市に呼び掛けて実施している。

私自身がかつて、堺市女性団体協議会の活動の一環で、地下鉄御堂筋事件(1982)が起こって以来、大阪の「性暴力を許さない女たち
の会」と共に「女性専用車両」の設置を求める運動をしてきたことからも、またいまもなお、性暴力やDVな どの暴力の被害女性のご
相談をうけていることから、暴力がいかに女性の人生を狂わせてしまうかは現実問題として見ている。「女性活躍推進」はきれいごと
ではなく、この暴力の問題を解決しない限り実現しないことは明白。だから私はこの政策をしつかりと取り組んでいきます。

性暴力や暴力・ ハラスメントは3E罪です !日本版DBSもスタートします !

パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、カスタマー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントなどのハラスメントや

DV、

こども虐待などは明かに暴力です。痴漠やス トーカー、わいせつ行為、婦女暴行、強制性交などの性暴力もすべて犯罪行為です !
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SNSを使つたデートDVや犯罪に注意しよう !

0スマ本の通話を自分とつないだままにさせる

0(GPS)アプリを入れて監視する

0ふたりの写真をSNSに勝手にアップする

0つきまとい、まちぶせ、押しかけ、無言電話、しつこいメッセージ送信など
のストーカー行為をする

0別れた相手の保の写真などをばらまく(リベンジボルノ)

SNSを使うときは、相手を困らせていないか、イヤがるようなことをしていないかよく
考えましょう。SNSによる被害者にも加害者にもならないために、プライベートな画像
を撮らない。撮らせない。送らない・送らせないこと。SNSに一度アップされたら完全
には消ません。それから、子どものふりをしてSNSで親しくなって、保の写真を送らせた

り、会おうなんて言ってきたりする悪い大人もいます。信用して会うとしたらとても危険

です。因ったら、ひとりで悩まないで、信頼できる大人か下記に相談しましょう。相談は

無料で秘密は必ず守られます。友だちにも教えてあげてください。

・

甥 |

デートDV(DV)福議憲口

デートDVは、重大な人権慢害です。ひとりで蝠まないで、ど相談くたさい。

相談は無料です。秘密は強守します。

●堺市立男女共同◆面センター相接

a072-224-8888
火～日:9F寺～17日寺15分 (視日、年末年始、月曜日力ゝ4胴のときはその翌日を除く)

●DV。 デートDV奪日接 ※アウェア認定デートDVファシリテーター‐カウンセラー

倉 072-223-0688 火～土 :9時～17時 (祝日、年末年始を除く)

●性暴力取怪センター。大阪 SACHICO
a072-330-0799 24時 間ホットライン

●SAP子どもサポートセンター「サチッコ』(ウ ィメンズセンター大阪内)

a06-6632-0699
月～水 ¬4時～18時 (19歳までの子どもを性暴力から守るための相談)

0堺市男女共同参画交流の広場「協みの相談」 ※事前予約割

な 072-236-8266(予 約受付)

火～土 引0時～21時 日引0時～16時 30分 (祝日、年末年始を除く)

●堺市配偶者暴力相酸支援センター

な 072-228i3943 月～全 :9時～17時 30分 (祝日、年末年始を除く)

■発行:堺市数育委員会事務局 学校教育部 生後指導操
〒590‐∞ 73 大傾府ユRttIP区 南瓦町3-l Tci 072 223 7436 Fax 072 228 7421
http://www ctty sakailg ip/kOSOdate/kyoiku/index hinl

塀 市
Ettl作 著作4憮 :アウェア B濃箇:関静佳 ロデザイン:宮郎着司 ■

`集
協カ
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SNSとデートDV
SNSつて、とても便利

SNsのまちがつた使い方

SNSによる機害者にも畑害者にもならないために

あなたのまわりでこんなことおきていませんか?

誰もが簡単に使えるSNS。 多くの人と繋がったり、どこにいても
知人や友人と気軽に連絡を取りあえたりする。世界中のニュース
を見ることができ、情報が共有をできる。また、ゲームやチャトなど
楽しいコンテンツが豊富。このように、わたしたちの生活の中に、
SNSは欠かせない存在となりました。SNSアプリは、当初、気になる
人(家族、友人、知人など)の近況を常に把握できる手段として使わ
れ始めました。

ライン電話

を自分とつ

け _ギ っばむ

しにとせる

むぜぃ0ぐに週

信しないの ?

こ責める

ここで、何を

しているか

常 に報告 と

せる

しつこく

メーfbするす ぐに既講

が付 かない

こ懇る

スマホを

勝手に見る

みたιIの秘密の写

真を SNSに勝手に

'v7す
る

(CPS)7ヱ lfを

ハれて監視する

伯のAこメーfL

しうゃ

'メ
fこ

束縛する

相手のえ?本を

路手に開けて見

てぃ京だうの,
ドレスを消す

このように魅力いっぱいの SNSですが、使い方を間違うと、他人の
プライバシーを侵害したり、心を傷つけたり、東縛したり、ストーカー
行為をしたりすることになります。その結果、相手を支配するデートDV
をしたり、いじめたりしてしまいます。つまり、あなたが加害者になって
しまうことがあるのです。

① SNSはお互いの信頼関係を築くための道具であることを忘れ
ないようにしましょう。

② 自分がSNSを便利に使うためには、相手の人権を守り、相手
がイヤがることや困ることはしないようにしましょう。

③ SNSの依存症にならない。SNSだけで安心したり、心配したり
せず、直接話す対話やコミュニケエションを優先しましょう。

④ 一方的にラインを送りつけたり、返信を強要したりするなど、相
手の状況や気持ちを考えない行動はしないようにしましょう。 ひとりで悩まずに誰かに相談しよう !友だちを支えてあげてね

◎aware106



いじめ等相談窓 方 ド

1懇鞘ま,ないで 1

子ども電話頚肴稲歌
「こころホーン」

24・時間対応健通)072-270-5561
きょういくそうだん

ソフィア教育相談

きょういくそうだん

ふれあい 教育相談

生推指て訣

いじめ 体罰 暴カ

セクシュアル・ハラスメント

絶対にゆるされません

あなたのなやみを

きかせてください
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堺市立学校隠性暴力防止ガイドライン

教職員が性暴力に立ち向かうための 10か条

1 性暴力は「めったに選こらないJこ とではない
2 性暴力は被害者の責任ではない
0 性暴力を『なかったことどにしない
4 性暴力は「身近な人からもたらされるJことが多い
5 支援者はひとりで抱え込まない
6 二次加害を起こさない
7 枝害者の言動を誤解しない
8 子どもたちの周りには性暴力が蔓廷している
9 学校国は性暑力の未然防止に全力を尽くす
10 緊急避妊は 72時間以内に (経過してもあきらめない !)

令不日2年 3月 ｎ一一市中中中

指示・支援

(指導主事・SC等の派遣 )

※この初期対応は代表的なものであり、教育

委員会と補密に連携を取って進めること

受診

通報・連携

報告

く加害者が校内の場合〉

時の学校の初期対応性暴力発生

加害者からの窮き取り

放害者の番 の

報告・相餞

教育委員会

警
察

・・
子
ど
も
福
譲
所

被害者に寄り添う

2次複害を防ぐ

妊ヽ娠・性感染症の疑い)
性器等への接触があった場合など(望まなし

事象の発生を露知

被害者からの聴き取り

務 の書 の

報告・相機

耳能な履r

'2幸
間

をく占 |こ

性暴力を許さないために
令和 2年 3月発行

堺市教育委員会事務局
〒590-Oo78 堺市塀区南瓦町 3番 1号

TEL(072)228i7436
FAX(072)223-7421

SDGs未来都市・塀

,・

“
■ ,

==

堺市教育委員会 SDGs未来都市・堺
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子どもの様子がおかしいなと思つたら?
～デートDVや性暴力から身をまもるために～

保護者のみなさまへ

性と勝̀ こっても汽翻とことです。

※ヱライベートtr―ンって組ってい今すか?お子とんに敬えてくだとい。

プライベートゾーンとは「自分だけの場所」という意味です。

男の子も女の子も水香でかくれる部分はプライベートゾーンです。

プライベートゾーンを「見せろ」とか「さわらせる」と言われたら「イヤ !」 と言いましょう。

「見ろ」「さわれ」と言つてもいけません。

「いや」ともとヽえず、にげること

もできなかつた。そして「ひみ

つだよ」と言われた。

堺 市 教 育 委 員 会

学校教育部 生徒指導課

様碁

尋゛

尋

尋

尋尋

あるがままの子どもの気持ちを受け止め、子ともが安心して日常生

活が送れるように看り添つてあげてください。そして、回aきにPa3題を

ひとりで抱え込まないで専門家に相談をしてください。子ともの被署

のことを誰にも知られたくない、伺もなかつたことにして、はやく忘

れてしまつたほうがいいと思われるかもしれません。しかし、性被害

を受けた子どもの回復のためには、子どもの安全を確保して、通切な

治療を受け、安もして話すことができる場所が必要です。

※監停 :李 節子 【SANE:性曇力級害者支援琶睡職】

【性的海待のケース】

家族 (他人)が 、身体にさわっ

てきた。気持ち悪かつたけど、

誰にも言えない。

【デートDVのケース】

彼女 (復 )が携導電話の優臣

を勝手に見たり、有」徐したり

する。つきあっているのだか

らと性行為を迫ってきた。

【性暴力のケ=ス】

スマートフォシ(SNS)等で男

の人と知り合つた。はじめは優

しかつたのに、写真をとられて

脅されるようになつた。

そして「なぜ、わたしの子どもが?」「どう

して、こうなってしまったのか ?」「どうして

逃げなかったのか?」 という疑間や膜立たし

さ、強しヽ恐怖や悲しみ、不安を感し、子ども

を責める感情が湧いてくるかもしれません。

被害を受けている子どもは、突然の恐怖や混

乱ア)｀ ら大戸を出したり、逃げたりすることが

できません。もし、子どもに性被害を打ち明

けられたら、ますは責めるのでは声ょく、正直

に被害を打ち8月けてくれた子どもの勇気をほ

めてあげてください。

●
.

また、あなたも子どもの性被害を知つて、自分自身

の体調が悪<なったり、e分を強く資めたりして、箱

神曲lこ苦しくなるかもしれません。これを「代理受傷

(だいりしゎしょう)」 といいます。

まるで子どもの被_堂饉 を自分ズ〕守lI径験しているかの

ように感じられて、自分が楯神的に傷つけられている

状態です。その場合、あなた自身にも、ものケアが必

要です。自分自身が傷ついていることを矢〔lっ ておくこ

0● .

とがとても大切です。

子どもの性暴力被害を矢llっ たとき、あなた

も、大きなショックを受けるかもしれませ

が、ますは、子どもが被害を受け、心身

ともに傷ついている事実を受け止めてく

さい。決して、被害を受けた子どもが悪し

のではありません。子どもには、なんの

落ち度も責任もありません。

支の子だけで万ぶく、男の子も被害にあいま

す。

これは尋力?わ燒 ない、誰に綿 豪て・きない。

嫌だと言えば、嫌われるかもしれない。親に知られた受 っと懇られる・

自分は弱い、何をやってもだめだ。抜客にあったのは自分のせいだ。

※性暴力被害者医療曼診専用ホットライン

(堺市立総合医療センター)

もし、性暴力故害にあったのなら、あなたが愚いのではない、心配だ

からと病院の受診をすすめましょう。

72時間以内の緊急垂鉦案0処方、性感巣生への対処・予防対策、

心のケアそして警察への連絡や支援団体との連携が必要です。

②祥8103

l性犯罪牧害t日推 目共通ダイヤル)

」こと二._ェ止立占れと!上募 !ぉ、こと・―・  i..―

子どもが誘すときには、T準に耳を傾け、相談

相手になりましょう。子どもを大切に思つているこ

とやあなたが患いのではないということを伝えま

しよう。そして関係機関と連携を敦りましょう。
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性暴力で苦しんでいませんか? 堺市
Ψお・●●●・や・

'・

や。,・守
忘

,

や々●→→・等等時ヽ■ヽヽ
―

時

““

ヽ

“

竹 ●ヽ SAKAE C]TY

電)        
°

誰にも相談できずに、悩んでいませんか?
あなたは、何も悪くありません。
あなたには、どんな責任もありません。
わたしたちは、あなたのことを心配しています。
まずは、相談してください。
あなたの秘密は守ります。

0

発行 :堺市こころの健康センター

TttL i 072-245-9192 FAXi072-241
監修 :李 節子 (SAN匠 :ll生暴力被害者支援香護職)

こ!
゛

■ ■

堺市 性暴力相談 検 索

0

●
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セーフシティさかい SAKAI
SAFE C1l Y

堺市
SAKAB CITY

性暴力は、著しい人権侵害であり、犯罪行為です

性暴力とは、強制性交等・わいせつ行為などの性犯罪
のみならず、同意のない 為、性的な描写を■

みせる と 性的な嫌ぶ となども 性暴カヽ
L ヽ

1ヽ

ヽ

です。
相

な場所奪

力です。

ヽ
r

オ
´

f

~~_メ
.

つている ヽ 知らない 七 どんヽ|ゝ

,_~― ・ニデ

たとして 1

T

つ まない性 は性暴
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堺市立学校園性暴力防止対策等推進委員会の設置について
～堺市附属機関設置条例の改正～

E被害者支援
・見守り・2次被害防止
E加害者対応
E人権研修
B進路指導
白保護者、地域への説明
・報道対応
B関係機関等連絡調整 等

①SAFEプログラム、いじめ E

暴力防止(CAP)プログラム、
ネットいじめ防止プログラム、
デートDV防止などの授業
実施

他の職員の研修等)

③対応マニュアルの把握及び
周知

④保護者への啓発 B周知及び
研修

(管理職・

学校■

①被害者保護対応マニュアル
の作成

②報道対応マニュアルの作成

③サイバー空間け公的空間に
おける性暴力問題研究

④管理職・教職員の研修

・相談体制の構築
・加害者対応
E報道対応
B関係機関等連絡調整
い再発防止策の検討  等

即実行

醸 行

指示

即実行

・被害者支援プログラム

実施
け見守り・2次被害防止体制の

構築

教育曇員会

堺市立学校園に在籍する幼児、児童及び
生徒に対する性暴力の防止対策等に関
する施策の推進について必要な事項を審
議するため、教育委員会の附属機関とし
て堺市立学校園性暴力防止対策等推進
委員会を設置

O未然防止対策に関する指導助言

O深刻な事象発生の対応に関する助言
など

弁護士Ⅲ医師、SANE(性暴力被害者支援
看護職 )、 スクールカウンセラー、スクー

ルいソーシヤルワーカー、大学教授、警察
(含OB)などで構成

目

的

検

討

項

目

構

成
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堺市立学校園性暴力防止対策等推進委員会規則

(起旨)

第 1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例 (平成 25年条例第 4号。以下 「条例」という。)第 7条の規定に基づ
き、堺市立学校園性暴力防止対策等推進委員会 (以下 「委員会Jと いう。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(担任事務の細目)

第 2条 条例第 2条第 2項に規定する委員会の担任する事務の細目は、次に掲げるとおりとする。

(1)教育委員会の所営に属する幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に在籍する幼児、児重及ぴ生徒 (以下これらを「在籍児重
等Jと いう。)に対する性暴力の未然防止対策について審議すること。

(2)在籍児童等に対する性暴力の再発防止対策について審議すること。

(3)性暴力により在籍児重等の生命及び心身に深刻な影響を及ぼすおそれがある事象への対応その他の二次被害の防止対策につ
いて審議すること。

(4)前 3号に掲げるもののほか、在籍児童等に対する性暴力の防止のため教育長が必要と認める事項について審議すること。

(委員の構成 )

第 3粂 条例第 3乗第 2項の規定による委畷は、法律、医療、心理、福祉.教育等に関し専門的な知識及ぴ経験を有する者のうち
から行うものとする。

(委員長及び副委員長 )

第 4乗 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、委員会を代表 し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐 し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議 )

第 5条 委員会の会議 (以下単に「会議Jと いう。)は、必要に応 じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。この場合にお
いて、委員長が必要と認めるときは、第 2条第 3号に掲げる事象ごとに委員を 2人以上掲名 して招集することができる。

2 委員会は、委員の過半数 (前項後段の規定により指名された委員が 2人である場合にあつては、委員長及ぴ当該委員全員)が
出席 しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決 し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の特例 )

第 6条 委員長は、特に緊急を要するため会
~議

を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内

容を記載 した書面を委員に回付 し、その賛否を間うことにより、会議に代えることができる。

(関係者の出席 )
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第 7条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若 しくは説明を聴き、又は資料の提
出を求めることができる。

(会議の公開等 )

第 8条 会議は、公開するものとする。ただし、委員長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席
委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1)堺市情報公開条例 (平成 14年条例第 37号)第 7条告号に掲げる情報について審議するとき。
(2)会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著 しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、教育長が別に定める。
(会議録 )

第 9条 委員長は、次に掲げる事項を記録 した会議録を作成 しなければならない。
(1)会議の日時及び場所

(2)会議に出席 した委員の氏名

(3)議事の内容

(4)前 3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(守秘義務 )

第 10条 委員会の委員は、職務上知 り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第 7条の規定により会議に出席 した者は、会議において畑り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務 )

第 11条 委員会の庶務は、生徒指導課において行う。
(委任 )

第 12条  この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成 30年 10月 1日か ら施行する。
(経過措置 )

2 この規則の施行後及 び委員の任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第 5条第 1項の規定にかかわ らず、教育長が行 う。
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

証

注＼ 爾 喫 チ  様

自由民主党・市民クラブ

会派の名称 。議員氏名 山口 典子

011629

ユ
"/年 '月

/π日
消費税額等    /C)%

¥ θ
'′

♂θθ― 現  金
金 額

小切手

但 し O,ユ 学昇

入

紙

中4下 Yとイ
、ヽ

″ヽ7 手形

上記の金額正に領収 しました

収

　

印

もアトム株式会社
〒542‐ 0012
大阪市中央区谷町7‐ 1‐44 TANCE谷町ビル3F
TEL 06-6764‐ 5987 FAX 06‐ 6764‐ 5988

広報 。広聴費使 途 項 目

35整 理 番 号

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

扱 者 印J古

黎

按 分 率 (核分による支出の場合に使用)

80 %  26,400円   (按分率の根拠)

更新内容について、一部政務活動以外の記事も含むため

(そ の他)

プログ更新作業代 1月 分
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請  求  書
PAGE      l

布氏勇驀No.00005208

山口典子 様

2024年 1月 分ブログ更新

※振込手数料は、お客様負担でお願い致します。

[課税10.096税抜額ユ

ヒ課税10.0%消費税額】

売上 日 2024年 01月 25日

〒542-0012大 阪市中央区谷町7-卜44

TANCE谷 町 ビル 3階 ア トム株式会社

TEL 06-6764-5987 FAX 06-6764-5988

振込先 :三井住友/富田林支店/当座

ゆうちょ銀行 日座記号番号 :

担当 :

登録番号 T7120001100838

1 30,000       30,000

30,000

3,000

IⅢ

葛 晶 E ド /商 品 名 数  量 単 位 単  価 1金   客買 1 備   考
ケース

ズ

_凰_ 30,000 雖 ■Ω姻 _́
33,
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称 。議員氏名  山口 典子

使 途 項 目 事務・事務所費

整 理 番 号 36

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

別紙のとお り

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  5,400円

事務所使用状況報告書のとおり

(按分率の根拠)

(その他)

事務所 2024年 二月分 インターネット使用料及び電話代

住所  堺市堺区熊野町東 3-2-27堺 ドリームビル 201号室 宛名 :山 口典子
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翻

T590-0946
堺市 堺区熊野町東 3T2-27

堺 ドリームビル 201号
山口 典子 様

NTTフ ァイナシス株式会社

料金センター

お問合せ先  080併 333-5550

〒536-∞ 25  大阪市城東区森之宮1-6-111

NLC森の宮ビル 6F
受付時間 9:00～ 17100(■・日・祝日除く)

8515A01040001-000794

||||||‖ ||||||||||‖ ||‖ ||||‖ |||||‖ ||||||||
024033201004908651

電 話 料 金 等  料 金 支 払 証 明 書

電 話 番 号 等  00-5893-4595

※1 各通信サービス提供会社倒でポイント充当等により、請求金額を相殺した埼合、「ご請求金額なし」と表示されます。
※? 各通信サービス提供会社名の記載がない料金は、NTTフ ァイナンスご利用料金となります。

上記の料金は、収納済みであることを証明します。

2024年  3月  5日

収入印紙

印紙不要

NTイ ファイナン

年 月 分 支 払 金 額 支 払 年 月 日 記   事

2024年  1月 分 6,750円 2024年  2月 19日
西日本ご利用分

合計 6, 750円

1 ′/1

〒108-0075 東京都港区港南 -70
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■ 1謝鞠欝|(函1本と奉ll需分)

鼻鼻鼻こ亀昌岳異3丁二-27

藝
雲

終IIワ号弁字勇覗雰雹請求額
(合計)

||■■||||||■■| O

発行年月日
発行会社

webて'のお間い合わせ先

お問合せ先

【章付先】
十ら36

・ 0025
社用コード

61

でに
―

の場所でお支払しヽをお願いします。 (

70

すOl無科)

2140103,1,

1/ 3ページ)

,=ふビル
様典子

ド

ロ

・塀
山

201号

スをご利用いただ
、ただきますので、

ございます。
お支払い期限ま

〓碧斎剣幸『峯勢華勢〓蒙ェ一　闘一

iliEIIIIla・ IB・・IIillllililIIBIllBIBIlllilalBIBIIBBIIElllBIIallllBII 繋
‖哩辮岬麟醜叫塾幽酬

電ぁ鰹ど姦鑑 議を駆

お 節

【NTTフ アイナンスからのお知らせ】

*** NTT グループ各社こ請求金額 ***
5,859円

891円
6,750円  詳細については、 rご請求内訳」をご覧 ください。

喜著ヨ名営三とζぞ:と彗拿尊iξこ魯ヨ蔦鳥子≧:安宅雹鞘民伝ゑ各曇き:窪甍こ藍嚢し毛
逗みま事:

馴、どこんと学割、光はじめ割)は割弓1契約

本へご連絡が必要です。

発生する場合があります。

妹ari痢 でご確認くださいo

託しています。

今日 (本 )2024年  4痣 |
2024年  1月 ご請求分

請 求 年 月

(MONTH OF ISSUE)口巧お 番

BER)MUN

様
LLING(BI

出乱汗f巨蕪免躍辞靴減蘇詔昂ぎ艦話桑みも『
怠鵡 e集尾ξ誰鷲写昇洗R箸訂許的橘F嘉孟みIプ

ヘ孝ム雌みを諏いいたします。
ice′ a dOCOmO ShOp119



,rv―  く命
―

雪, 

]金 額 (円 )

WN BY CAT[60RYIYENl

5′ 859
一
・一一中．
一

||■ 11111il

ヨ本分 (小計)

891

6′ 750

―ビス料他には、2023年 4月利用料分から2024年 1月 利用料分まで、ユニパーサ
え、電話リレーサービス料として 1番号あたり1.1日 (税込)力 1含 まれています。
ビス料については一般社団法人電気通信事業者協会のホームページをご確燃下さい。
/www, tca.or. jp/telephOnerelay_service_sup
/

内訳金額 (円 )

AMOUNT(Y[N)
請 求 内 訳 等 詳 細 〔査癬むをも含率子Fス提供事業者が〕NDETAILS OF CHARGE BRFA KDOW

税区分
TAX

3′ 700
111111彙争逸虫〕|

500
11!||■ |li舛 41!

3
:|:|||||:|||||■■●■■

150

||||||― | 15321

1

・う:蒋

"|

0

|■|■|| |工■茸■■ i■ i■■■■■ ||||■―■■■:■■!■ |‐ ■―

12月  1日 ～ 12月 31日

|■1■ 11-二重う攀警=|お舞
～
雛0=お祥1,舞以!

外の解約は解約金がかかります

ポイスワープ使用料

発行手数料

収納手数糾

l′,ヽ計

'

フレッツ 光ネクスト M 隼利用料

■■●III |

‐ | !III

OCNttw i t hフ レッツ利用料等

■
―
■11,癖||:蘇

～
lir歩河ti当

1理濃漁をお基法titiえたく埼香の手数料:

です。

1合算芸ぶう鶏l金昔許演:Ⅲ096 1   !

■ ||:|■ II‐ l il l

* 契約番号

iウ狩■■日～1彦角idil首 :   ―
12月  1日 ～ 12月 31日

12月―,1日
～1身打3■ 日  |

12月  1日 ～ 12月 31日  1番号分

"1鞘

綽:=Ⅲ

'よ

す111■ li
本請求書等の発行にかかわる各種費用に
ば,1,11■ !「 lf l!|  |
本語求をヨンビ

=エ
ンスストア・各種金

■!||:● ■ ill■■■

算

算

．算

算

．

台

ハロ
台

合

象等

算

算

1111003072600722500J120



様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名 山口 典子

使 途 項 目 広報・広聴費

整 理 番 号 37

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  344,960円   (按分率の根拠)

資料内容について、一部政務活動以外の記事も含む場合があるため

(その他)

政策資料作成費 2024年 2月 分

領  収  書 令和1年 ユ月ユ
/日

↓ヘリ親 様

¥ィ )/、 工。ゼ ー

呈塑錘拠J態郎がL(7

郵 ミナカ
現 金

小切手

〒590-0957堺 市堺区中

TEL(072)223
FAX(072)223

登録番号 T6120102006596

税率
40%

金額
(税抜 税込)

費
額

消
税
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御 見 積 書
令和6年 1月 26日

山口典子 様

下記の通り御見積もり申し上げます

¥431′200-

有限会社ミナ
〒590‐0957 堺 市 堺 区 中之 町

TEL(072)223-
FAX(072)223-

口
四 名 数  量 単   価 金 額

政策資料 中小企業の脱炭素経営の推進について 1,000冊 1 7 6 01010

政策資料 生成AIの発展のために 1,000冊 1 7 6 0 00

政策利用 こどもの居場所づくりに関する指針 1′000冊 4 0 0 0 0

▲
口 計 31912 00 0

費,肖 税 i3 9 2 00

総 合 計 金 額 4 3 1 2 0 0

備 考
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おヽ客様コードNo 

山 口 典 子 様

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

6/2/26 政策資料 中小企業の脱炭素経営の推進につヤヽて
政策資料 生成AIの発展のために
政策資料 こどもの居場所づくりに関する

消費税等10%

〔合    計】

6年  2月 29日 締切分 (30)

郵 ミナ
＝
＝
Ｖ

〒5900957堺市堺

圭
日求輩調

０

０

０

０

０

０

０

０

０

No   l~1

TEL(072
FAX(072

母
三菱∪F」 銀行 堺支店 普通 
紀 陽 銀 行 堺支店 普通 
有限会社ミナカタ印刷

※明締忌最】隧騒冬解f006596

1

1

1

176.000

176,000

40,000

39,200

431,200

釧

―
　

‐
‐

指

前回御講求額 御 入 金 額 繰 越 金 額 御 買 上

| ¥431,2000 0 0 0

今回御請求額
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山 口 典 子 様

納 品 書

6年 2月 26日

担 当

鄭 ミすカタ印刷

No,

〒59側957堺市堺区中之町西2丁2番3号

TEL(072)223-6886番
FAX(o72)223-7278番

下記の通り納品致しましたのでご査収ください。

政策資料 中小企業の脱炭素経営の推進について 1.000 冊

政策資料 生成 AIの発展のために 1,000 冊

政策資料 こどもの居場所づくりに関する指針 1,00C 冊

摘 要 :
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政策資料 クールンティ堺の実現に向けて

中小企業の脱炭素経営の推進 1こつしれて

2024年 2月 9日

SUSTAINABLE
DEVELOpMENT Qe_styte

IIIIIIltitiiilti:||;||II隣

―

うなけよう4」 e PIc】 stics
5mOrt

女えよう
1

CttALS 卜 'i二 ・
●  ●00 1存 |

自由民主党 市民クラブ

堺市議会議員

山口 典子
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中小企業における脱炭素化促進に向けた環境省の取組
▲
▼

環境省

■サプライチェ
を踏まえて、

―ン全体での脱炭素化促進に向け、環境省では中小企業に対して、多様性のある事業者 ―ズ

の
定Ⅲ脱炭素設備投資に取り組んでいく。

〔脱炭素化への取組のステッフ翻

◆
…

中小畑損事二●向け●

E腱奮掘営
導入′ヽンドブッタ

事業者に対して、削減計画策
定支援 (モカレ事業やガイド
ブック等)

◆C02削減目標 ◆計画策定支援
(モァ

~ル
事業・補助 )

・削減目標・計画に係るセミナー開

催、ガイドブック策定

事業者に対して、脱炭素化に向けた設

・省C02型設備更新支 (SHI肝
事業) (1/3′ 1/2 or C02肖 J

減比に応じた補助)

・業務用建築物の脱炭素改修加
速化事業

・環境金融の拡大に向けた利子補
給事業(年利 1°/。上限)

※参考資料に予算資料添付

，

▲
Ｂ

‘

国

J
二
●
か

H虫革,tt真厳している全二t_~韓介します。B構の員的 な方法や、
強 ととして得られたメリツトなど、0性― にしてくだきい。

働Bはコチラ 縦み拘はコチラ

f―  嚢 磨彙カス

ーコ`   ーー  エ
=工

  鑑

B

嘉 岳    ‐

クリーン・′〔リューチェーンプラットフォームとは

●― ウ4

r,"声 ..

□□口□

カーボンフットプlJン ト(CFP)を活用した官民におけるグリーシ製品

排出量の葺定

(測る)

BB・ エネルギー対贈資全

取組の動機付け

(知る)

算定ツールや見えるfヒの
提供

支援人材が、中小企業を
回る際に使う算定対話ツー
ルの提供

事業者に対する温室効果
ガス排出量の算定ツール
(見える化)の提供

※不u用はR6からの予定

削減目標・言十画の策定、脱炭素設備投資
(沼|らす)

企業の「脱炭素経営」取組事例

Ｅ
一ひらが併 Jンニュートラル

支撮康
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取組の動機付け (知る)
ブヾリューチェーシ全体での企業の脱炭素経営普及・高度化事業 (令和6年度予算 (案)14イ意の内数 )

▲一▼韓

■パンフレット、動画、モデル事業事例等により、「脱炭素」の取組と意義について紹介

'建
中小an34●白け●

B臓奪B営
導入ハンFプッタ

″
1

‐コく二うJ

ｔ
ｉ
爾

．為
畠

期 千

慕

′
…4.tttS=よ

パンフレット「脱炭素経営で未来を拓こう」

■ ‐ヽ

ti',ュ

岳
iξ];:::`il,

中小規模事業者向けの脱炭素経営促進′ゝンドブツク ・ 事例集

●

●

0

0

脱炭素経営への関心促進ツールとして、メリットと取組ポイント
を簡単に解説
詳細は八ンドブックなど各種コンテンツヘ誘導

脱炭素経営のメリット紹介及び取組方法1こつして、「知る」「測

る」「減らす」の3ステ羽確解説
企業の取組事例 (28社)をまとめた事例集も併せて整備

なぜ中小企業が脱炭素経営に取組むのか、企業インタビューを
通じて紹介
「矢回る」限Jる」「減らす」の取組 3ステップlこついても企業インタ
ビューを交えながら解説
<ダイジェスト片反> httos://voutuabe/4WH2QFI1614

●

0

2

中小規模事業者向けの脱炭素経営 導入動画
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排出量確認画面(棄 算定結果公表画面(棄
事業者用算定画面(棄

|

■
口
■
Ｘ ▲一▼韓

■令和4年度報告より、一定量以上排出する異業者の温室効果ガス排出量報告を原則デジタル化。
排出量算定 ―夕共有に係る企業エーズの高まり等を踏まえ、報告義務の対象外となる中小・中堅事業

●
ァ

者が、EECSを使つて排出量算定や削減取組情報の入力を行い、それらを公表する機能の追加に向けて、
システムの改修をイ子つており、

1苧兼者全体で官時使用する従業長黛

事業者全体で常時倒曝する徒兼島鎌は21人ですか。 ●はい 0い いえ

と事業所毎のモのとの活動量

闘東工場

101t‐ C02

事業所の方

闘西工場

幸美者の方

函

「
コ
ポイント Fポイント

γ ガスごとの〕に出量確認が可能。
γ  白 束十∩百再 日笙 rTヽ詈F]卦ボ可 能 ナト白 山 詈コ輪

手■ポイント

γ 年度毎の排出量推移が一覧化される。

,オ霜 ▼

手道府鼻 ▼

大,霜 ▼ 小今苺 ▼ 報,g ▼

f,E町 , ▼

団

弁苗量コ,こ認

更折康E

101,000tC確

100,000tC虚

100,01XltCO,

Iω ,9霞ltC磁

100,000tC笠

im.01理 C位
,m,amc確

lm,loetcl眩

,Ot,000Hビ

100,OmtC(ぞ

エネルギー蜘
‐芥エネルギ=議 C92

茅エネ,畔―』 倒,(魔― め

酪

エネルギー起湧 e(捷電所毎配分前)

事キを君

青定絆とをョード

三たる手茉

所亡地

七ヨの遣観盾霊

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度公表ウェカオイト

特定事業所排出者情報

ー

■

漑

■

櫛

■

紛

■

Ｍ
い
、

温虫幼暴ガス算定捺歯量推移
● 温鶏勝果ガス算勝 出量掃

漑
=働

2

二〒|■ ―貫耳と,、 !

二tlr―■珂i入 ヵ

看壁ェi=

音登三ii

/工場・事業所単位での入力が可能。
、/ 姓 日日方＼辛 f― ″、:、 フ",4′f―
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削減目標・言十画の策定、脱炭素設備投資 (減らす)
工場・事業場(こおける先導的な脱炭素化取組推進事業 (SHIFT事業)【令和 6年度予算 (案)33億】【令和 5年度補正40イ意

か
▼

環 境 省

①C02削減計画の策定、②省C02型設備への更新を支援。

脱炭素化のステツプと2つの補助事業

1.削減余地の把握・対策検討 2田 実施計画の策定 3“ 対
―

COと樹H臓擦雌威

■.概要                      ■□概要

年間C02排出量50t以上3′000t未満の工場・事業所を保有する中小企業  「C02削減計画」に基づく設備更新を支援。

等に対し、COttF出量削減余地の診断および「C02削減計画」の策定を支援。2.補酌率・捕勤上限額
2。 補助率・補助上限額 A.標準事業 :1/3、 補助上限1億円―

3/4、 補助上限は支援内容により50N100万円            B.大 規模電化・燃料転換事業 :1/3、 補助上限5億円
(※ DX型計画策定支援は補助上限を100万円増額)         C。 中小企業事業 :C02削減量比例型補助、補助上限0.5億円

3.特 徴                          3.特 徴

C02削減余地の診断の経験豊富な「支援機関」が工場・事業場の現状と課  高効率設備、電化・燃料転換を伴う設備。再エイ、設備など、多様な設備が対

題を整理し、対策の提案を行います。さらに、CO消J減目標と実施方法を示す 象です。必要に応じて排出量取引等を実施して、着実にCO消J減目標を達
「C02削減計画」の策定を支援します。                 成します。

輔 Iliil |ロ
・攀
邑 I』 卜隆

報
い
・　

●
●
■

ｒ
一Ｅ
Ｅ
一
一

郎

女
女獨

"れ
H田0

台鳳

塵

宝掘4田
「

難 ●
煎 と分析
〔『辟爾程告薔」
0碑 〕

―

も、事
鷲

―
燃

た『田 L嘲報討西」
韓

り

船
t∞宝

…

鷲
監 コ 柄 耐 尋〕

日常事獣陣
報 停導入相賊
着用し、陀偲田靖
1順」頼 行

目椰年霞りCDE常出
EO再 tB機置と、
口 哺 出出 君1にⅢ3
叫 目

「
―

ト 》 ト

4

事整韓軸 ギれ 事革ぬ慧がれ
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地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデ
"レ

事業 (支援体制構築)

バリューチェーン全体での企業の脱炭素経営普及・高度化事業 (令和6年度予算 (案)14億の内数)

か
や

環境省

■普段から中小企業と接点を有する地域金融機関・商工会議所等の経済団体等と地方公共団体が連携し、

地域内中小企業の脱炭素経営普及を目指す、地域ぐるみでの支援体制構築に向けたモデル事業を実施

■ R5年度は、全国で■6件のモデル地域を採択し、各地域特性を活かして支援体制構築に向けた取組を推進

R5年度モデル事業採択地域

H崎市

6

5

省エネメニュー提供

金融サーにス

再エネ共同館入

排出量真定サーヒス

コンツーシアム独自の価値

域内中小企業巨〕

脅
影 V

trt,
EIれ ほ
ヒこうと

宅′

地域ぐるみでの支援体制構築 (イメージ)

9.愛知県

。あ19ら

8.岐卓県

2.雲南

5.

園

協扇Lぢ鉾孝による

合意形成
1.秋田市

|'||―il'I
3.群馬県

2.日立市
11.京都府

10。尼崎市

5
中央市

'3.徳

島呵
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尼 山奇市   地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業 取組事例
か
▼

環境省

フアクトリー構想」による体感機会の提供
倉J造的な産業活動を推進するAG6カ液 振り役となり、CNオー充リァクトリー構想で中堅・中」ヽ

ぎ、脱炭素経営推進の機運醸成とインセンティブ提供を推進

■脱炭素の旗頭「カー ニユートラルオープレ

―を繋
ヽ

至婆蓬とCN

取組
コンセフ

°
ト

専門機関の取りまとめ

CN支援企業

※あましんブリーンプレミアA受盤 など

企業

補助金 (省睦 断経費・設備導入経費補動なD

今畑軽 ・離

見学

メディア 教育機関 他地域行政

★尼崎市

運営支援

（カ
ー

募集

見 学
中堅・中小

企業

(製造業)

脱炭素モァ
~サ

鰈

中堅・

中小企業

<尋     「司>

CN支こ登企業

ベンチャー/

専門機関

カーボシニュートラルオープシファクトリー

申請者
AG6:尼崎市、 尼崎商工会議所、尼
地域藤整活性化機構 6者の枠組み〕

、協同組合尼崎工業会、公益財団法人尼崎
6131



川 I出奇市   地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業 取組事例 か
）韓

市内の脱炭素経営支援人材を育成し、市内中小企業の脱炭素化を推進できる体制を構築する

市、産業支援機関、金融機関 (市内に本店・支店を置く機関が中心)力協働で

'II崎

市脱炭素

化推進コンソーシアムを設立し、脱炭素経営を支援できる人材の育成に取り組む

取組
コンセフ

°
ト

市内企業
関係団体

市内中小企業

●脱炭素経営に向けた課題の明強化及びそれに伴う事業計画等の策定支援
●小規模事業者向けの排出量簡易算定支援ツールの作成・活用
●排出量耳定支援
●省エネ診断 (省エネ化に向けた助言)

●脱炭素経営事例集の作成 等

‖鶯
'S,G3デカト7‖

川博市農長彗爆雷宝aヨンツー●′アム

さらばし銀行 横浜銀行 川崎南二会議所 川崎市産業振興財団|

金融機関、川崎市温最化防止活動推進センター、市内の中小企業支援団体、市内大学 等

1… の構祖共有

●競技泰経営に関する知見の提供・共有 ●支援機関同士の交流畿会の提供

●市内での取担状況の提供。共有 0中小企業の脱炭素経営支援に向けた意見交換

●支援人材向けの定期的な勉議会 0支援人材同士の交流会・事例共有

1

t
川崎市 川崎信用金車

ロモデル事魚美円中麟 一 ―"韓
酷

金融機関川崎市 中小企業支援団体

S四 '…Ⅲ雄 爆・B重全集
への,遍販

田体と通じた瞬E食患やサブライチェーン響
への建長語化支援

川崎市、川崎信用金庫、株式会社きらぼし銀行、株式会社横浜銀行、川崎商工会議所、川崎市産業振興財団 フ
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■企業が自社:の温室効果ガス

"F出

量を計測し、それ(こ基づく削減対策を進めるためには、

要 。

■脱炭素に関する人材育成促進を目的として、
し、ガイドラインに適合した適切な民間資格の取得を促す。

など、幅広い業種における脱炭素人材育成をサポートしてぃく。
ヽ

企業の

′

認定事業を創設
に 「

脱炭素アドバイザー資格制度の認定事業 (人材育成 )
バリューチ正―シ全体での企業の脱炭素経営普及・高度化事業 (令和6年度予算 (案)14億の内数)

か
▼韓

試 験 合 格 者 ヘ

資格付与

環境省認定制度
脱炭素アドバイザー

^
認定

環境省 脱炭素アⅣЧ ザー

資将子認定ガイドライン
a中

→

3段階の資格類型と期待されるスキル・役割

企業に対し、気候変動対応の必要1性を説明でき、脱炭素経営・

"F出

量削減に関する企業からの
相談内容を正しく把握できること

企業に対し、脱炭素の経営上の重要性 (リスク・機会 )、 GHG排出量の計測方法や企業共通の
削減手法を説明できること

企業の脱炭素経営に対し、包括的なアⅣ イヾス (GHG排出量計測の方法、削減手法の例示、
削減による子,F出コストの低減と移イ〒措置コストの考え方など)を提供できること 8

民間資格制度

民間資格制度

民間資格制度

企業のGHG拶 ;=量計測や脱炭素イとの実践・アドブヽイス等を推進

環境省認定制度

月比炭素アドプヾイザ
｀
一 ベーシック

環境省認定制度

号党炭素アドノヾイザ
｀
一 アドノヾシスト

環境省認定制度

月比炭素シエアアド八
｀
イザ

｀
一
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い地域金 機関に対する支援
ESG金融実践促進事業【令和 6年度予算 (案)4.5億円の内数

▲， ▼醒中小企業の脱炭素経営を推進するため、

取引先に中小企業が多く含まれる地域金融機関の取組を支援

事業イメージ

地域課題の解決や地域経済エコシス ムの構築等を通 じた地域の持続可能性
めと

ア の 向上 とヽ 脱炭素をはじ
した環境課題ヘの対応の取組を両立する先進的な取組を行う地域金融機関に対し 同取組の促進

を図るための支援を行う 令和元年度からモデル事業を
ヽ

0 実施しヽ 令和5年度は8棄件 (9金融機関)
を支援中
(具体的な支援内容)

地朗における有望なグリーンプロ
支援先機関に対する柔件組成

ク卜等の市場調査 将来性 収益性の掘り起こしン エ
ヽ

支援等を通じた ESG要素を考慮 した事業'隆評価のプロセス構築等の検討支
支援先機関

援
内におけるESG 金融取り組み促進へ向けた仕 組 みづくり

支援先金融機関の役職員や取 弓先等を対象としたES醐 金融の考え方及 び実践方法等
経営層におけ ESG地域金融

につ しヽての勉 強会 開催
る への問題意識の醸成等を目的として 有識者と経営層 と 劣 グ (対談 )の ア□ を開催

環境省

令和5年度事業 採択先地域金融機関一覧
|。

支援
ESG tttを 息′た

―
缶・

支闊〔よ弛
雪 濡 鮮

切 噛

自動
需目s雪鰐輩謹盟農露覇き琵程

Cにた

弾 可豊工胡序―
4入

鞠
I先への

―
― 豪1し段

―
強

雑 中 駒
リ ラカ

鯉
郎 貌

割 的 謁 酸 前 る
ブ庁 コノ■の協条

必要に応して

i亜:

♂

金融機 関

(支援先 )

※公募I[よ り

選定

地域
関係者

コンサル
(事務局 )

琉球銀行

七十七銀行

広島銀行

鹿児島銀行

尼崎信用金庫

秋田県信用組合

福井銀行
福邦銀行

委 託

再委託 支援

連携

拶

咆督態豊露留協露語誰ちして
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■経済産業省・環境省の連携のもと、中Jヽ企業がカーボンニュートラル対応で活用できる補
助金等施策集 (冊子)や情報プラツトフォーム (ホームページ)でタイムリーな情報発信
を実施。

中Jヽ企業等のカーボン ュートラル支援策の情報発
バリューチェーシ全体での企業の脱炭素経営普及。高度化事業 (令和6年度予算 (案)14億の内数 )

ー

▲
V

環 境 省

ウ経済産業省 ◆ 環境省
ゲB,―券′ヽB,ューチェーンフカ トフォー▲

津麟 み

支援策

サフライチェーン,4● rtからEH■い,へ

グリーン・パリユーチエーンノフツトフオームとは

=コ
カ 百五掟詢こお〕t'た中増を重

"'S点
めにお肇添 カスけ出に口し

聾 4ユ H8'′盛 ステフブ常におけ苺曝い方差や■

"オイド笠,とめた f競命呼歳JO―
'ゥ

トフオー4●
',

TOJ―ン
=

2023年4月

B■埼ニカス,苗●0
L離力とをわける

渉Jヨ

!   
鎌 0-わ かる 磯H白攪,カイトプック

炉寃ら■る

I鳳 ③
纂ピ

経済産業省・環境省 施策集 情報プラツ トフオーム

一
■
「
一Ｆ
一

・
１

″
‐
・
Ｌ

10
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▲ゝ マ

環境省

<脱炭素先行地域の選定状況 (現在フ4地域)>
年度B― 盤 数 (共同で選定された市町村曲 握素としてカウント、議 内は応魏 楽数 )

,

/

ツク(4提案、S市町村 )

近後ブロック(11提案、1県11市町
蓋首県 湖南市・滋賀県、米原市・滋費県
京都府 京者F市

大阪府 大阪市、堺市

兵庫県 姫路市、尼崎市、加西市、淡路市
‐ ●J

須崎市・日高村、

北川村 樺層RT

T
↓

‐

暖化対策推進法 | t おして、都道府県及び市町村が、中小企業の取組も含めた区城全
体の温室効果ガス削減計画を策定する義務又は努力義務が規定されてしれる。 (都道府県・指定都
市・中核市・施行時特例市に義務付け、その他市町村は努力義務。)

地球温暖化対策計画、GX推進戦略等に基づき、2025甘年度までに少なくとも100か所の脱炭
素先行地域を選定するととも| t_、 地域脱炭素の基盤となる重点対策を実施するなど、中小企業
を含めた地域の脱炭素Tとを力田速。

佐 井村

宮 古市 、久 慈市 、紫 波町

仙 台市 、東松 島市

秋 田 県・秋 田市 、大 潟村

会 津若 松市・福 島 県

2県姉 町桐,

関東ブ[lック(15提渠、1果16市町村 )

つくば市

宇都宮市・芳賀町、日光市、

那須塩原市

県 上野村

県 さいたま市

県 千葉市、匝瑳市

横浜市、川崎市、小田原市

佐渡市・新潟県、関川村

黎県 甲斐 市

静岡市

備 町
、吉小牧市、石狩市、奥尻町、

鹿違町

中田ノBツクte提案、9市崎 )

鳥取 市 、米 子 市・境港 市

松江 市 、邑南 町

山県 瀬 戸 内 市、真庭 市、

西粟倉 村

口県 山 口市

九州・沖縄ブロック(11提案、1県29市町村 )

北九州市他 17市町、うきは市

長埼市

熊本県・益城町、球磨村、あさぎり町

延岡市

日置市、知名町・和泊町

宮古島市、与那原町

児島県

/＼ヽ

♂・
ら

● ′
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ア炉レミ産業と連携した使用済PW〔ネル
資源循環IEよる脱炭素ビジネス創出

<富山県高岡市>
同岡市カーボンニュートラ′雌 進協議会

県主導のRE100産業団地の創出
<熊本県。益城町>
西鉄自然電力合同会社

株式会社肥後銀行、株式会社熊本銀行

口RE100を標榜する世界的半導体
メーカーTSMCの進出に合わせ、『可

蘇くまもと空港と隣接する産業集積拠
点の入居企業や進出する取弓i企業に、
太陽光・蓄電池の導入や、ゲム湖での

水上太陽光発電、木質パイオマス発

電等の再エネ電力を供給し、脱炭素
fヒを後押Iし。

阿蘇くまもと空港の新旅客ターミナルビル

上 :阿蘇くまもと空港周初 Tリア

右 :2023年 3月に供用開始した

中小企業の脱炭素経営を後押しする脱炭素先行地域の事例
t_▲ ′与

環境省

口基幹産業であるアルミ産業の中小企業

を巻き込み、先行地域内外で発生する使

用済太陽光パネルから、アルミやガラス等を

再資源化し、脱炭素ビジネスを拡大。

福岡金属工業団地
1つ
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(参考)令和6年度予算
脱炭素経営支援:関連事業

138



′Wューチェーン全体での企業の脱炭素経営普及・高度化事業

LE事業目的

くらしの中 の エ コろが け

グ回―パ
'レ

にESG金融力琥 大する中、パリューチェーン全体の排出量が企業価値に影響し得ることから、パリューチェーン全体での企業の脱炭素経営 (気

候変動対策の観点を織り込んだ企業経営)を普及・高度化し、企業の脱炭素化と競争力強化を図る。これにより、国内外からESG金融を呼び込み、

我が国における「経済と環境の好循環」の実現を目指す。

4.事業イメージ

∞デコ活
◆

【令和 6年度予算 (案) 1,401百万円 (1′401百万円)】 環境省

毛力♭事業支援やガイ膨ルク作成IEより、パリューチェーンでの企業の脱炭素経営を普及・高度化し、脱炭素化と競争力強化を図ります。

2.事業内容

丈下の事業を有機的に連携させながら実施し、脱炭素経営の取組を中小企業を
きむパリューチェーン全体〔助従業の経営や実務に落とし込むとともに、その邸爾副瑳評
臣されるため色必:妻な環拶譲豊1購を行う。

(1)'(リューチェーンの脱炭素化額喪≧事業

① パリューチェー碁 での脱炭素化促逢情報発信支援事業

② 製品・サービスの拶F出量見える化・削減支援事業

③ 脱炭素経営の鞠略策定♂盾報開示等支援事業

(2)中小企業向け脱炭素経営実践促進事業

① 地域ぐるみの中小企業支援体制構築事業

② パリューチェーン全体の材F出削減計画策定支援事業

(3)拶F出量算定・データ共有の基蝶整備事業

①「省工才、法・温対法・フロン法電子報告システム」保守運用・改修等事業

3B事業スキーム

■事業形態 :委託事業

■委託先  :民間事業者 P団体

■実施期間 :令和5年度～令和7年度

(3)排出量葺定・データ共有の基準 臼

パリューチェーンESG
金

~議

情報開示

算
定

。
共
有

算
定

・
共

共

有

投資家、

金融機

地域全勲義雷

大企業
五

(1

(2)
中Jヽ

消

費

煮

ェ

吉二会甍戸〒幸

●経済Ξ体

地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室 03‐ 5521‐8249
大臣富房 総合環境政策統括宙グループ環境経済課 環境金融推進墓 03‐ 5521‐8240お問合せ先 :

■ ′ヽ
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群 κ ミ:

11:|・  ・'て   12  1「・   13 1il11  17 .(

合目蜜語∞ 0●
7‖士

′〔=81   9

脱炭素経営によるパリューチェーシ全体での脱炭素化の潮流に着実

工場・事業場における先導的な脱炭素
に対応するための

化取組推進事業 (SHIFT事業 )

◆【令和 6年度予算 (案 ) 3′ 329百万円 (3′685百万円)】 環境省

工場・事業場における脱炭素化の

【令和 5年度補正予算額       4′ 034百万円 】
ロールモデルとなる取組を支援します。

・ 2050年カーボン三ュー トラジレの実現や2030年度削減目標の達成に資するため、工場・事業場における先導的な脱炭素化に向けた取組※を
推進し、また、脱炭素化に向けて更なる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大する。
※削減目標設定、削減計画策定、設備更新・電化・燃料転換・運用改善の組合せ

・ さらに、脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、個社単位の取組を超えて、企業間で連携してパ リューチェーンの脱炭素化に取り組む先進的なモ
デルを創出する。

4B事業イメージ

1.事業目的

2B事業内容
①C02協滅計画策定支援 〔稿助率:3/4、 補助上限二■00万円)
中小企業等による工場 。事業場でのC02削減目標・計画の策定を支援
※ C02排出量を見える化するDXシステムを用いて運用改善を行うDX型計画は、補助上限200万円

②省CO鐸設備更新支援
Aけ

―
業 Co2排出量を工場・事業場単位で150/。以上又は主要なシステム系統で300/0

以上諄!減する設備更新を支援 (描酌率:■/3こ 捕駒上限五億円)
B.-1ヒ ・燃料転換事業 主要なシステム系統でり再)両りの全てを満たす設備更新を

穐 闘 龍 鎮
｀

辞 謡 置 砕 以上削減 市)∞2}'F出量を30%以上削減
C,中小企業事業 中小企業等による設備更新に対し、け計)のうちいずれか低い額を支援

(精励上限:0,S億円)
i)年間C02削減量x法定耐用年数×7′ 700円/t―C02(円)市 )補助対象経費の1/2(円 )③

l::岳ヨ≧と辱魯三写ご言電全持];岳ヨことこ多ユ:をど呈二:予幾圭壌:峯皇壊のC02)F出望削減
④補動事業の運営支援 (委託)

C02排出量の管理・取引システムの提供、実施結果の取りまとめ等を行う。

3B事業スキーム

①、②、③間接補助事業 ④委託事業

民間事業者・団体

令和 3年度～令和 フ年度

①

C°2出
卜減自糠 :計画の策定 

‐

C02削減計画 :こ基づく設備吏新、
電Tヒ ◆辮 鞭 、 運用改善

C°2鯛職 鋤 鍛
※未達時には外部調達で補境

【圭な補助対象識備】

空調設備

CO郷約 霊 ・取尊:

システム
ー

ー

く

て

く

∴勤
コージェネ  冷凍冷蔵機器  EMS

■再エネ設備は 他の主要設偏とセットで導入する場合に限る

③企業間連携先進モiカレ支援

■事業形態

■補助・委託先

日実施期間

事業者 支援・補勤

:

:

]

I

臨

焔

陥

焔

鏃

亀

▲
　
　
了
　
　
　
▲
　
　
ア

■ H 冒

田 口 H

日 日 H

日
日

E

▼

▲

▲

了

チエーン全体でC02削減を推進

■ ■
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業務用建築物の脱炭素改修加速化事業 確済産業省・回土交通省連携事業) ωデコ荘
くうしの中のエコろがtチ

【令和 5年度補正予算額  11′ 100百万円】
※4年間で総額33′ 929百万円の国庫債務負担

◆
環境省

既存業務用施設の脱炭素化を早期に実現するため、外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を支援します。

lB事業目的

・ 建築物分野において、2050年の目指す姿 (ス トック平均でZEB基準の水準の省ェネルギー性能※1の確保)を達成するためには、
C02削減ポテンシャルが大きい既存建築物への対策が不可欠。

・ 外度の高断熱化と高効率空調機器等の導入加速を支援することにより、価格低減による産業競争力強化 。経済成長と、商業施設
や教育施設などを含む建築物からの温室効果ガスの排出削減を共に実現し、更に健康性、快適性など、くらしの質の向上を図る。

4.補勤事業のイメージ2日 事業内容

①業務用建築物の脱炭素改修加速化支援事業
既存建築物の外度の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を促進するため、設備補助

を行う。

○主な要件 :改修後の外皮性能BPIが 1.0以下となつていること及び一次エネルギー
消費量が省エネルギー基準から用途に応して300お又は40%程度以上※2

削減されること (ホテル・病院・百貨店・飲食店等 :300/。、事務所・
学校等 :400/0)、 BEMSによるエネルギー宮埋を行うこと 等

○主な対象設備 :断熱窓、断熱材、高効率空調機器、高効率照明 等
(設備によリトップランナー制度目標水準値を超えるもの等、一定

の基準を満たすものを対象とする。)

○補助額 :改修内容に応して定額又は補助率1/2～1/3相当 等

②業務用建築物の脱炭素改修加速化支援に係るデータ管理・分析等の支援業務
本補助事業により改修した建築物に関するデータの管理・分析等を行う。

3.事業スキーム
省エネルギー基準から、用途に応じて3096又は4096程度以上削減

■事業形態  ①間接補助事業 ②委託事業

■委託先及び補助対象 地方公共団体、民間事業者・団体等

■実施真月間  令和 5年度

“

外皮の高断熱化

聴 熙

守

中

や

高効率空調機器等の導入

空調 照明 や
寺

や

や

※ l ZEB基準の水準の省エネ性能 :一次エネルギー消質量が省エネルギー基準から、
応して300/O又 は400/O程度削減されている状態。

※2改修前のBPIが 1.0以下の建築物は用途に応し400/O又 は500/o以上

用途に

1瞑
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金融機関を通したパリューチェーン脱炭素化推進のための利子補給事業

環境省

【令和 6年度予算 (案) 48フ百万円 (新規)】

取引先のパリューチェーン排出量算定に取り組む金融機関を支援し、中小企業における脱炭素投資を促進します。

1日 事業目的

① 国際的な情報開示基準策定が進む中、ノヽ リューチェーン全体における〕1出量算定の取組が企業にとって重要。そこで、企業と連携 して
ノヽ リューチェーンにおける排出量の算定に取 り組む金融機関にアプローチし、ノヽ リューチェーン

"F出

量の削減に向けた取組を促す。
② ノ〈リューチェーンに関わる中小企業の排出量算定及び脱炭素事業への投資拡大を促進するため、地域金融機関からの取組を促す。

2.事業内容 4. 事業イメージ

※環境金融の拡大に向けた利子補給事業における継続案件のみ
O           子榊 事業
※環境金融の拡大に向けた利子補給事業における継続柔件のみ

○パリューチェーン脱炭素促進刑子補給事業

① ノくリューチェーンにおける排出量の把握、削減計画の策定等について企業と
連携して取り組む金融機関を対象に、当該パリューチェーンに関わる中小企
業の脱炭素に資する設備投資に対する融資に対して、当該融資先企業による
自社の排出量の算定・報告・公表等を条件に、年利1.00/0を限度に利子補給を
行う。

②

"F出

量算定を含む取引先の脱炭素化支援に取り組む地域金融機関を対象に、
脱炭素に資する設備投資に対する融資について、融資先企業による自社の排
出量の算定 。報告・公表等を条件に、年利1.00/0を限度に利子補給を行う。

3E事業スキーム

間接補助事業 (利子補給利率 :年利 1,00/0を限度 )

金融機関

令和 6年度～令和 11年度

対する融資

設備投資に

対する融資

(リューチェー)
における

依頼・要請

■_.B
月 nB

一∵
‐

―

―

■事業形態

■補助対象

■実施期間

中小企業

CEE

企業

(3脱炭素化に向けた設備投資
への融資に対する利子補給

(年利1.0%を上限 )

ごパリューチェーンに電わる事/」 ＼

企業への設備投資融資 |こ文」する
利子 :蒔筆含

(年不ど110C′発 生眼 |

地域金融機関

挙

大手行等

自社の排出量の算定・報告 。公表
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ESG金融実践促進事業

◆
【令和 6年度予算 (案)450百万円 (450百万円)】  環境省

脱炭素社会実現へ向け、国内の金融機関等に対するESG金融の更なる浸透・実践を進めるための取組を支援します。

1日 事業目的

①今後10年間での150兆円超の投資の実現に向け、国内外のESG資金を呼び込むため、ESG金融の実践と国内のグリー
ンファイナンス市場の拡大を促進する。

②パリ協定で掲げられた2℃目標、1.5℃目標の達成と、我が国の産業競争力強化・経済成長の同時実現に向け、民間
ビジネス主導によるESG金融の実践、浸透を促進する。

2日 事業内容 4a 事業イメージ
脱炭素化に向け150兆円超の官民の投資を促進するため、国内外の民間資金を取 り

△むESG金融の主流化が必要。本事業では、国際的な知見を踏まえたESGの実践促進、
阿 の課題解決と一体的な脱炭素化対応の促進支援等を行う。
(1)グリーンフアイナンス市場拡大促進事業
。国際的な政策 。機関の動向、取組事例や手法等の収集・分析、情報発信
・国内グリーンフアイナンス市場整備促進方策の検討
・金融機関による投融資先排出量算定、削減方策検討及び開示促進
(2)ES噛 金融実践促進事業
・ESG地域金融の取組から地域金融機関が直面する経営課題の調査、分析及び解決支援
・同取組を通した金融機関経営の高度化の概念を広く普及啓発するための情報発信
(3)脱炭素投資ステージ別手法調査 。拡大事業
。出資等のリスクマネーの提供による脱炭素投資拡大のための市場動向調査・課題分析
。インノくク ト評価の活用による投資拡大に向けた調査の実施

(4)ESG金融主流化事業
・ESG金融八イレベル・ノし詢レにおける統〒的発信の実施
。ESGフ アイナンス・アワードにおける優良事例発信の実施

3B事業スキーム

委託事業

民間事業者・団体

令和 4年度～令和 6年度

r や _

グリーンボンドガイドライン
[グリーンフアイナンス市場拡大促進事業]

ES硼 金融実践ガイド

[ESd“」或金融実践促進事業

■事業形態

■委託先

E実施期間

ESG金融八イレベル・パネル

[ESG金融主流化事業 ]

17
お問合せ先:環境省 大臣宮房 総合環境政策続括宮グループ 環境経済課環境金融推進室 電話 :03‐ 5521‐8240143



地域脱炭素推進交付金
(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金等 )

――一―――一――……………………… … … ………虚 唆 4先 行 nⅢ …

ぱ庁1

◆申 ∞デコ活
_く らしの 中 の エ コろが け

1日 事業目的

2B事業内容

足元のエネルギー価格高騰への対策の必要性も踏まえつつ、民間と共同して取り組む地
方公共団体を支援することで、地域全体で再エネ・省エネ・蓄エネといつた脱炭素製品 。

技術の新たな需要創出・投資拡大を行い、地域・ くらし分野の脱炭素化を推進する。

(1)― ・再エ
ー

付金

①脱炭素先行地域づくり事業への支援

②重点対策加速化事業への支援

(2)              促gョ貯金と【GX】

民間裾益型自富線マイクログリッド等事業への支援

(3)         ・検証・監理琴事業

脱炭素先行地域・重点対策加速化事業を支援する地域脱炭素推進交付金について
データ等に基づき評価・検証し、事業の改善に必要な措置を講ずるとともに、適正か
つ効率的な執行監理を実施する。

42′ 520百万円 (35′ 000百万円)】 環境省

13′ 500百万P] 】

メージ

2025 2030・・・・・・・・ 2050

★     ★

①少なくとも■00か         ※

※地域特性・地域課題等で類型化
先進産モァ

~)レ
性等を評価し、評価委員会で選定

<参考 :(1)(2)交 付スキーム>

意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対して、地域脱炭素推進交付金により支援します。

「地域脱炭素□―ドマップ」 (令利 3年 6月 9日第 3回国 。地方脱炭素実現会議決定)、 地球温暖化対策計画 (令和 3年 10月 22日閣議決定 )

及び脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 (「 GX推進戦略」、令和 5年 7月 28日 閣議決定)等に基づき、民間と共同して意欲的に脱炭素に取り
組む地方公共団体等に対して、地域の脱炭素への移行を推進するために本交付金を交付し、複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援する。こ
れにより、地球温暖化対策推進法と一体となつて、少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」で、脱炭素に向かう地域特性等に応した先行的な取
組を実施するとともに、脱炭素の基盤となる「重点対策」を全国で実施し、国・地方連携の下、地域での脱炭素化の取組を推進する。

【令和 6年度予算 (案 )

【令和 5年度補正予算額

4B

2020

3.事業スキーム

■事業形態  (1)(2)交 付金、 (3)委託費

■交付対象・委託先 (1)(2)地 方公共団体等、 (3)民間事業者 。団体等

■実施期間 和和 4年度～令和 12年度

(a)地方公共団体が事業
を実施する場合

(b)民間事業者等も事業
を実施する場合

→ 地方公共団体

民間事業者等地方公共団体

地域特性に応した取組の

実施に道筋
2030年度までに

実行

脱
炭
素
地
域
社
会

を
全
国
で
実
現

2050年を
待たずに

国 → 吟144



環境省
― 的 af儀
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政策資料 堺の発展のための生成AIを知る !

最新の製品ロサTビスの概要、

活用事例と今後の開発について
(日本発生成AIの発展のためにOoogle CIoudが果たせる役割)

自由民主党 市民クラブ

堺市議会議員

山口 典子
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誰にとっても役立つAIを実現

境血膊ゎ州o評

AI First

Anlmp― ntno■ 増 く,n otr AI

10umey

G。ィ91e Japan BIog

了

藤:常
r尊・υ

Transforrner

プロジェクト

ｂ

エ
イ
一
　

Ａ

r↑ |

everyone

0
77

Aifor everyone 大胆かつ責任ある

AIの取り組みについて

2023201820172016

Coo91e ci19ud  2
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生成 A]を取り巻く環境

生成Alを支える大規模言語モデルの開発、商用化に向けては複数の要素が必要

生成 AIモデル

開発者  ゃ

生成Alモデル
ユーザー

,(アプリ開発者)

生成 AIモデルの
ビジネス化

アプリケーションヘの

組み込み

一般ユーザー

による利用

初期モデルの

開発

o  膨大な計算リツース

● 研究者の利用しやすい開発

環境

モデルの実用化に

向けた開発

責任あるAl原則を考慮

モデルの継続評価と改善(LとM
Ops)

モデルのサイズ調整
=提供コスト、パフォーマンスに
反映

モデルのマネタイズ

生成 AIモデルをアプリケーションで使いこなすアー

キテクチャ知識

o  生成 A:モデルをカスタマイズできるスキル

o  生成 AIモデルを組み込みやすいエコシステム

カスタマイズ、およびモデルをアプリケーションで利用
するための計算リツース

●

　
　
　
●

0

0

C∞」C Cbud 3
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Coogle CIoud製品ラインナップ

生成AIの開発者、生成AIを利用したアプリケTション開発者
ビジネスユーザーに向けたソリューションを展開

初期モデルの

開発
モデルの実用化に

向けた開発

生成 AIモデルの
ビジネス化

アプリケーションヘの
組み込み

一般ユーザー

による利用

ヤ
●

●

ａ

■

■

ａ
■

■

Ｂ

・　

●

　

●

０

●

ａ

ｕ

と
■
■
Ｄ
・　
０
　
●

●

ａ

■

ｕ

●

Vertex A:

生成AI開発者、生成AIアプリケーション開発者のための
プラットフォーム

生成AIの計算資源から、開発ウール、アプリケーションヘの実用化のた
めのツールをセッHこしたサービス群

Duet AI
個人、中小企業、大企業、大学などの
一般ユーザーがすぐに使える生成AI

(コーディング支援。文章や画像生成お oogie Shdeや Coogle Docs,
Cma‖ などで提供)

Coo9te C10ud  4
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Coogie CIoudによる日本の AI分野競争力強化に向けた 3分野での貢献

1

ビジネス化まで

日本の国産生成AIモデル開発
をCoogieの Al開発ノウハウを
活かしたプラットフォームで研究
開発から商業化までを支援

日本のあらゆる産業における生
成 AI活用による生産性向～労
働力不足の中でも競争力強化
のためのAlを活用した企業交
革を伴走

3

コミュニ手剤こ紺 る

重

嵐

生成AIのナレッジをひろく産
業、社会に広げるために、
様々な形での産学宮コミュニ

ティを促進

0

2

げ
“

V

6oogte Cioud  5
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1.研究開発から実用化まで

Coogie CiouS  6
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1.研究開発からビジネス化までを支援

生成AIモデル
ューザー
(ヽアプリ開発者)

生成AIモデルの
ビジネス1ヒ 一般ユーザー

による利用

0

リケーシヨンヘの

組み込み

生成 A:モデルをアプリケーシヨンで使いこなすアー

キテクチャ知識

生成 AIモデルをカスタマイズできるスキル

生成AIモデルを組み込みやすいエコシステム

カスタマイズ、およびモデルをアプリケーシヨンで利

用するための計算リソース

●
　
　
　
０
　
　
　
●

0

0

●

　
　

　

●

●
　
　

　

●

責任あるA,原財を考慮

生成 AIモデル

開発者  章

モデルの実用化に

向けた開発
初期モデルの

開発

膨大な計算リツース

研究者の利用しやすい開発

環境

モデルの継続評価と改ま LLM
Ops)

モデルのサイズ調整

=提供コスト、パフォーマンスに

反映

モデルのマネタイズ

Coo91e CIoud  7
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1.研究開発からビジネス化までを支援 (計算リソース)

NⅥDIA H100を搭載したCoogie Cioud

A3CPUスーパTコンピュータが、経済

産業省が公募する生成 AIプラットフオー

ムモデル開発の計算資源に採択されま

した

生成 Al開発事業者の皆様の計算資源

の提供を安定的に、日本で行えるようご

支援いたします

●

Mね町 OffCOr,o″y,Tra」e ar,Jr′ ,Jt前/
経済産業省

NED0●

新エネルギー・産業技術総合開発機構
曲 Enett and hd、ぉstrial Tettology DeⅥlopme慰 申

comoudnoresource.odf

Coo91e CIoud  8
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1.研究開発からビジネス化までを支援 (計算リツース)

TPUによりLLM開発に必要なCPU調達リスクを低減

Coogieは AI特化の集積回路、TPU(Tensor
Processing Unけ を2013年より独自開発、2015年に

運用開始

Cioud TPU v5eは 前世代と比較し 2.ア 倍高い推論パ

フォーマンス(～=電力効率)を実現
o これによりCoogleの生成AIモデルは当初提供比4倍安く提供が可

能 :こ

o より演算能力に特価したCioud TPU vSpは 2_8倍高速な生成AIのト

レーニングが可能に

CPUなどの計算リソースの調達ボトルネックの代替と

してご支援が可能

事例 :

o  レトリパ様一大規模言語モデルをTPU上で開発

o  Meta LLaMAをベースとしたOpenLLaMAも Cioud TPUを 利用しト

レーニングを実施

●

●

●

●

Coogie Cioudを選んだ理由

開発人数1人、
-3ケ

月 tう ち報
―

用 1か丹強)での勝 のため工弾

学習フレームワーク T画詭 m9s Megato― Megatoト
DeepSpeed

データ処理 Dattse6

l G的サ=A‐
ヽ と こ ェ こ と ‐ エ ー エ 占 エ ニ エ 占 ‐ P

T5X

Seq10
分離 相

利用に工数が必要

サーバー・ ソフ トウエアの様々な
●ソフトウェアと6oogle cloudの サービスが

密接に連携し、導入・利用が手軽

・ 高性能なTPUを利用できる

Coogic Cloud  9
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1.研究開発からビジネス化までを支援 (計算リツース)

データセンターの効率性によりLLMの研究開発をサポート

●

●

cOogieは 2024年にかけて日本のネットワークイン

フラストラクチヤ等に、総額 1,000億円を投資

印西 DCでは環境に与える影響を最小限に

o 平均より高い温度で稼働することで冷却用のエ

ネルギー消費を節約

o 寒冷期には外気温を利用した冷却システムを採

用

Coogieは全データセンター平均 の PUE(電力消費効

率性)が 1.10を達成。
o 参考業界の平均は大規模DCで 1.57程度

日本の SDes達成とLLM開発の面立に貢献

田t∞o9に お
―

に日閣した自Jすとウオ

cmh`o〔ぉ,υ
=中

●

0
●

●

hios:〃 WWW CooOle com/inttyia/aboutrdatacenters/1o∽ tions/inzai― iaoanア

hiosイ/www aooole com/abouVdatacentersア eficiencv/

田2:6oogieデ‐ センターのPUE改善の時系Я

(うoogle Cbud lo
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1.研究開発からビジネス化までを支援 (開発環境)

開発容易性により、AIモデル開発者の生産性を向上

機械学習の開発環境に欠かせないツールを

幅広く提供

Coogieの提供する AIの実験ノート(コーディ

ング環境)、 Colabは AIの 研究 E教育向けの

環境として産業界、学術界ともに幅広く受け入

れられています
o 現在のユーザー数:ア00万人以上 (大半が

データサイエンティスト)

o フォーチュン100企業の67%んて採用

Cobbをはじめとした生成 AIモデル開発者が

使い慣れたツールも Coogie CIoudでご提

供。インフラから開発ツールまで LLM開発者

の生産性向上に貢献。

Co柏bにも生成 Alによるコード生成機能をサ

ポートすることでより素早く開発に貢献

亀〕991e DS&ヽ lL Survey 202?

Colab notebooks are he FnOSt popuiar doud‐ based
Jupyter notebook en萌 Юnment
てdお ノートブックが最も使われたクラウドベースωupyterノートブ

ー
ク環境:ぎ

●

●

●

“
　

　

　

泄

」，
こ
こ
＆
Ｅ
Ｅ
Ｌ
′

獅
瑯
『
理
ゆ

B

●

httos:〃w― kaα ole comycompetitions/kao91e― survev-2022

6oogle Ciou0  11
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責任あるAlの実装例 :

有害な生成物を定量化

企業が利用する上で
生成 Alの入出力の

予期せぬ挙動を制御

{

"predictionsII:[

{
HsofetyAttributesll:{

“coteoorieS‖ :[
‖Hate‖ !

‖ToxicH′

“Vio■ entt[′

tISexual“
f

置InSu■ tH`
旧Obscene“ ,

scoresm: [
0.000■ 2′

0.00203t

9.00044,
0.00005t

O_00041=
0_00093,

⑦.00002′

0.00001,
0.00030,

0_00008,
0。 900004=

0.000111
0.O② 222,

0,00000000015′

②.000341

]′

Hblocked‖ : folse

}′

HcontentWi tiく >tl

山Fifecrms & Weopons出
`

“Public SofetyH′
旧He01th出 ,

4Religion & BeliefH′

‖DrugsW,

“War S Conflict‖ ′
旧Politicsti′
‖Finance‖ !

t「 Le9al‖

]

12
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2.産業における活用

Coogle Ctoud 13
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2.産業における活用

初期モデルの

開発

膨大な計算リソース

研究者の利用しやすい開発

環境

モデルの実用化に

向けた開発

責任あるAl原則を考慮

モデルの継続評価と改

モデルのサイズ調整

=コスト、パフオーマン

モデザレのマネタイズ

●
　
　
　
●
　
　
　
●

●
　

　

　

●

●

o  生成 Alモデ,レをアプリケーシヨンで使いこなす

アーキテクチヤ知識

o  生成 AIモデルをカスタマイズ登 るスキル

・   生成 AIモデルを組み込みやすいエコシステム

●  カスタマイズ、およびモデルをアプリケーシヨンで

用するための計算リツース

Opsl

生成Alモデル
ューザー

す (アプリ開発者)

生成 AIモデル

開発者  く

生成 AIモデルのビジネス化

アプリケーシヨンヘの

組み込み

6oogie CIoud 14
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2.産業における活用
Coogieは Vertex AI(開発者向けプラットフォーム)を通し、生成AIモデルを

他社モデル、Coogieモデル間わず皆様に提供

● アプリケーション開発者は、米Metaの
LLaMA、 仏Mixtralの Mixtral、 Coogle
の Cemhiなどから、最適なモデルを利

用可能

Vertex AIは前四半期 7倍アク労 ブな

環境が増加 =お客様 実証実験 から実
用化への貢献

生成 AI事業者はVertex AI上でアプリ

開発者より利用料を得ることで、マネタイ
ズをするモデルとなつている

日本の 生成 AI開発者の皆様に対して

も、先を見通した貢献を行つてまいりた
いと考えます

Coogie生成 AIモデル

i
Ce rTlini

人間が五感を感じるように

様々な種類のデータを紐づけ理解

(例 :文書と画像)をできるよ〕こなつ

た生成 AIモデル

パートナーおよび
オープンソースモデル

‖
腑
=STRAL

屈
ANTHROPヽC

●
00Meta

仏 Mistral AIの M嵌tra上

米 Metaの LLaMAなど

オープンソースと
パートナーモデルを利用可能

●

● ↓ 聰 Artex

(うoogI角
5
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Coogieの生成Aけ―ビスをご利用のお客様―例

UPSIDER WOVN.B。 ёψ         O EmdbnTech

CAINZ Gtt Coudiy  KaKaKuecom   蕉
"

KARAKURI sansan

とフ
ア Z:GEttN デ トIIデロDO SrnartHR 日

ZER□ BRNK
DESIEN FRETERY

一

ー
oftBankSU,― 崎 Se噂

●損保ジヤ′くン 囲 中外 製 薬
| dip DE浮

歌 L① 帝 ue Data繭
丁OKUSHUKAI
INFORMATION
SYSTEMSOMPO 〈至亜〉ロン■勿レフ

nEse恥   O PsP ◎ Bectrutt BIZREACH  
等 チ 彎

◆ PLAID 力帷 Benesse ‖,鞠峰v ● ユト  X LαyerX()MUFG
三菱UFJ銀行

∩BEm∩

S

エトIJ

NETOR日
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Coogie CIoudの生成 AIで文章作成時間を3分の1に短縮

● 株式会社 ZOZO様 :日 本最大級のファッションコー
ディネートアプリ「WEAR」のニュースページに記載す
るコーディネート説明文の作成時間を従来比 3分の
1に短縮

ZOZ0

ア

■

●

ど

● Vertex AI選定の理由は、使いやすさ、ファッション特

有の言葉の安定感、文章生成の速さ、および文章の

質の標準化

o今後画像生成′解釈Alによるマルチモーダル(複数
種別データ)な領域での利用拡大を検討

C°°g!角
7

菊　
　
疑

tF― aeBづ ●
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医療機関向け生成 AIモデル「MedLM」を活用し、
創薬プロセスを加速

すべての革新は患者さんのために

中外 製 薬
o中外製薬は MedとMによリチャットボット形式で膨大

な量の治験関係文書を短時間で検索、処理

o文書のドラフトを代行することで、臨床試験計画の作

成にかかる時間を大幅に短縮

Med LMは大規模病院、損保会社などと産業をまたがる

形で活用が進み、日本の医療向けデジタル変革に貢献

①
ロシュ勿 レーブ

●

CHUGハ I

や°°gI駒
8
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2.産業における活用
生成 AIの活用には、モデルだけではなく、
生成 AI「アプリケーション」を構成する要素をワシストップで利用可能

生成 AIアプリケーションの構成要素

O 生成 AIの手足となるアプリ連携 (例 :生成 Alに
お願いすると銀行の振り込みを行える )

o 生成 AIのふるまいを求める言葉遣いや役割に
限定するチューエング(例 :分類を企業の期待
する通り1こ限定する)

O 最新の知識、企業の業務知識などモデルの持
たない知識を補完しハルシネーション(幻覚 :生

成AIがもっともらしい嘘をつくこと)を低減する
グラウンディング

●
!!itt VettexAI

● 複数の要素をアーキテクチャとして構成す
る必要がビジネスロ的(ユースケース)を実
現させるためのアーキテクチャを実現する
必要 =Vertex AI

COOgle Cbud 19

業界、業種のユースケース

グラウンディング
知識など、外部のデータを利用し生成

タスクに適合

チユー_ング外部システム連携
モデルの外に動作を依頼

モデル
Cemintt LLaMAな ど
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3.コミュニテイに対する貢献

● 2024年 1月 、産学官連携による生成 AI促進国

体、Cenerattve AIJapan設 立。グーグルロクラウ

ド・ジャパンが理事として参加

● 民間団体の AI実装を伴走型支援で無償提供

・ 壁駐齋務ぢ暮患録封窃壁ア落翻
を通じて

°
子蹴溺 塗瀧 総 鮒陥
リソースを無償提供しました

o エグゼクティブからエンジエアレベルまでの幅広い

トレーニングを無償提供 等

6oo91(歩 Ctoud 20
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日本のAIに関する法規制の在り方に対する意見
3つの主要分野に注力頂きたく存じます

Alの経済的可能性の最大化による機会の解放

責任ある活用と悪用リスクの軽減

悪意のある攻撃者によるテクノロジー悪用の
防止と、グローバルなセキュリ常 の強化

6o′ge

A田呻 Agenda foT

Responsibie Progress

in ArtiSciallntettgence

●0 ―●

0 ●

Alに関する政策への推奨項目を記載 した
ホワイ トペーパー

6oo91c CiOud  21
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もたちの居場所をどう作るか?

,
し どもの居場所づくりに関する指針

(答申)

<概要版 >

自由民主党 市民クラブ

堺市議会議員
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―

第
◆ともまんなぅ

こども家庭 庁1章 はじめに

1.策定までの経緯
2.こ どもの居場所づくりが求められる背景
3。 こどもの居場所づくりを通 じて目指 したい未来

第 2章 こどもの居場所づくりに関する基本的事項
1.こ どもの居場所とは
2.こ どもの居場所の特徴
3.こ どもの居場所づくりとは
4.本指針の性質等

第 3章 こどもの居場所づくりを進めるに当たっての基本的な視点
1.視点の構成
2.各視点に共通する事項
3. 「しd、 ゃす」 ～多様なこどもの居場所がつくられる～
4.「つなぐ」 ～こどもが居場所につながる～
5。 「みがく」 ～こどもにとって、より良い居場所となる～
6.「しd、 りかえる」～こどもの居場所づくりを本父証する～

第4章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割

第 5章 推進体制等
1.国 における推進体制
2.地方公共団体における推進体制
3.施策の実施状況等の検証・評価
4.指針の見直し

1
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こどもの居場所づくりに関する指針(答申)のオ既要①

こどもの居場所に関する背景と理念、考え方等について

◆ともまんなみ

こども家庭庁

居場所がないことは孤独・孤立の問題と深く関係しており、こどもが生きていく上で居場所があることは不可欠。

地域コミュニティの変化
！・　
　
・い
■
阻
爾
矛
占
千

地域のつながりの希薄化、少子化の進展
により、地域の中でこどもが育つことが
困難になっている。

複雑かつ複合化 した喫緊の課題

児童虐待の相談対応件数や不登校、自殺
者数の増加など、こどもを取り巻く環境
の厳しさが増している。

価値観 の多様化

価値観の多様化やそれを受け入れる文化
の広がりに伴い、居場所への多様な二―
ズが生まれている。

こうした背景によって、様々な地域で居場所づ くりが実践されてお り、国としても考え方を示す必要がある。

全てのこどもが、安全で安心 して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学びや、社会で生き抜く力を得るための糧となる
多様な体験活動や外遊びの機会に接することができ、自己肯定感や自己有用感を高め、身体的・精神的 。社会的に将来にわたっ
て幸せな状態 (ウ ェルビーイング)で成長 し、こどもが本来持っている主体性や創造力を十分に発揮 して社会で活I醒 していける
よう、「こどもまんなか」の居場所づくりを実現する。

こども 。若者が過ごす場所 。時間 。人との関係性全てが、こども 。若者にとっての居場所になり得る。物理的な「場」だけでなく、遊
びや体験活動、オンライン空間といった多様な形態をとり得るものである。
その場や対象を居場所と感 じるかどうかは、こども 。若者本人が決めることであり、そこに行くかどうか、どう過ごすか、その場をど
のようにしていきたいかなど、こども 。若者が自ら決め、行動する姿勢など、こども 。若者の主体性を大切にすることが求められる。
居場所の特徴として、多くのこどもにとって、学校が居場所になっていること、個人的なもので変わ りやすく、地域性や目的、人との
関係性などに影響を受けるものである。

1:‖ 轟1腱的 づぐりと博
居場所とは、こども 。若者本人が決めるものである一方で、居場所づくりは第二者が中心となって行うものであるため、両者には隔たり
が生 じ得る。
こうした隔たりを乗り越えるため、こども 。若者の視点に立ち、こども。若者の声を聴きながら居場所づくりを進めることが必要である。
目的や対象者へのアプローチ方法などは多様であるが、重要なことは、様々なニーズや特性を持つこども。若者が、身近な地域において、
各々のライフステージに応じた居場所を切れ目なく持つことができることである。

対象となる居場所の範囲

こどもの居場所となることを目的としてつくられた場や活動はもちろん、結果としてこども 。若者の居場所になっているもの

(例 :学校や塾、習い事など)も、内容が当てはまる部分について、本指針を十分に踏まえることが期待される。

対象となるこども 。若者の年齢の範囲
こどもであっても若者であっても、居場所を必要とすることについては同様であるが、その必要性の強弱や提供される機能の違
いを踏まえ、本指針では心身の発達の過程にある「こども」を対象とする居場所づくりを中心とする。 2

北用
里
宗

理

念

こ
ど
も

こ
ど
も
の
居
場
所
とく

り
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こどもの居場所づくりに関する指針(答申)の概要②
こどもの居場所づくりを進めるに当たっての基本的な視点

各視点に共通する事項

① こどもの声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもとともにつくる居場所
― こども 。若者の声を聴き、「居たい」「行きたい」「やってみたい」というこども・若者の視点に立ち、こども 。若者とともに居場所づくりを進めることが重要② こどもの権利の擁護
― こども基本法等を踏まえ、こどもの権利について理解し守っていくとともに、こども自身がその権利について学ぶ機会を設けることも重要

③官民の連携・協働
― 居場所の性格や機能に応 じて、官民が連携・協働 して取 り組むことが必要

こどもの居場所づくりにおける
4つの基本的な視点

～多様なこどもの居場所がつくられる～
・地域の既に居場所になっている資源やこども・若者が居場所を持てているか等実態を把握する。
・学校や児童館、公民館など既存の地域資源を柔軟に活用 して居場所づくりを進める。
・新たに居場所づくりを始めたい人を、多面的にサポー トする。
・持続可能な居場所づくりが進められるよう、ソフトとハー ドの両面で支える。
・災害時においてIども・若者が居場所を持てるよう配慮する。

～こどもが居場所につながる～

・居場所にF美弓する情報をまとめ、可視化 し、こども 。若者自身が見つけられ、選びやすくする。。こども・若者の興味に即 した居場所づくりにするなど、こども 。若者が利用 しやすい工夫を施す。
・自分で居場所を見つけにくいこども 。若者も、幅広い手段を講 じ、居場所につながるようにする。

～こどもにとって、より良い居場所となる～

これらの視点に順序や優先順位はなく、
相互に関連 し、また循環的に作用する
ものである。

・こども・若者の心身の安全が確保され、安心 して過ごせる居場所づくりを進める。。こども・若者が居場所づくりに参画し、こども・若者とともに居場所づくりを進める。
・どのように過ごし、誰と過ごすかを意識 した居場所づくりを進める。
・居場所同士や関係機関が対話 し、連携・協働 した地域全体の居場所づくりを進める。
・環境の変化によるこども 。若者のニーズに対応 した居場所づくりを進める。

～こどもの居場所づくりを検証する～
・居場所づくりの検証の必要性は高いが、効果的な指標は定まっておらず、今後の重要な検討課題で
ある。こどもの居場所の多様性 と創造性を担保 しつつ、理念を踏まえた指標の検討が必要である。

3と
もまんなみ

こども家庭 庁

3

しS、 やす

vi、 やす

みがく

つなぐ つなぐ

みがく

ふりかえる
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こどもの居場所づくりに関する指針(答 申)の概要③
こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割と推進体制等

こどもの居場所づくりに関係する全ての者が、本指針で掲げるこどもの居場所づくりに関する理念等を共有す
るとともに、その重要性に対する関心と理解を深め、各々の役割を果たすことが必要である。

ιともまんなみ

こども家庭庁

民間団体・機関や地域の役割

居場所づくりの担い手である民間団体・
機関は、本指針の理念等を踏まえ、地域
の実情に応じた取組を関係者と連携しつ
つ実施する。地域住民は、こうした取組
への関心と理解を深め、自ら参加すると
ともに、こどもの見守りなど積極的な役
割が期待される。

学校や企業の役割

学校は、教育機関としての役割のみならず、
居場所としての役割も担っており、その認
識の下、学校・家庭・地域が連携・協働 し、
居場所づくりを推進する。企業は、社会的
責任を果たす観点から、食材や活動プログ
ラムの提供、運営ノウハウや技術支援など
積極的な役割を担うことが期待される。

地方公共団体や国の役割

市町村は、量・質両面からこどもの居場
所づくりを計画的に推進する。都道府県
は、市町村の取組を支える。国は、これ
らの取組を支えるとともに、評価指標の
策定等を通 じた全国レベルでの進捗把握
や、居場所づくりの好事例の発信など普
及促進を行う。

,本指針に基づきこどもの居場所づくり施策を総合的に推進するため、こども家庭庁が政府の取組を中心的に担い、こども家庭庁の
リーダーシップの下、関係府省庁が連携・協力しつつ、政府一体となってこどもの居場所づくりを強力に推進する。
・国が策定するこども大綱に本指針の内容を盛 り込み、関連する他のこども施策とあわせ具体的施策を推進する。

|1言ⅢⅢⅢl       i●
。こども政策担当部署がリーダーシップを取る方法や、教育委員会がリーダーシップを取る方法など、地域の実情に応じて関係者が
連携・協力できる体制を構築することが期待される。とりわけ、福祉部門と教育部門との連携が重要である。関係者による協議会な
どの会議体を置くことも考えられる。
。こども基本法において、都道府県は、国のこども大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成するよう、また、市町村は、国の大
綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられている。こどもの居場所づ
くりについても都道府県や市町村のこども計画に位置づけ、計画的に推進していくことが求められる。

1麟 lし
,こ,と てヽ

。こども家庭審議会において、施策の実施状況や対策の効果等を検証 。評価 し、これを踏まえて対策等の見直 しや改善に努めることが重
要。国においてこどもの居場所づくりの検証の方法を十分に検討 した上で、評価指標等を設定 し、その進捗を定期的にフォローアップす
る。また、調査研究や事例収集等を通 じて、地域のこどもの居場所づくりの取組状況等を適切に把握・分析 し、政策的対応に向けた検討
を行う。その際、こども 。若者の参画を得るとともに、こどもの居場所づくりに関係する者の意見を聴きながら丁寧に進めることが重要。
・施策の進捗状況、社会情勢の変化等を踏まえ、こども大綱とも十分に連携を図る観点から、おおむね 5年後を目途に見直 しを行う。

4

推

進

体

制

等
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様式第 11号 (第 6条関係 )

山本 典子  様

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名  山口 典子

領 収 証

但し、堺ドリームビル2Ol号室 3月 分賃料,共益費

として上記の金額正に領収致しました。

内訳

税率 税抜金額  消費税額

lo O/。   ¥70,000 ¥7,000

8%

2024年 3月 27日

株式会社ヒユーマンドリーム

大阪市中央区安土町2丁 目3番13号

TEL106-6210-3169t0

豊鰤敢番
‐号ITl120001131698

使 途 項 目 事務・事務所費

整 理 番 号 38

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %   61,600円   (按分率の根拠)

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

(その他 )

事務所家賃  2024年 3月 分 (共益費含む)

事務所所在地 堺市堺区熊野町東 3-2-27堺 ドリームビル 201号室
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打
‐590-0946

号ヽ理 ,'彦llLお浄町東3-2-27

山口 典子 様

堺ドリームビル

山本 典子 様

発行 日 2024年 02月 16日

仰タイセインェアーサービス
〒534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通1丁 目4-20

タイセイビル8階
TEL : 06-6921-8111

敬其

00201

御請求書

諌魏籟馨額舞蟻錢融触げ魂

【ご請求内訳】

【検針結果】

家賃 月次 (2024年 3月 分) 65,000 開 6,500円 71,500円
共益費 月次 (2024年 3月 分) 5,000 陶 500 円 5,500円

70,000円 7,000円 77,000円

水道 2023年 12月 12日 2024年02月 12日 9 9 0 0円

りそな 船場

普通

力〉ヒユーマンドリーム

仰ヒューマンドノーム
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名  山口 典子

使 途 項 目 事務 。事務所費

整 理 番 号 39

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

領 収 証

山本 典子  様

I14灘繕薙錦韓韓鰈等機線韓
但し、堺ドリームビル201号室 4月 分賃料・共益費
として上記の金額正に領収致しました。

内訳

税率 税抜金額  消費税額

lo O/。   ¥70,000 ¥7,000

8%

2024年 3月 28日

株式会社ヒューマンドリーム

大阪市中央区安土町2丁目3番 13号

TEL:06‐ 6210-3169ぐ→

登録番号:Tl120001131698

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %   61,600円   (按分率の根拠)

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

(そ の他)

事務所家賃  2024年 4月 分 (共益費含む)

事務所所在地 堺市堺区熊野町東 3-2-27堺 ドリームビル 201号室
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T590‐0946

大阪府堺市堺区熊野町東3-2-27
堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

御請求書
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社管理物件をご利用頂き誠にありがとうございます。
今回の御請求内容は下記の通りとなつております。
過不足のないようにご入金下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

発行 日 2024年 03月 18日

榊タイセイシュアーサービス

〒534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通1丁 目4-20
タイセイビル8階

TEL : 06-6921-8111             ′

敬具

堺ドリームビル 00201

山本 典子 様

:i7,′7・夢鋤 9i円 77,000円 0円 154,000円

家賃 月次 (2024年 4月 分) 65,000 円 6,500円 71,500円

共益費 月次 (2024年 4月 分) 5,000 円 500 円 5,500円

家賃 月次 (2024年 3月 分) 65,000 円 6,500 円 71,500円

共益費 月次 (2024年 3月 分) 5,000 円 500円 5,500円

|

1140,000円 14,000円 154,000円

りそな 船場

普 通

力)ヒユーマンド)―ム

仰ヒューマンドリーム
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名 山日 典子

011640
証

レL＼ g素 子
p屏 /年 」月ユ渉日

様  消費税額等   rθ %

¥ど
=/θ

θθ一
現  金

金 額
小切手

但 し ュοや摯■,爾 アラガ冤孝宅IttY生丘_
手形

上記の金額 正 に領収 しました

収

Fll

入

　

紙

⑮アトム株式会社
〒542‐0012
大阪市中央区谷町7-1‐44 TANCE谷町ビル3F

TEL 06‐ 6764‐ 5987  FAX06‐ 6764‐ 5988

広報・広聴費使 途 項 目

40整 理 番 号

領収書等貼付相 (複数枚の貼付は、不可)

扱 者 印

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  26,400円   (校分率の根拠)

更新内容について、一部政務活動以外の記事も含むため

(その他)

プログ更新作業代 2月 分
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PAGE      l

布氏勇喜No.00005393

山日典子 様

2024年 2月 分プログ更新

※振込手数料は、お客様負担でお願い致します。

I課税10.09`税抜額】

【課税10,0%消費税額】

売上 日 2024年 02月 25日

〒542-0012大 阪市中央区谷町7■144
TANCE谷 町 ビル 3階 ア トム株

TEL 06-6764-5987 FAX 06-6764-5988

振込先 :三井住友/富田林支店 当座

ゅうちょ銀行 日座記号番号

担当 :

登奮識君酔手妻 T7120001100838

1 30,00α       30,000

30,000.

3,000

l

10_

1

歩

百 晶 コ ド /商 品 名 数  量 単 |こ 望 (面 金 額 備 考サイズ

入

乱… 30, _Fを Qttq風_ 33
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様式第 11号 (第 6条関係)

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称 。議員氏奉  山口 典子

使 途 項 目 事務・事務所費

整 理 番 号 41

領収書等貼付相 (複数枚の貼付は、不可)

A

電話申l金等払込長領冊

西日本と利用分

ご請求先氏名

山口 典子 樺

お客様希母

2024年  百月ご甫求分

金額(円 )

¥8,883‐

ス務J咀 目
受取人

M昭フアイナン

お問合せ先 (無料)

0800‐ 3835550

韻 l‖ 日 貯 印

I ,J!1し til.:

i 1

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  5,346円   (按分率の根拠)

事務所使用状況報告書のとおり

(その他)

事務所 2024年 3月 分 インターネット使用料及び電話代

住所  堺市堺区熊野町東 3-2-27堺 ドリームビル 201号室 宛名 :山 口典子
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―

14便区肉特副 l

O一
■

|―織 il仲ぼ本と奉lよ用分)||■

昇畢勇こ亀尋島皇3丁 :■ 21

:Iイ兵拿=慈  201■

B口 i・ IBBIB.IIBBIIBEI「 IIB:|:I

発行年月日|

発待会社

港間合せ先

〔還付多】
千ら36
二〇0125
社用コ■ド

をヽ濁願いします。 ( 1/ 3ページ)

詳細については、「ご請求内訳」をご覧ください。

欝 篤諄

“

苛塩議
lllllllllli‖‖‖llll‖‖|‖ ||‖|‖|‖ lllllll‖

024032101041455894
スをご利用いただ
、ただきますので、

ごさいます。
お支払も

webでのお聞い合わせ先

5,260円
1,423円
6,683円

‖

〓警一『幸『峯⇒〓勢嘉（型垂）一　醐一
誓ぁ堪属語気 議を駆

―

お   | 
―

***

ミIIワ号芽字ラ要雰響請求額
(合計)

:著ヨ名常きとみを

'を

畜拿tiとこ魯阜亀葎子≧を安宅
g範島za各曇患:窪甍こ藍嚢し毛穂子ま手:

***NTT西 日本からのお知

巌異Ⅲ孟ζユ監と二:ζを晶魯子と手:め
訓脚引契約

三二罠魯笠ζ壌:菫室と是∴緊
でき確認くだ温 、

生百 (月 )2024年 4月

2024年 3月 ご請求分

買Mott。えsu♂
号

お

R)NuMBE
ご

NG(BIととI

客

芯u駅譴ぐ認 繁∴と話 駅詳認 憩 胤爺鷲除ザ蘇風爾系¬認盈モリIP黒蔀
ブヘ子ム叫みを練いいたします。

ice′ Dd∝ OmO ShOp
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|: 2/

請 求 年 月
MONTH OF ISSUE00-5893-4595お客様 ご請 求番 号

BILLING NUMBER

こ4語求内駅 (お客様番号  

2024年  3月 ご請ぶ分

請 求 内 訳 等 詳 細
 〔羹籟 暁 もみ4ギ

ス提供事業者が
〕ETAILS OF C‖ A

|!||IⅢIIII!| |:||'I'||● IIII,|lrヤ:||IⅢ I1111■|||■■■||11■ |II
フレッツ 光ネクスト M 隼利用料          2月  1日 ～ 2月 29日

(壺本料)

|l ill'II導 Ⅲ→学れ撃攘襴欝韓鞘溝帯増督長線熟讐府ユ
外の解約は解約金がかかります

|! ||: ||― ||||'灯|■ゞ
～

|ガ1方 9鸞 瑠l凛番鳴
は072-225-1562

11111111「 |■ 1身毎|IЁ―||=岸す0群|||― II
ボイスフープ使用料 2月  1日 ～ 2月 29日

1方荘|10■ |ユ荘19日 |「 :||■

―
(

ユニ′ヽ一サルサービス料他

発行手数料

収縮手数料

― 等構当曇.(苔巌|,|

(11計)|  
―

OCNttw i t hフ レッツ利用料等

、T■とミニニヶ■ン|ンオきれ蒲秀Ь II―
証明手数料 (料金 )

霊嚇 郵送斜 (苺金)

廷滞利息

2月  1巨～ 2月 29日  1番号分

III「 ||llill llⅢ Ⅲll出堪 理嚇鋭 il■||II■■ ■ |

本請求書等の発行にかかわる各種費用に

|・ ||■■|■ i■ⅢⅢ■挽ⅢⅢⅢⅢⅢⅢIIⅢⅢII

本請求をヨンピニエンスストア・各種金

li ttii胎お衰 払とIⅢたた11‐義昏

"手

強掛

です。

|― 書峯喜苺力導華書謙,'す 0■||||

手 契約番号

電話料金支払証明書等の作成料です。

1月 講求分の延滞利息です。

1

内訳金額 (円 )

AMOUNT(Y[N)

―
li!|― ||llillt齢 |

500

2

●|■ ||■●IIIII
150

1111-li rll― 「
!  ―

■
「

■|

||111-|● 4,,|

||||'テ

=001

3 700
■|●II■ ||

400
1イヤ

8

内 訳 項 目 金額 (円 )

CHARC【 BRlスKDび鮒 8Y CATECORY硼

III■ ||||・ !!■
|■!

◇NTT西日本分 (小計)

◆00-5

′260

テイT′◆苺r

1′ 423

ユニパーサルサービス料他には、2023年 4月利用料分から2024年 1月 利用料分まで、ユニパーサ

サービス料に加え、電話リレーサービス料として 1番号あたり1 1円 (税込)力 =含 まれています。

電話リレーサービス料については一般社団法人電気通信事業者協会のボームページをご確認下さい。

https:/′/www tca.or jp/′ tetephOnerelay_service_sup
ort/′ qa/′

M20021111003181



様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名 山口 典子

使 途 項 目 広報 ,広聴費

整 理 番 号 42

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

領 書

様

¥/ DD―
但シよじ攻か 致霧孝ウ石4矛 住ヾt【
上記金額正 に領 ll又致 しま した

令和ノ年だジ月、)/日
子

収

Zヽ玖

墓躍 ナカ
現  金

小切手 税率
10%

金額
(税抜.税込)

規霜

‐
‐
ヽ

〒590-0957堺 市堺区中之
TEL(o72)223
FAX(o72)223

登録番号 T612010 6596

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 % 137,280 円  (按分率の根拠)

掲載記事について、一部政務活動以外の記事も含むため

(そ の他 )

市政報告地域版 2024年 3月
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御 見 積 書
令和6年2月 27日

山口典子 様

下記の通り御見積もり申し上げます

有限会社ミナ

¥171 ′600-
〒590‐0957 堺市堺区中之

TEL(072)223
FAX (072)223

口
ｍ 名 数  量 単  価 金 額

山口典子市政報告 両面  A4 10,000枚 1 5 6 0 0 0

▲
ロ 計 115 6 0 0 0

費,肖 税 1 5 6 0 0

総 合 計 金 額 1 7 1 61010

備 考
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請  求  書
お客様ヨードNo.

山 口 典 子 様

毎度ありがとうございます。下記の通
')御

請求申し上げます。

6/3/27 山口典子市政報告

消費税等10%

【合    計】

両面 A4

前1回御講求頼 御 入 金 額 繰 越 金 i預 御 齋 土 額

0 0 0 0 ¥171.600

今回御請求額

N皇:__1「_上 _

6年  3月 31日 締切分 (30)

〒5900957堺市堺区

TEL(072)
FAX(072)

ナ一一一
堰貞

Ａ

紀 陽 銀 行 堺支店 普通 
有限会社ミナカタ印刷

登録番号 T6120102006596
※明細欄は税別金額です。

156,000

15,600

171,600
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山 口 典 子 様

納 品 書

6年 3月 27日

担 当 :

鄭 ミナカタ印刷

No

〒590‐0957堺市堺区中之町西2丁2番3号

TEL(072)223-6886番
FAX(072)223-7278番

下記の通り納品致しましたのでこ査収ください。

10,000 枚山口典子市政報告 両面 A4

摘 要 :
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|

堺市議会
自民党・市民クラプ

よ ぐ 葛 0 り
市政報告ヤ

瞬 J

I婉かり駆
Pげ独萄れ司騨 =込勲鶏もi

年度1末になりました。卒業や定年遅職などの別れと新しい道への悲喜こも.こも

の時期ですね。昨年の統一地方選挙後、市民の皆様からのたくさんのこ要望や

こ相談をたくさんいただいてきました。塀市民の皆様の幸福を未来につなぐ重要

な政策立案や実行ももちろん行つていますが、空き家対策や通学路の整備など、

個別の課題もコツコツと解決 しています。主なものをまとめてみました I

酔

‐
等
Ⅲ,きなことからコ|ツコ|ツと攀

‐

と
―
―
十
１

→

0
撃

0 府営住宅の撤去工事で周辺が真つ階になり、

堺市に改善をお願いしました。

北野田駅から少し離れると連路が真つ階でした。

東区役所と地元の自治会様が明るい照明にして

えじてに:こ
ヽ 1

し ます応お遠迅芦らのまかさ皆民の市

空き家対策 !(堺区) ロ点字ブ ツク!(堺区など)

.簿 踏い道路に照明を !

くださいました I

～ 地 域 版 ～ 《2023年度号》
ⅢⅢ
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通学路の整備 !(J題 ) 歩道対策 !

子どもたちの横断歩道や

とび出し注意の表示を 1

地域会館のトイレそうじは
「トイレの典子さんJの役割です。

◆

守

的

単校まわりの歩道のアスファルトを新しくして

歩きやすくしました I ヽ

市民の方から、

おもてなしトイレが

汚れてきす!との

通報があり、

かけつけました 1

拳

回 眈 1垣
アr,■駆

|

日々、市民の営さまからのSOSやご相談をいただいています。
すぐに対応してくださる相轟ミ1機関をご紹介したり、堺市などの関係機関と
連携して、解決のために寄り源しヽ、尽力しています。

堺市斎場の駐車場よ スーパー常の建設工事のため、
臨時駐車場がベルマージュの地下に設けられています !

◆ ◆ ◆◆

脱朝

◆ ◆ 攣◆
プーン・・

r、D

〕山口典子事務所 Facebook
〒590,0946堺 f朽堺区熊野町東3-2-27堺ドリームビル201・号室 t堺 山口典子 〕

1綴F拳載,p  爾 出 准鍵目TEL&FAX/072-225-1562 E―ma‖ :norikoo2@,oseiosr,,p  http:/′wwwinorikoぃy‐ i187



様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

領  収  書

ょ、理 洋 様

¥/6~/、pD υ
~

但シよ球 計有隊蒻後托Υ キ/く とt【

上記金額正 に領収致 しま した

現 金

小切手

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名 山口 典子

令和J年 く月じ
/日

郵 ミナカ
〒590-0957堺 市堺区中之

TEL(072)223
FAX(072)223

登録番号 T6120102006596

広報・広聴費使 途 項 目

43整 理 番 号

領収書等貼付相 (複数枚の貼付は、不可)

税率
40%

金額
(税抜 税込)

洩轟

さ

一置 :〕

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  601,040円   (按分率の根拠)

資料内容について、一部政務活動以外の記事も含む場合があるため

(その他)

市政報告 2024年春号 折込料、送料込み
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御 見 積 書

下記の通り御見積もり申し上げます

¥751′300-

令和6年2月 27日

有限会社ミ 厨J
〒590‐0957 堺市堺区

TEL(072)2
FAX(072)223-7278番

山口典子 様

口
印 名 数  量 単  価 金 額

山口典子市政報告 両面  2折 り 40,000枚 5 4 8 00 0

折込代 送料含む A3 30,000枚 1 3 5 0 0 0

▲
ロ 計 6 8 3 00 0

費    税,肖 6 8 3 0 0

総 合 計 金 額 7 5 1 3 0 0

備 考
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6/3/27

お客様コードNo 

山 口 典 子 様

請  求  書
6 

年 3 月31 日 締切分 (30)
No.  1~1

墓埋
〒590-0957堺市 巧

6番
8番

三菱UF」 銀行 堺支店 普通 
紀 陽 銀 行 堺支店 普通 
有限会社ミナカタ印用」

‐
‐

一

＝
＝
Ｖ

用

TEL(072
FAX(072

畳
毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。 ※明茄蒲顧顆詠羅∋残留与92006596

山口典子市政報告  両面 2折 り
折込代 送料含む A3

消費税等10%

【合   計】

548,000
135,000

68,300

751,300

説回御請求額 御 入 金 額 繰 越,金 額| 御 翼 上 額 `

0 0 0 0 ¥751,300

今回御請求額
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山 口 典 子 様

納 品 書

6年 3月 27日

担 当

鄭 ミナカタ印刷

No,

〒590‐0957堺市堺区中之町西2丁2番3号

TEL(072)223-6886番
FAX(072)223-7278番

下吾已の通り納品致しましたのでこ査収ください。

・山口典子市政報告 両面 2折 り 40,000 枚

折込代 送料含む A3 30,000 枚

ri' 1ヽ立 4'れ      を

摘 要 :
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2024年 (令和6年)春号

堺 区

8

春がそこまで来ています。先月2月末から、堺市議会が開会されまし

た。質疑の冒頭には全議員が能登半島地震の被災者や犠牲者の皆様

への追悼とお見舞いを申し上げ、真摯な議論が行われ、来年度予算に

ついての審査も行われました。私は本会議の大綱質疑において下記

のような質問を行いましたが、「この世に生まれて来られなかつた生命」について、とくに12週

未満の初期人工妊娠中絶の生命についても、12週以降の中期中絶や死産の生命と同様に、本市

の医療機関や関係業者、また市民の皆様がその生命を大切に扱うことを改めて堺市によつて周知

していただくよう求めました。また医療現場で「組織Jと称されているこの世に生まれて来られな

かつた生命について「産汚物」や「感染性廃棄物」として扱われているならば、それは改善する必要

があると考えています。詳細は堺市議会のYou tubeや私のFacebookを こ覧いただければと存じ

ま硯 能登半島地震から3か月になろうとしていますが、1日も早く復興

されることを願い、しつかりと尽力して参ります。

年度末、こ卒業やこ退職の季節ですが、人生の新たな

また皆様お元気に過こされますように I

ステージでも、

3月 8日tす

国際士性デとです

2月28日大綱質疑を行いました ,

◎この世に生まれて来られなかつた人の生命の尊厳につしれて

*生命の専厳をもつて大切にすることの周知を要望

◎イノベーションに必要なジェンダーの視点

*フ ェムテック企業への投資と同時に女性活躍推進の
課題解決を提案

2月議会 令和6年度予算審議始まる !

◎学校教育における教員不足の実態と解決について

*来年度、義務教育である小中学校で98人の先生が

不足してしヽます。さらに休職中の先生が現時点で
36名 (3月現在)が実態です。

喫緊の課題として対処していくことが重要です。

◎学校依存型からの発想転換と公平な教育のあり方につしヽて

*フ リースクールも認められてしれるが、教育内容の
ばらつきなどの課題がある。
すべての子どもたちに公平な教育が行われるよう要望。

市政報告
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予算審査分科会 (3日 間)

2024年 (令和6年)春号

本来なら、大綱質疑で質疑をする予定だつた質疑を予算

審査第1分科会の市民人権局所管の日に行いました。

テーマは…

女 性 活 隠 推 進 とダイパー ンテ ィ推 遠 につ いて

具体的に|よ…

●女性活躍推進の新たな展開について。とくに女性活躍

推進を阻む男女の役割の固定観念や、女性への暴力

などの課題解決について質疑をしました。

とくに堺 市 が 日本 で初 めて取 り組 んだ団連 UN
Womenの女性や女児への性暴力をなくすセーフンティ・

プログラムについて、少し気を緩めると強制性交等の

被害が増カロしていることを指摘し、しつかりと取り組む

よう要請しました。

●ダイパーシティ推進 によつて、性的マイノリティ、

LG BTQ十の人々や障がい者、在日外国人など、すべて

の人々が自由にのびのびと生きられる町として発展

するよう提案をしました。

の討論をまとめました 1

第一分科会の日U会長として連行の職資を果たしました I

質疑を行いました I

ち＼

全ぅ

総務財政委員会では、委員長を務めていま

すので、委員会では質問はできませんが、

会務を司り職責を全うしました。また最終

本会議においては当委員会の委員長報告を

行いました I

ボート議会

ぶ

●

・．一４
ヽ
一
ヽ
・
工　
・ 2月 2日

2月 6日

2月 16日

2月 20日

定例会

業務委員会 .

定例会

総会・企業長交替総会

市民人権局所管分 総務財政委員会

自由民主党・市民クラブ

SMI都心ライン

については

修正予算を

提起しました !

●
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2024年 (令和6年)春号

堺市2024年度 予算の概要

過去最大の予算措置 !と いうけれど?・・。

来年度2024年度の堺市予算が決まりました 1過去最大のラ算措置とされていますが、

教員不足の課題解決には及ばず、SMIプロジェクト都心ラインの多額のラ算措置に

ついては、修正を提案しました。

t■ |―

歳入 歳出

市民参加 ,ス

総務的

地方交付税
(自 治体間の秘収不均衡などを
調整する、

458億 8生00万円|

今月3日 に堺市堺区の北旅篭阿西に、鉄胞鍛治屋敷が

オープンしました。「鉄胞」は普通「鉄砲」と書きますが、

堺市の場合は「鉄胞」と書きます。現存する資料館として

非常に貴重なもので塀のものづくりの歴史を伝承する

宝といえます。オープニング式典に参加してきました I

地域経済の振興など
74億 6916万 円1,6%

消防に要する経費 その他 42億 6242万 円 1%

20243,13財政課

堺鉄 `八包鍛冶屋敷オープン

机語籍留管

―
irliⅢ…,ャ r・ /ナ

r///イ
llイ l‖

学導】
ド

4

＝

一

,,ノ

|  イ

|   
｀

‐
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2024年 (令和6年)春号

最近の

のりこ議員の活動 !
■ ■

り

大手前大学大学院、国際大手前看護研究科の害員教授に

担当は保健医療福杜行政輪です。         馨

なります! ヤ

`f

暉
一
一

一
　

ｒ

伊

，

，

Ｂ

持

，
▲

hJHLュ i

召
■
珊

）
　
　
】∠倉

″質
，

I

嗚
　
コ

〔

5′アfVfβ

山口 J

友達申請お願いします。

田 園
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名 山口 典子

使 途 項 目 広報 。広聴費

整 理 番 号 44

領収・書等貼付襴 (複数枚の貼付は、不可)

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  464,640円   (按分率の根拠l

資料内容について、一部政務活動以外の記事も含む場合があるため

(その他)

政策資料作成費 2024年 3月 分 3種

領  収  書

ょ 、a攻 様

¥す}υ、辟ぅ9-

揺解 縮惣 四 K

令和 1年 §月(デ/

郵 ミナカ
現  金

小 切 手
税率
40%

金額
(税抜`税込)

癌轟

〒590-0957堺 市堺区中

TEL(072)223
FAX(072)223

日

登録番号 T61201 6596
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請  求  書
お客様コードNo,

山 口 典 子 様

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

前1回御静求額 御 入 金 額 御 買 上 観II

0 0 0 0 ¥580,800

今回御請求額

6/3/27 政策資料 中堅'中小企業のGXに 向けた政策パッ
政策資料 特定技能制度の状況について
政策資料 こどもまんなか社会の実現 |

消費税等100/O

I合    計】

い
ン l

l

l

冊

冊

冊

No.  1-1
6年  3月 31日 締切分 (30)

雲埋
‐
‐

一

〒590-0957堺市堺区

TEL(072)
FAX(072)

三菱∪F」 銀行

紀 陽 銀 行 堺支店 普通 
有限会社ミナカタ印用」

登録番号 T6120102006596
※明細欄は税別金額です。

216,000
72,000

240,000

52,800

580,800
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御 見 積 書

下記の通り御見積もり申し上げます

¥580′800-

令和6年2月 27日

有限会社ミ 用lJ

〒590‐0957 堺市堺 区中

TEL(072)22
FAX(072)223-7278番

山口典子 様

口
叩 名 数  量 単  価 金 額

政策資料 中堅・中月ヽ企業のGXに向けた政策パッケージ 1,000冊 2 1 6 0 0 0

政策資料 特定技含ヒ制度の状況について 1,000冊 7 2 0 00

政策資料 こどもまんなか社会の実現 I 1′500冊 2 4 0 0 0 0

▲
ロ 計 5 2 8 00 0

費,肖 税 5 2 8 00

総 合 計 金 額 5 8 0 08 0

備 考
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山 口 典 子 様

納 品 書

6年 3月 27日

担 当

鄭 ミナカタ印刷

No.

〒590‐0957堺市堺区中之町西2丁2番3号

TEL(072)223-6886番
FAX(072)223-7278番

下目Eの通り納品致しましたのでこ査収ください。

政策資料 中堅'中小企業のGXに向けた政策パッケージ 1,00C 冊

政策資料 特定技能制度の状況について 1,00C 冊

政策資料 こどもまんなか社会の実現 | 1,50C 冊

摘 要 :
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政策資料 堺の中小企業のDX・ GX推進に向けて

中堅。中Jヽ企業のGXに向けた

政策′{ッケiジ

自由民主党 市民クラブ

堺市議会議員

山口 典子
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lB脇炭素fヒの波・エネルギー価格高騰を踏まえたGXの意義
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世界におけるカーボンニュートラル宣言の状況

■世界では、カーボンニュートラル (CN)匡鴻箋表明する団・地域斌隷増し、そのGDP総計は世界奎株醐騨〕4%を

■こうした中、既に欧米をはじめとして、排出削減と経済成長をともに実現する観  (寃歩―ン肥移スプオー沖弔躯翔

占める。

:こ⇒ G

期限付きCNを表明する目地域の急増

・ 期限付きCNを表明する国地

域は121
(世界GDPの約2696)

・ 期限付きCNを表明する国地

域は158
(世界GDPの約9496)

CN表明日地域 (2024年 2月 )

2

COP25
終了時 (2019)

2024年 2月

出P斤 :UNFCCC NDC Registrγ 、Worid Bank databaseを基にイ乍成 202



【参考】世界各国のG測こ向けた取組 (例 )

日米インフレ削減法、EUグリーンディール産業計画等に加え、ドイッなど各国での新たな投資促進政策の動きが加

米国

インフレ削減法 (2022年 8月 ):国による約50兆円の支援
γ 10年間に月賊とる政府支援へのコ:沙卜により、予見可制性確保
了 初期投資支援だけでなく、生産量1とと例した形    進策

(例 ,蓄電池セル :35$/kWhの生産比例型投資減読 )

EUEETS(2005年～)、 グリーン・ディール産業計画 (2023年 2月 )、
ネットゼロ産業法棄・重要原材料法案 (2023年
γ EU―ETS(排出量取引制度)等の有効活用
ア 日米等の政策動向を踏まえた、域内投資の拡大

3月 )等 :官民で約■60兆円の投資

に向け,晒的トゼ回産業法案等の発表
(例。再エネ・蓄電池等の重要技術の域内自給事を40りも超とする目標等)

KEETS(2015年～)、 投資・研究開発減税 (2023年分野追加):官民 7兆円超の投資
γ アジア諸国に先馬区けて拶F出量取弓I制度 (ETS)を導入
γ 大企業・中堅企業・中小企業それ詢 に対する大規模な税額控除。2023年には水素関連技

術やEV関連システムを対象に追加。 lイラ」,半導体、EV等に150/OⅣ 350/0の投資減税 等)

気候・変革基金 (2024年 2月):国による約30夢Ь円の支援
γ ヒートポン寿 の導入 (2024年約2.フ兆円)、 水素の調達、輸送・貯蔵、利用の促進

(2024年約0.5兆円)、 市場連動型の投資支援 (炭素差額決済 :CCfD、 2024年約

3

ドイツ
OBl兆皿光塗亀_六掘摸な支援策を決定。203



G7メンパーの排出削減の進捗状況【参考】

本
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我が国:正おけるGX実現の意義

絲

ウ

儀

`聰

社会構造から転換

・ガソリン等のエネルギー価格の高騰や、

向ザご製蜘誕だとが必要。

こ 、するととも|

日本を含め世界各国で電気

準瑞却ご働僕明に申用鞘妙魃珠寵η略!,殺め、

一源の不足が懸念される状態が発生。Tヒ石球 ルギ

ロシアによるウクライナ侵略以降、

化石エネ,レギー中心の産業構造・

エネルギ

14096

120,6

10℃り

`

8096

∞ 9`

40%

20%

0,′。

各国のエネ、デレギー自給率の推移 各国の特徴

アメリカ
γ シエールガス、シェールオイル牛産でほぼ全てのガス・石油需要を自給

イギリス
γ 北海油田の石油や風力発電・原子力の拡大により高い自給率

フランス
γ 電源構成に占める原子力発電の割合は高いものの、化石資源は

ほ鰊輸入に依存

ドイツ
γ 高い再エネ普及、石炭の国内生産、原子力発電の利用から一定

の自給率
γ 2022年末に最後の3基を停止予定 (うち2基につしては、必要

な場合には稼働できる状態を2023年4月中旬まで保つ)

日本
γ 化石資源をほぼ全て海外に依存
γ 再エネの利用は拡大も原子力発電の利用が進まず、 種めて

低い自給率

■06%

76%

55%

35%

い
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０
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11%

醤目き自愚
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出所 :IEAデータベースを基に作成

(年 )
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GX推進法に基づく「GX推進戦略」(2023年 7月 28日 閣議決定)

。その後、Йttμ

0

。与党でも集中的に議論され、成果を2022年
に必要な方

12月に提雷をまとめ、岸田総理に手交。

■ これを踏まえ、ノ(ブリックコメントも経て、

■ こうした中、

策について、

①徹底した省エネの推進
・ 改正省球 法に基づき、主要5業種 (鉄鋼業・化学工業・セ

メント製造業・製紙業・自動車製造業)に対して、政府周 拝

化石エネルギー転換の目安を示し、更なる省エネを推進。

②再エネの主力電源fヒ

・今後10年間程度で過去氣時つ 8倍以上の投資で系統整備

・次世代太陽電池や浮体式洋上風力の社会実装化 等

③原子力の活用
・ 廃炉を決定した原発の敷地内での次世代革新炉への建て替

えを具体化

・ 厳格なヽ震盗鰯質を前提に、q麻420筆n理懸期間制限を

設けた上で、一定の停止期間に限り、追加的な延長を認める

④その他の重要事項
・ 電力市場における供給力確保に向け、容量市場を着実に運

用するとともに、予偏電源制度や長期脱炭素電源オークション

縛 入することで、計画的な脱炭素電源投資を後押しする。

1.エネルギー安定供給の確保を
大前提とした脱炭素の取組

①G測田済移行債を活用した、今後■0年間で20兆円

規模の先行投資支援

産業競争力強化・経済成長と排出削浦め両立に貢献す

る分野を対象に、規制・制度措置と一体的に講じる

②成長志向型カーボンプライシングによるG
i.捌咀鐘訓教引制度の本弔郵烈働 【2026年度～】

ii.発電事業者に有償オークション導入【2033年度～】

ili!炭素に対する

'就

課金制度の導入【2028年度～】

※上記を一元的に執行する主体として「GX推進機構」を創設

③新たな金融手法の活用

④国際展開戦略

⑤社会全体のGXの推進 (公正な移行、需要側から

のGXの推進、中堅・中可ヽ企業のGXの推進)

2B「成長志向型カーボンフ
°
ライシング構想」等の

実現。実行
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「成長志向型カーボンプライシング構想」による投資促睦パッケージ
■規制・支援一体型の新たな政策ノしケ―ジの実現・実行により、

①「GX経済移行債」*を活用した、重遇閣阻璧裂処盟に基家、
*世界初の、国による「トランジション・ボンド」の発行 (来年2月に約1.6兆円)⇒ 民間のトランジション・カアイナシスも活性化

②

>早期に取り組むほど壻来の負働 曽垂くなる仕組み→
進の収益:性・競争力が向上→早期GX投資雌

【T        】2028戦か堪
【排出量取引鶴度】2026年度か      ⇒ 2033年度か暁 電事業者への有償財―クショ:票鼠入

早期GX投資の促進

〕

③

・「C潮経済蕩蹄¬賣̈ 明警需を含めたトラジカ ン・カ イナンス礎 、GX辮 による韓 、アジアにおけるGX縫 等

0 。 トランジЙラ・ヵ イナンス

GX製品     非GX製品

0
停
綿

研究開発
コ
ス
ト ・スケール

メリット
・需要創出

含炭素

価格 当初低い負担から、
徐々に引き上 [すていく
方針をあらかじめ明示

・23FY:GXリ ーグでの

"F出

量
取引の試行

・ 26FY:排出量取引の本格稼働
・28FY:化石燃料賦課金の導入
・33FY:有償オークションの導入 フ

◆ 20)と円規模
の予算措置

◆ 制度的指置
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2.中JヽGXの重要性・取組の方向性
(1)現状・課題

(2)今般の支援措置
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中堅。中J 企ヽ業IEよるGXの必要性

産業・業務部門に限っても
占める。従つて、GX実現に

0

を
ヽ

|

ェーンを構成する中姻ヽ企業等は、
億t～2.劃弱 (■ .～ 2

産業競争力の基盤たるサプライチ
日本全体のGttG排出量のうち1劃

■我が国の雇用の約 7害Jを支え、

<日本のGHC"F出量内訳>
代替フロン等4ガス :o.5徴 (4%)

一酸fヒ三豊素 :o,2徹  (296)

メタン:0ぃ3掘it(29も)

エネ,レギー起源C02
1■ぃ■億t(86。ん)

非エネルギー避源C02
0.8緻 (696)

報告対象の中小企業
■口2億t(9γ。)

※6千者

報告対象外の事業者及び活動
lB3億t(10。/0)

※360万者の中小企業等を含む ※GHGを年間3′ 000t―Co2以上排出する
企業等は、地球温暖化対策推進法に基づ
く排出量報告対象となっている。 (2017) 9
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■足元では、取引先から排出量計測・カーボンニュートラルヘの協力を要請された中小企業の割合が2020年から倍
報 (1、5840/0、 55万社程度)するなど、CNに向けた波が顕在化。

■ 背景には、製造過程の

"F出

量を適用要件としたEV孝甫助金制度 (仏国)やスコープ3排出量も含めた炭素国境
調整措置 (英国)の提案など、世界規模で加速するサプライチェーシ全体の脱炭素化に向けた取組がある。

サプライチェーン上の排出削減の要請

我が口中小企業が取引先からCN要請を受けた割合 米・Apple:20301年までにサプライチェーン讚麟調忌化

γ 取引先から排出量計測・CNへの協力を要請された割合 :

2020年 7.70/。 ⇒ 2022年■5.49係倍増

(55万社程度と推計される)
、との目標を

公表。

【― ら廃壽:・ リサイクル睡 るライフサイク,♭全体でこのC02拙量】
20

中

一

弾 輸 礎
―

―

15.496

・ 2020年7月、20301年までにサプライチェーンも含めた
カーボン

=ュ
ートラ

"♭

を目指げと発表し、サカ イヤーが
Apple製品の製造時に使用する電力につしても2030年

■
一

J幽h l
至

―

   |
中

一 ―
BIヽ― ― …15

10

５

　

　

０

7Eフ°/0

2020年     2022年

回収・貯留を除いたC02実質排出量

CO排遡尋見二み

出所 :中小企業白書 (2023年 )よ卿 2薩 触 820a`柄 20脩 2017瑯 節 02磁 02021知 倣 2日 204コ 252臨 節 27獅密 ― ―

出所 :Apple「 EnvironmentaI Progress Report 2019」 を基IE経済産業省作成 10
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金融資本市場からの排出削減の要請

プライム上場銀行等の民間法人向け投融資額の割合 (2021年度)

OL円 )

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

銀行等        日友ガム上場的 融資額

0
●

０

１0
貸出

‐

事業債 株式等 投融資合計

出所 :日本銀行「資金循環統計」、金融機関等ウェブサイトを基に、国内銀行。中小企業金融機関等の投融
資を対象として推計。 11

GXファイナシス研究会資料
を基に作成

による民間法人向け投融資額全体のうち、東証尤ガ
8割。

0

基づく開示が求められており、

■ 国内銀行・中小企業金融機関 (信金)等

TCFDまたはそれと同等の国際的枠組みに■ プライム上場銀行等は、
中堅・

ム市場に上場して頭輔緞盟藤融慶額は約

■ 金融資本市場からの排出削減要請も顕在化。
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中堅。中小企業 IEよるGXlこ向けた課題

■サプライチェーンのGXやエネ,レギー価格高騰の中で、GXへの取組方針を検討する中小企業は増加。

■他方、
｀
実際に取組を進める上では、以下のような課題力準 在。

いが、新規の設備投資をする場合日よ対応コスげ 大きい

ヽ●

　
　
　
　
０

■00勇

蝸

螂

70鴫

鶴

5嚇

40時

期

20嶋

■0勇

鴎

【カーボンコ ートラル0-の 方策
―

】

2023年                 2021年
【方策を実施・検討す証浣でa課題や実施しなtヽ理由―前回 (2021年 7月)比較 (複数回答可)】
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■
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てとヽる 日舶 してしlる ロ
ー

離 して与唸い

出所 :商工中金「中Bヽ企業のカーボンニュートラ,Иこ関する意
識調査 (2023年7月調査)」を基に経済産業省作成

出所 : 商工中金「中小企業のカーボンニュートラ′Иこ関する意識調査 (2023年 7月 調査)」
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中堅。中Jヽ企業のGX・省エネによるメリット

■中堅・中Jヽ企業がGX・省
―
エネに〕取り組むことで、例えば以下のようなメリットが生じ得る。

① 鴛題ネによるエネルギーヨスH酎戯

① 鶴麒盪を契機とした取醐鋳翻朧辮・謝機蹴敷引先の確保

③ 捜鋪レー幾 活用し

課

題

①プラスカ ク製造業
(従業員数70名程度)

・ プラスカ

"製
品の市場競争激

化により、原価鵬 力1必要

・ 事務所・工場の照明を水銀灯か
らLED照明に更新 等

②部品製造業
(従業員数840名程度 )

・ 自動車部品サプライチェーンにおい
て、取引先等からの省C02要請

・ 部品製造工程の:勲処理を受託

・ 工業炉メーカー等魅 し、ガス
消費量の少ない工業炉を導入

ガス循環 |

省エネ等

2030年までに、

排出量▲300/。 (13年比 )

予定

③金属加工業
(従業員数80名程度 )

・ 売上の6割がガソリン車関連、EV
シフト下で新たな事業展開が必要

づ既存の金属加工技術と最先端設
備への投資

→ EV部品の加工事業を展開

高精度加工が必要な

全固体蓄電池などの要望有

2025年までに商用化予定

エネルギーコスト:550万円/年 削減

※設備更新費用:790万円
(うち260万円補助)

取
組

例

成

果
13
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膨ガ琴】省エネによるエネルギーコスト低減の例

■「省エネ補助金」を活用した設備投資により、大幅にエネルギー使用穀 削減し、エイ、)♭ギエコスト儀

する中小企業も。

■今後、こうし るとともに、       脚 としていく。

温泉業 A社

・ レストランや脱衣室等の空調管

理に、高効率空調を導入

・ 貯湯槽の加熱とポンプや電灯

等への給電に高効率コージェネ

レーシヨンを導入

ガス代約250/o削減

電気代約400/o削減

繊維業 B社

・ 蛍光灯をLED照明に更新

・ 石油ストーブ等を高効率電気

式′〔ッケージエアコンに更新
ヽ

住

更新

ヽ` ―使用量を56.フ。/o

部品製造業 C社

・ ,Sイカストマシン投入金属の溶解に

低炭素工業炉を利用

・ 金型棟、鋳造棟、加工棟、出

荷棟に高効率照明を導入

ラン三ングコストを750万蘭/年

|一使用量を54.60/o

設備更新費用 :2′ 250万円 (うち750万円補助 )

14214



【参考】 省エネによるエネルギーコスト低減の例

■「省エネ補助金」を活用した設備投資により、大幅:こエネルギー使用量を割滅し、エネルギーコスト低
する中小企業も。

■|>後、こうした        するとともに、         していく。

プラスチツク製造業 D社

・ 事務所・工場の照明を水銀灯

からLED照明に更新

・ 成形、組立等の工程で必要な

産業用モータ (圧縮機)を高
効率なものに更新

工利レキ
S―

コストを
550万円/年 削減

工利♭キ―゙使用量を610/o削減

※設備更新費用 :790万 円 (うち260万円補助 )

・ 電力使用量の大半を占める冷

速盤を高効率設備1こ更新

を導入し、空調に対して季節や

時間に応じた間欠運転制御を

実施

ネルキ
S一
使用量を34D60/o

ヽ

′Jヽ売業 E社 F

・ ボイラ、チリング可~ッ
ト、照明

超 の既設のユーティリティ設備
を高効率タイプlこ更新

・ ボイラの蒸気減圧制御にエネル
ギーマネジメントシステムを導
入

Iネl}キ
S―

使用量を22.70/o削淵

15
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2.中JヽGXの重要性・取組の方向:性

(1)現状・課題

(2)今般の支援措置
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中堅。中Jヽ企業のGXに向けた相談受付体制。支援メニューの強化

■ 中堅・中小企業のGXに向け、中」ヽ機構のCN相談窓口から、専門的な省エネ診断に至るまで、きめ細やかな体制を

整備。よろず支援拠点や商工会議所等においても、経営相談に来るGXに意欲のある事業者に窓口を紹介。

■ さらに、今般、省エネ設備の更新に向けて、支援メニューを機本強化。

きめ細やかな相談受付体制

CN対応に

向けた相談

橋渡し

向けた診断

*令細 6年は紳 ヘ

身近な

経営相談

活用し得る支援メニュー (例 )

省エネに

フ

中小機構の

CN相談窓ロ
(オンライン十a)

(窓回は全国をカバー)

省エネ診断
中堅

●

中Jヽ

企業

■B省琳 助金 鵜 韓 癬田膿漏爾瞬n宙題歯
【今年度補正予算 :1,16鑢円/国庫債務負担行為を含輔 額は、2′ 325億円】

。 工場のボイラや工業炉、ビルの空調設備や業務用給湯器などの設備更新を支援する

「省罫 補助金」につして、複数年の投資計画に切れ目なく対応する仕組みを適用。ま

た、中小企業等によ繊 素につながる電化・燃料転換を促進する類型を新設。

2.建築物のゼロ:鷲υショ剪ヒ等
【今年度補正予算 :111億円/国庫債務負担行為を含む総額は33g幅円】

。 高効率の空調や照明、断熱材等の導入を一体で進めることで、既存の業務用建築物

(オフィス、教育施設、商業施設等)を効率的に省誅 改修する支援策を新設。

● 産競法の計画認定を受けた脱炭素化に資する設備導入を促進。適用期間を長期化

(認定期間 :2年以内+設備導入期間 :認定日から3年以内)するとともに、中可ヽ

企業に対する措置を拡充。 (税額控除 (最大140/0)又 は特別償却500/0)

4_低 勝 蓋 リース信 用 俣 陰 制 庫

。 中Jヽ企業等がリースによる低炭素設備の導入を行いやすくするため、「低炭素投資促

進機構 (GIO)」 がリース事業者のリスクを一部補完 (500/0を保険金として支払い)。

【2′000億円の内数 (今年度補正予算)/6′000億円規模の基金の内数】

● GXに資する革新的な製品・サービスの開発、技術開発や人材育成を伴うグリーン分野
への業態転換等を支援。*地銀。信金等の役割も重要
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【参考】日商チェツクシート。「1乗境アクションフ
°
ラン」の策定支援について

ゑ0「21犠

J 子■4● 1● ●●■=4 Ⅲr att● =・
テ

―

・ ―
ピ

却

―

J―
“ ―

知 ■9軽202ユ韓

魯え45範く02

3´ ∞ 主9C02

●,~iケ ー

S.000 te‐ COP

im i9・co2

,.moⅢ 。(oP

1,000は 9-CO,

P峰‐C()2

…

斡

莉 ■電

ス勢

琳 韓

一 ― …
尊

中

4中

R甲

■onao

“

は、自社のエネルギー使用量やC02"F出量を簡単に″見える化″できるツール「C02チェックシー

■ さらに、各地の商工会議所が、地域の中小・小規模事業者の経営課題の解決と省エネの取組を促進するための
「商工会議所環境アクションプラン」を策定するため、必要な支援を提供。

■ 日本商工会議所で

卜」を無料で提供。
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■ 中小企業・小規模事業者を対象としたカーボンニュートラル・脱炭素化について、
オンライン相談窓口を2021年 10月新規開設。

■ 2021年 12月以降は北海道・東北・関東・中部・北陸・近畿・中国・四国・九州本部で対面相談
窓口を新規開設。

■相談対応に加え、カーボンニュートラ
'И

こ向けた伴走支援も実施。

【参考】中小機構のカーボン三ュートラル相談窓ロ

オンライン損譲 .(本部)

■場P所 :オンライン (MicrosofL teamsまたはzoom)
■相談時間 :毎週火曜・木曜

午前9時～午後5時 (事前予約制)

■費用 :無料

■場 所 :北海 道 本 部 oヒ溺鬱 L幌市中央区)、 東 北 本 部 (宮翔 割 略 市)

関東 本 部 (東京都港区)、 中 部 本 部 (愛知県名古屋市中区)

封ヒ貯土本 部  (石川県金沢市)、 近 畿 本 書5(大阪市中央区)

中 国 本 部 (広島県広島市中区)、 四 国 本 部 (香,II県高松市)

九 ザ亀H本轄涵 (福岡県福岡市博多区)

(対面又はオンライン)

■費用 :無料

γ どのようにカーボンニュートラルに耳又り組んだら良いか分からない
γ 再生可能エネルギーを導入したい
γ SBTやRE100に加入する方法やメリットを矢日りたい

|

― ― 覆
―…

…
…

Ⅲ

常)Jヽ 強樹イアヽヵ―ケ、ンis~卜 身ル栂矮車C,とfひゴ村角(だ さぃ!

―
― "『

・
朗

―

▲
磯

―
中

／

峠
，

Ｉ

う―fンニら~卜
'ル

‐

―

tヽ― アr′・オユ●R島とでいat

智
一一中　　　學一中

オンライン相談患ロ

… …

Ⅲ

…

募

領鍾▼

…
…60ALS

●

●

一中 小 機 桐

レニュート|カ

S時▼〉おヽア4=

力=ボ

●0こ と,WEBヽ ―ψtrifだら、・o
など、幅広い相談に対応
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【参考】省エネ診断 【予葺額 :31億円※R6当初棄989億円を含む】

ウォークスルー後、再度i面談で、そ
の場でできる省エネのア日髯スを
実施。
*4書」の企業で、費用のか施 ない運用改
善の提案を実施できている。

後日、診断員が、工場でできる省
エネの余地をまとめた資料を作成
し、中小企業に提案・説明を実施。

③アフターフォロー

診断員が、工場のエネルギー管理
者等と面談。

工場の設備のイ士様や、普段の設
備の使い方を確認し、
ウォークスルーでの重点確認
ポイントをすり、含わせる。

①事前アンケート・面談

工場内をまわり、エイ、ルギーの使い
方を確認。

熱工和レギーの活用状況確認(こあ
たつては、赤外線画鶴 用して、
うまく活用できていない熱旺ネル
ギーの所在を確認。

②ウオークスルー

■

　

　

　

■

「具体的にイ可をやればよいか分からない」との中」ヽ企業の声も多いことから、
援を強化 (令和 6年は棄件倍増を見込む)

省エネの専門家が中小企業を訪ね、エネ)レギー使用の改善をアⅣ(イス。省エネ診断を受けた場合は、省エネ
実施。

▲Ⅲ ふtiJヽ ■ i t aiと A4● ｀ 卜、  iv i九  ～ r.■ サ
`ェ

玲 f輩 | ‐■ムk‐身長!,.、 ぃ (玉 ■
=,ギ

歳ヽ撃遺漿勇ヽ由ぬ鰍ⅢⅢ―

・ ヽ

撻■ 省エネ診断を実施している民間企業の例

(―貝オ)省エネルギーセンター、 (―社)カーボンマネジメントイ三シアティブ、 (―社)省エネプラット
フォーム協会、東京電カエナジープヾ―トナーい、北[土

先電力い、西音岡瓦斯い、静岡ガス・エンジエアリング
い、ゲイキンエ業い、パナソニックい、三浦工業い 等 (令和 5年度実績)

省エネ補助金の加点措置

20
220



1.省エネ設備への更新支援 (省エネ補助金)
【国庫債務負担行為要求額 2,325億円】
※令和 5年度補正予算額 :1′ 160億円

■ 工場・事業所の設備更新にあたっては、省エネ機器への更新により、エネルギーコスト高女寸,芯と、カーボンニュー

■ そのため、工場全体の省エネ (I)、 一部の製造プロセスの電化・燃料転換 (■)【新設】、リストから選択
する機器への更新 (Ⅲ )の 3つの類型で企業の投資を後押し。

″

l 0

生産ラインの更新等、工場・事業
所全体で大幅な省エネを図る。

補鳳力率吐 1/2(中小)1/3(大 )

※先進男留購の殆 、2/3(中小),1/2(大 )

補助上限額 :15億円
※夢停化石転換の要件満た場 、20億円

(コE)

齢
単位型

※旧C類型

換を伴う機器への更新を補助

・ 補助率 :1/2

・ 補助上限額 :3億円
※電化のための機器の場合は5億円

リストから,選択する機器への更新を

補助

補助率 :1/3

補助上限額 :1億円

食料品磐 A社 (中小企業、海水を原料とした塩を製造)

・ 従来、平釜を個別に熱して塩を製造していたところ、連結型の立釜に更新。

・ 釜の排難 、他の釜の熱源に再利用できるよう、事業所全体の設備・設計を見直し。3年で

実現予定。

【平釜】       【守書】※複数0釜― して排熱再利用
田

芦
声

【キユボラJB】 ※コークス櫛 【誘導加熱司 ※電気を朗
(I)
電化・

脱炭素
燃転型

新設

【高効率空調】【業務用給湯器】 【産業用モータ】
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2.カーボンニュートラルIE向けた投資促進税制の拡充及び延長 (所得税。法人税。法人住民税・事業税)

概要

けた投資は、投資の検討から投資判断に至るまでの期間や、

0

稼働まで一定の期間が必要

民間企業 1こよる脱炭素化投資の

ヽ′

加速が不可欠 を両立する設備の導入について、炭素生

。なお、対象資産から、需要開拓商品生

ユートラ)レの実I見 1コ句けては、

産性等の要件を見直しつつ、

。このため、生産工程等の脱炭素化と付加価値向上

2030年度460/0肖」減、2050年度カーボシ

産設備を除外する。

さらに、カーボシニュートラルに向
であることを踏まえ、適用期間を長期化

【適用期間】令和■0年度末まで
(認定期間 :2年以内+設偏導入期間 :認定日から3年以内 )

ヒと付加価値向上を面立する設備導入

(1)対象
事業所篭つ炭素生産性 (付加価値額/工才、J虜:嘲醐熙Ю2排出動 を相当程度向上輔 十画に必要となる設備
※対象設備は、機械装置、器具偏品、建物附属設備、構築物、車向及び星般具 (一定の鉄道用車両(こ獨艮る。)。

出 、照明設偏及び対人空誦日賑篭除く。
※        は設備単債 炭素生産性が1%以上向上する初

(2)措置内容

税制措置

税額控除 140/0

又は特別償却 500/0

税額控除 100/0

又は特別償却500/0

税額控除50/0

又は特別償却 500/0

炭素生産性

170/O

200/0

100/0

150/0

企業区分

中小企業

大企業

中小企業

大企業

税制措置

税額控除 100/。

又は特月u償却 500/0

税額控除50/0

又は特別償去日500/0

炭素生産性

100/0

70/0

企業区分

なし

現行 見直し・拡充

※措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、DX投資促進税制と合計で法人税額の200/0まで。

対

象

2
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3B低炭素リース信用保険制度の概要

■ 低炭素投資促進法
※
に基づき、 ′ ヽ を考子いやすくするため、平成23年度

よ を運営
※エイ、,レギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (平成22年 8月施行)

■ 指定法人である低炭素投資促進機構 (CIO)とリース会社が包括保険契約
※
を締結。リース使用者の倒産等の

保険事故の発生により、被保険者がリース料の支払いを受けられなくなつた場合に被る損害の5096を保険約款等
に従い、保険金として支払い。
※リース使用者やリース設備によって保険契約を締縛 るか選択することができず、すべてのリース契約に対し保険契約を鱒 ることをあらかじめ耳又り決める契約

①包括保険契約の締結

④保険料支払い

②リース契約の締結

低炭素投資

促進機構
(GIO)

リース会社
リース使用者
(中小企業等)

⑤保険金支払い
③リース料の支払い

23
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4Bものづくり。商業・サービス生産性向上促進補助金の概要 (令和 5年度補正予葺)

■ 雇用の多くを占める中小企業の生産性向上、持続的な賃上酬こ向けて、

。令和5年度補正予算においては下記の見直し・拡充等を実施。

①「省力化 (オーダーメイド)枠」を新設し、補動上限額を大幅に引き上成 省力化投資を重点支援

② 現行の枠を見直し、「 「 するとともに、今後成長が見

DX・ 上 上
守

1,000万円 (1′ 100万円 )

1′ 500万円 (1,750万 円 )

2′ 500万円 (3′ 500万円 )

5人以下
6～20人
21人以上

2/3

令和5年度補正予算「中小企禁生産性革命推進事業」2′ 000億円の内数

収下赫 たす3～5年の事業計画書の策定及び実行

① 付加価値L額 響 19成長率+396以上増加

② 給与支給総額 年平1号成長率+■ .59も以上増加

③ 事業場内最低賃金       +30円 以上

<共通>機構装置・シスァム構築費 (愁須)、 技術導入費、専門家経費、運搬買、クラウトサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

くゲB―′9碑M汚≫海外旅費、通訳・翻沢費、広告宣伝・販売促進費

※3～5年の事業計画1遜づき事業を実施してい溜ごくとともに、毎年、事業化状況報告を

提出い薩 、事業成果を確認します。また、基本要件等が未達の場合、補助金返還義

務力`あります。

5人以下   750万 円

6～20人   1,500万円

21～50人  3′ 000万円

51～99人  5,000万 円
100人以上 8,000万円

(1,000万
「

〕)

(2,000万
「

I)

(4′000万円 )

(6′ 500万円 )

(1億円 )

750万円 (850万円 )

1,000万 F](1′ 250万円 )

1,250万円 万円 )

1/2※
′」ヽ規模・再′と 2/3

※補助金額1,500万円まで1ま 1/2もしくは2/3、

1,500万円を故 る部分は1/3

1/2
′」ヽ規模。再生 2/3
新型コロナ回復加速化特例 2/3

5人以下

6～20人
21人以上

3,000万円 (3′ 100万円～4,000万円 ) 1/2
′」ヽ,瞬剪莫 2/3

大幅賃上げlこ係る補助上限額引き上げの特硯 :補助事業終了後、3～ 5年で大幅な賃上賦こ取り組む事業者 (給与支給総額 年平均成長率+

60/o以上等)に対して、補助上限額を■00万円～2,000万円上乗せ (申請枠・類型、従業員規模1こよつて異なる。新型コロナ回復加速化特例適

用事業者を除く。)◆

予葺額

支援類型 枠 ,類型 補助上限額 |(カッコ内は大幅賃上げを行う場合 補動率

基本妻件

構勘対象

経  費

省力化 (オーダーメイト)枠

製品・サーピス高付加価値化枠

通常類型

成長分野進出類型 (DX・ GX)

グロー八ル芹キ
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【参考】ものづくり補助金を活用した取組例

★A社 ☆B社
EV用′ψテリー部品の国内製造および

低コスト生産体制の構築
自家消費型太陽光発電用鋼材の高精度切断にむけた

生産体制の強化

べく、取付

フレームを生産するために、材料となる切断済み鋼材(表面処

り

O○各国自動車メーカーが相次いで「脱ガソリン車」を掲
げ、自動車のEV化が加速する中、パッテリエの性能向

産体制構築がEV普及に向けての大きな課題となつている。

O当該事業者は EV用パッテリー向けのステンレス製
ナットの製造に向け、補助金を活用し、最新の「全自動式
超硬丸鋸切断機」を導入。

O当該機械装置の導入およびEV用ノ(ッテリー製造ライン

を構築することにより、牛産リー ドタイムを約6096麟
1ヒ、労働機入量約7596鶴1ヒを目指し、さらなる受注拡
大や付加価値額の拡大に向けて取り組んでいる。

組む。

Oシャーリング装置を導入することによって、僅 名でそ■)ていた

可能となる。

Oまた、同時に、月間の生産量吾悧t/月から60t/月 まで増産で

き、牛産能力もlD5倍まで高めることが可能となり、需要の増

加にも対応周 能となる。
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【参考】技術シーズの目利き。育成に係る支援体制の構築
■ 技術シーズを有する中堅

育成に係る支援が重要。

・中小企業が補助金等も活用し成長を実現していくために1ま、当該技術シーズの目利き・

■ この点、①産業技術総合研究所では、全国12箇所に設置している地域センターで技術相談に対応。さらに、本年
より、公設試験研究機関 (全国84機関)との連携 (産技運ネットワーク)を強化する全国相談窓口を新設する
とともに、産総研と企業の共同研究や企業が有する技術シーズの産業化を支援する組織「AIST Soludons」を新
設し、「相談→検査・試験→実証→産業化」に至るまでの幅広い支援体制を強化。

■ また、全国に存在する②公設試では、技術シーズ軸 値を可視化する計測・分析施設の提供等を実施。
■ さらに、③よるず支援拠点や商工会議所等と、産総研や公設試等との連携を強化し、より網羅的・効果的な技術

支援ネットワークを構築していく。

ArST Solutions

産孝支連ワンストッフ
°

全国相談窓口

産総研/ ンター

産技連ネットワーク

中堅・

中小企業

公設試験研究機関

(全国84機関)

①技術相談

②技術相談

中

′

′
ヽ

′

ヽ

′
ヽ

技術相談の橋渡し
③経営相談

26
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政策資料 生活者としての外国人を受け入れるために !

2024年2月

経済産業省

自由民主党 市民クラブ

堺市議会議員

山口 典子
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して、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行つてもなお人材を確保することが困難な
一定の専門性 。技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能 1号」及
31年 4月から実施)

O 特定機能 ■号 :特定産業分野に属する相当程度の知識叉は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

○特定機能2号 :葎電蓮羹ム景ど岳線 洗鵬 鍾薮ご催翼紀人向けの在留資格
在留者数 :     29人 (令利 5年 11月末現在、速報値)

膵プ:馨
簸誌斡暑強評習鰈`建設、造船・

O 深刻化する人手不足への対応と
状況にある産業上の分野に限り、
び「特定技能 2号」を創設 (平成

舶用工業
〕

特定機能制度概要 ♂
世界をつをぐ。未票とつくる。

〕-19韓 lon Sorv臨

“

出入国在留管理庁

【就労が認められる在日資格の技能水準】

B

B

E

B

B

E

B

B

B

[

B

I

B

B

E

『
E

B

I

B

I

B

3

:

r-2号 」

台含倉

い
‐

Ｂ

‥

―

，

Ｉ

Ｂ

Ｅ

‥

Ｉ

Ｂ

Ｉ

Ｂ

Ｅ

Ｅ

上

Ｅ

”

Ｅ
Ｅ
Ｅ
ぃ ― 中 ― ― ― ―

… … … … … … … … … … … … … … … … …
I

2

在留期間

技能水準

日本語能力水準

家族の帯同

支援

特定技能 ユ号のポイント

1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について
指定する期間ごとの更新 (通算で上限5年まで)

鵡 で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)

基本的に認めない

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能以外の在留資格

(1号・ 2号) J

等

国際業務」

特定技能の在留資格

在留期間

技能水準

日本語能力水準

家族の帯同

支援

特定技ヨB2号のポイント

3年、 1年又は 6か月ごとの更新 (更新回数に制限なし)

試験等で確認

試験等での確認は不要

要件を満たせば可能 (配偶者、子)

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

ヰ
専
門
弱

・

非
技
術
的
分
野
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今回の特定産業分野の見直し方針

改正案 (R6～ R10年度 )

工業製品製造業分野

173,300人

O素形材産業
O産
O電気・電子情報関連産業
O金属表面処理業
○鰈
∩令 屋 禦 廿 w彰 .ド 7型 浩 圭

○プラスチック製品製造業
○紙器・段ボール箱製造業
Oコンクリート製品製造業
○陶磁器製品製造業
O鶴佳業
※追加要件を設定する (詳細は次頁)

O金属製品塗装業

○印刷・ 同関連業
※全日本Eコ刷ェ業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全

日本製本工業組合連合会いずれかに所属していることを要件とする

Oこん包業
※日本梱包工業組合連合会に所属していることを要件とする

RPF契 浩 華○

機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、
紙器・段ボール箱製造、コンクリー ト製品製造、

陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、
全 10区分E口用1・ 製太

現行制度 (Rl～ R5年度)

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造
業分野

49,750人 40,069人 (令和5年12月末時点実績)

O素形材産業
O産業機械製造業
O電気・電子情報関連産業
O金属表面処理業

機械金属加工

電気電子機器組立て
金属表面処理

全 3区分

分野名

受入れ見込数

業種

業務区分
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繊維業 :こおける特定技能の受け入れに係る追加要件 (柔 )

違反をなくし適正な取引を推進するため、繊維業におしては追加要件を設定する。

内 容

受入企業の産業分野 (日本標準産業分類で限定)

十
り         

「

とt

,Ⅲ11∵∵1常|II・II‐ 経産省、協議・連絡会の指導、報告徴収等に協力すること

国際的な人権基準を連守し事業を行つていること
″中 学生 Ⅲ r■,い こ

攣 4稼マ!苺fF、・.ヽ 学● :■
      it,

醸 i艶鍮 とと,ilifrI

繊維業の
追加要件 パートナーシップ構築宣言の実施

■||●■Ⅲ ⅢⅢⅢ,r● :

4
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工業製品製造業分野における受入れ見込数について

必要就業者数 (A):426.43万人

人手不足数 (

42日4切
5年前に

算出した

人手不足

/数 (Br)

19.9万人

＼

制度創謡 の5年御 見込み
※蝉 当時は、翻 麟 、攀 、
電気■開準覇選望盟彗襲題紛数字電計算
(*)令和 4年 3月見直馘徽弱轟組む議凸数 :4.98万人

現時点 (令和 5年度)
※エゴ翌盟亀製墜載影褪既全■Ч浅歴芦盛謝障
※
―

習生数は、工鍋 鶴 幼 対象
弾 すべで匿上げ選族字

令和10年度
※工業製品製造崇分目全おり数字で計算

目内人材確保 (D)

牛産性向上 (C): 15379万人

9i31万人

国内人材確保 (Dr):2.15万 人

牛藤性向上 (Cr):14,6万人

工業製品製造業分野の受入れ見込数

◎製造業は、デジタル化の進展等により、今後も、半導体、産業機械、素材産業等を中心に、全体で年1%弱程度の成長が見込まれる。

A:現時点の就業者数 (397万人)に現在の大手不足数 (15。13万人)を加え、経済成長見込率 (製造業の名目GDPの増加率:0.73%/年

等)を乗じて、令和10年度の必要就業者数を算出。                              426_43万 人

B:10年度の必要就業者数(A)から、現時点の就業者数 (393万人)に業種ごとのトレンドを勘案した就業者数増減率を乗じて算出した10

年度の就業者数(384万人)を差し引いて算出。

C:業種ごとの生産性向上率目標値 (5年間で3-4%の生産性向上 )を乗じて算出。

426.43巧 人  - 384万 人  = 42.43万 人

15,79万 人

D:第5次男女共同参画基本計画の成果目標である高齢者及び女性の就業増加率(※ )や業界見込み等をもとに、人材確保数を算出。

(※ )65歳～69歳までの就業率 令和元年48.4%→令和7年51.6%(→令和10年づ3.2%)                9・ 31万人

25歳～44歳までの女性の就業率 令和元年:77.7%→令和7年遇2.0%(→令和10年遇4.1%)

E:受入れ見込数 (B一 C― D) 42.43万人 ……15,79万 人 ―-9.31万人 ==17.33万人

F:業界団体による調査結果、または厚生労働省「雇用動向調査」等の公的統計から未充足求人数等を算出。 15.13万 人 〕
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対象分野追加及び受入れ見込数の再設定に係る今後のスケジュール案

(令和6年 )

11日 の運 or 3月 18日 の週 合同部会における政府案の御説明D了承3

6232



スケジユ…ル棄

令和 6年 3月 中下旬

令和 6年 4月以降 関係省庁

省令・告示の公布、施行
試験の作成 。準備
試験概要等の公表、周知

外国人本人

受験準備

世界をつなぐ。本栞tつ くる。

出入国在留管理庁
[付ilnt『鼓tOn s。「vにeS Ag。岬

受入れ機関

受入れに向けた諸準備
(企画・立葉、面接、雇用契約等)

♂
■

■

■

■

新規分野における特定技能の試験開始
※技能実習ルー トの場合、試験免除

試験受験

↓

合格

取得格

∵

資

一

留
！

管能
―‥．

等

一

鮮

7

外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定 (予定)

閣議決定 (予定)
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必要性

自動車等の製造業を支える基幹産業。ロボット導入による作業の自動
化等に取り組んでいるものの、鉄鋼の生産現場は、超高温の巨大重量
物を扱い、少しの油断が生命身体にかかわる重大な事故を招く危険と
隣り合わせの過酷な作業現場であることもあり、十分な新規雇用を確
保できず、慢性的に人手不足の状況。

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、熱の7割が出入りする窓ロ

玄関を高断熱化にすることによる、住宅の省エネ化に大きな役割を担つ
ている重要な産業。省人化投資やIT/DX化の取組、ロボットの導入や、
賃上げ、処遇改善を通じた職場環境整備を進め、女性や高齢者の雇用
機会を積極的に創出する取組を行つても、なお、高齢化が進む一方で
新規庭用等の確保が難しく大手不足の状況。

様々な分野で使用する製品を製造しており、国内製造業の維持や成長
に不可欠な産業。採用難と熟練工の退職に伴い、人手不足が深刻化し、
ITの活用、作業の自動化等による生産性向上、就業者の定着に向けた
研修等による国内人材の確保の取組を行つてもなお、大手不足の状況。

段ボール原紙の搬送・包装工程における自動機送ロボ導入や工場内
の全体管理など、製造工程におけるDX化を積極的に実施しているが、
それでもなお、各種機械の操作には一定の技能、実務経験が求められ
る。初任給を上げて国内人材の確保の取り組みを行つているものの、
従業員の高齢化が進んでいることに加え、EC市場の拡大による商品
梱包に必要な段ボールの製造が伸びており人手不足の状況。

災害復旧時の製品供給等、社会的需要の観点からも重要不可欠な産
業。作業時間短縮 につながる材料の変更等により生産性向上の取り

組みを実施してきたものの、コンクリート製品の製造現場は、コンクリー
トで汚れる、重量物を扱う、手が荒れるなどの印象が強く、十分な新規
雇用を確保できず、慢性的に大手不足の状況。

海外での日本製陶磁器製品の需要の高まり、プラスチック削減の動き
に伴う陶磁器製品への回帰傾向等もあり、海外需要のみならず、環境
配慮の観点からも必要不可欠な産業。自動成形機の導入による省人

化やタブレット端末による工程管理等のIVDX化の取組、機械化による

労働環境改善、他社有名ブランドとのコラボによる製品の高付加価値
化等を進め、女性や高齢者の雇用機会を積極的に創出しているものの、
高齢化が進む一方で新規雇用等の確保が難しく大手不足の状況。

業務内容

指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、鉄鋼
の生産現場において、鋼材の精製や加工、鉄骨や溶接
容器の溶接等を行う。例えば、鋼材の切断や穴あけ加
工作業、鉄骨等の組立 E溶接作業、ドラム缶等への塗
装作業、機械保全、製品検査 B精整といった専門の技
能が必要な業務を想定。

住宅やビルのサッシやドアを製造。例えば、部品の加
工を行う金属プレスの工程では、品質要件、作業手順
等を理解した上で加工作業を正確かつ迅速に行うとと
もに、品質担保のための検査項目(寸法、キズ等)を理
解し製品の合否判定を行う等の重要な役割を担う。

製品に適した樹脂い金型の選定Ⅲ含有水分の調整、成
形機の条件設定 (温度等)、 操作等による成形作業、品
質確認。その他、作業記録の作成、機械の保守、成形
不良の防止作業、労働安全衛生業務等を行う。

多様なサイズ,形状・材質の製品を包装できる箱・袋等
の容器を製造。例えば、多様な各種オーダーを踏まえ、
段ボール箱の設計、設計を踏まえた原紙選定、原紙の

強度を踏まえた自動製造ラインの条件設定、段ボール

箱の仕上がりを見通した型抜きなど、の一連の業務を
行う。

コンクリート製品製造に係る各工程の製造計画、資材
受入れ、鉄筋加工等製品の製造に係る準備から、型枠
組立等成形準備、コンクリート製造、コンクリート成形、
養生、脱型、検査、製品保管に至る、一連の製造工程
の中で作業を行う。

陶磁器製造に係る材料調整、成形準備、成形作業、品
質判断などに加え、安全装置の使用方法など安全衛生
作業も行う。

追加業種

鉄鋼業

金属製
サッシ・ドア
製造業

プラスチック
製品製造業

紙器 D

段ボール箱
製造業

コンクリート
製品製造業

陶磁器
製品製造業
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必要性

適量生産 a適量消費の実現に向け、小ロット且つ迅速な
対応が可能な国内生産の重要性の再認識等により、縫
製工程において国内回帰が進んでおり、引き続き国内に
サプライチェーンを維持日構築することが重要。省人化投
資やIT化、多能工化による職場環境整備を進め、女性や
高齢者の雇用機会を積極的に創出しているものの、新規
の労働者確保が難しく、人手不足の状況。

あらゆる金属製品の塗装を担う産業。組立メーカー(自動
車メーカー、工作機械メーカーなど)だけでは実施できな
い細かな塗装や技術が求められる少量多品種の部品塗
装を担つている。レシプロ(塗装工程の機械化)等で生産
性を向上させた場合においてもなお手作業が必要である
ところ、少手化や熱練工の退職等により大手不足の状況。

廃プラ等を原料としてC02排出量を削減することで、
カーボンニュートラルに資する産業。採用難と熟練工の
退職に伴い人手不足が深刻化し、ロボット・Al導入による
原料の選別高度化等による生産性向上、就業者の定着
に向けた研修等による国内人材の確保の取組を行つても
なお、人手不足の状況。

近年、出荷額が減少し続けていることもあり、入職率が低
迷しているほか、製造業の中でも勤続年数が短い傾向に
あること等により、人手不足が加速。省人化設備投資の

推進等の取り組みを進めているものの、現在は出荷数が
回復傾向にあること、事業領域の拡大を図る企業が増え
ていることから、大手不足の状況。

こん包業では、電動の穴あけ機やノコギリなどを使用し、
作業効率を高めることで、大手不足を解消しようと試みて
いるが、大型機械のこん包は一つ―つのサイズに合わせ
て手作業で行うものである。そのような中、少子高齢化、
熟練工の退職等により大手不足の状況。

業務内容

紡績口織布 (糸や生地を生産 )、 染色 (生地を染める)、 生地の裁断
や縫製 (婦人子供服、紳士服製造等)等の各工程を機械等を用い
て作業を行う。なお、裁断や縫製では、原材料によって生地の特性
や取り扱い方法、製造ノウハウが異なるため、従事する業務ごとに
知識・技能の習得が必要。

決められた箇所の塗装や塗り残し部分の補修、塗装後の製品梱包、
設備点検シエHこ基づく塗装ラインのチェックや清掃等の業務を行
う。少量多品種の部品等の塗装を行うため、これら業務を部品毎に
行うことを想定。

受入れた廃プラ・古紙の中から不適合物 (塩ビ製品等)を分別し、
材料選定。受け入れる廃プラ・吉紙の種類等が一定ではない中で、
RPFユーザー企業が求めるカロリー等に応じた一定品質のRPFを
製造するため、各種類のプラ`紙の使用呈・配合率を考慮の上、破
砕横 t威形機の条件設定 (温度等)、 操作により製造。その他、品
質確認、設備の点検 Jメンテナンス、労働安全衛生業務等。
(注)RPF:Reftrse tt Papefand Pね sllcs denstFled Fuelの 略。廃プラスチック類・古
紙を主原料とした回形燃料。同一熱量回収の際、石炭と比較してC02排出を3396削減可能。

・プリプレスエ程 :データをDTPソフトで作成、フォントやポイントの
指定、色・網掛け・影付け等を行つて紙面を仕上げる。その後、校
正を行い、印刷機に取り付ける印刷用の版を作成する。
・プレスエ程 :印刷機に刷版、用紙、インキをセットした後、印刷の
位置、色調、インキ・湿し水・印圧等の調整を経て印刷機を稼働す
る。
ロポストプレスエ程 :断裁、折り、丁合・綴じが主な製本作業になる。
製本といってもその種類は非常に多く、また、製本用材料の種類や
用途も多いため、幅広い知識が必要となる。

特に大型の産業機械を角材やベニア板を使つてボルトなどでこん
包する業務を行う。これら業務には、電動ノコギリ、穴開け機、釘打
ち機などを使つたり金属枠の溶接などを伴うが、それらを適正に使
用し、安全衛生も身につけ、指示通りに枠を組み立てることが求め
られる。

追加業種

繊維業

金属製品
塗装業

RPF製造集

印刷・

同関連業

こん包業

9
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政策資料
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～少子化対策とこども家庭庁について～

自由民主党 市民クラブ
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|

山口 典子
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山口典子の少子化対策～政策論～

私が堺市議会議員として最も重要視している政策は、教育政策とジェンダー平等社会の実現のための政策です。

その一環として、少子高齢化の対策の必要性が当然浮上してきます。

今回、政府が「こどもまんなか」社会の実現をめざして『こども家庭庁』を設置しました。この新しい庁の設置にも賛否両論はあり

ますが、設置したからにはぜひ有効に活用していくことが重要であると考えています。「こども」とすべてひらがなで表記するの

には意味があります。「子供」と書くとかつての「子を供える」という意味が発生するので、こどもは生贄にされるような「モノ」で

はありませんので、こどもの権利条約の主旨からも子どもの人権を尊重し、すべての人にわかりやすい「こども」という表記で

統一することになつています。これからの堺市や日本の未来に向けて少子化対策は重要ですが、「産めよ増やせよ」というょうな

感覚で「国家のために人口を増やす」という発想は、今や通用しません。

また、若い人々が結婚しなくなったから、行政が結婚や出会いの機会を作る必要があるというような意見がありますが、

まったくTン トが外れています。結婚や人々の出会いやお付き合いなどは、あくまで個人の自由の領域です。そこに行政が踏み

込むのは筋違いです。ましてや税金を使うなどということはあり得ません。なぜ人々が結婚しなくなつたか、子どもを産まなく

なつたか、その背景にある課題は明白です。まず経済的理由、そして男女の役割分担の固定化などが大きな理由です。子どもを

産んで育てるにはお金がかかりますし、家事育児の負担がほとんど女性にかかってくるのであれば、そんなしんどいことは

いやだと思うのも当然です。同じ先進国でもフランスなどでは合計特殊出生率は高い数値となつています。結婚しなくてもパー

トナーとともに豊かな子育てサービスのもとで、あるいはほとんどの人が無痛分娩を選択して子どもを産み育てています。他国

の例を見ても、出産育児にかかる課題を解決していくことが少子化対策であると言えます。

さて令和6年度の国家予算を示しながら、新しく設置されたこども家庭庁の役割も含めて『こどもまんなか社会』を実現する

ための私の政策の説明資料をここにまとめます。
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2030年は少子化対策の分水嶺

◆

もはや歯止めの利かない状況に。
◆ 2030年代に入るまでの

どうかの

し、少子化は

少子化傾向を反転できるか

0

ヽ

30代         20代

■990～ 2000  2000～ 20■0

出生数の推移 出生年 (■0年間)ご との減少割合
(万人 )

130 2030年時点の

年齢

0.0

▲ 5.0

▲ ■0.0

▲ ■5.0

▲ 20.0

▲ 10。 0

20■0～202q年
)

10叶ヽ

■20

■■0 ■
100

90

80

70

60

50
1990  1995  2000  2005  2010  2015

与  上記年に生まれたこどもが30歳になる年

2020  2025  2030  2035  2040  2045

資料 :厚生労働省 「人 口動態統計」を基に作成

▲ 2E5

2020

(年 )

2050
(年 )

)

▲ ,( ∩ (°/c)

▲ 21E5
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少子化対策の基本スタンス

結婚やこどもを産み、育てることに対する

し、

ようにすること、す
なわち、 ることで、

させること。

、経済活動
の活性化、社会保障機能の安定化、労働供給や地域 B社会の
担い手の増加など、

するとともに、社会
全体でこども 日子育てを支えていくという意識を醸成 してい
く必要。

L
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「
甲

t ども未来戦略方針」のポイン

経済成長の実現 少子化対策
→ 所得を伸ばす

若者・子育て世代の
持続的で構造的な賃上げと

人への投資・民間投資

経済的支援の充実

2030年十時

初頭までに
倍増

―
B

日
B

日

+3兆円半ば

大宗を 3年で実施

出産育児一時金の引上げ・ 0～ 2歳の伴走型支援など

児童手当の拡充・「こども誰でも通園制度」の取組など

こども一人当たりの
家族関係支出で

OECDトップの
スウェーデン
に達する水準

●

POINTl: 「車の面輪Jにした大書な′ッケージ

POINT 2:規模「 3兆円半ば」

5害U以上増

こども森庭庁予欝
(4□ 7夢昏門)

POINT 3:スピード感

来年度
から

か ら

今年度

さらに 先送り (段階実施)になつていた「高等教育の更なる支援拡充」
「貧困、虐待防止、障害児・医療的ケア児支援」を前倒し 4240



■・拌

“

■W群4螂騨 朝

「力1更菫化

2

ダ

社会全体の構造や意識を変える

若い世代の所得を増やす

:‐ ltl'V'｀―,ド事 滸1打4

3 全てのこども・子育て世帯を

ライフステージに応 じて切れ目なく支援する

241



若い世代の所得を増やす

Ⅷ

0所得制限撤廃

● 支給期間 3年間延長 (高校卒業まで)

● 第二子以降は3万円に倍増

3人のお子さんがいるご家庭では

総額で最大400万円増の 1100万 円に

(i

i_   ｀`(卜 tti｀ Ⅲふェ_マ イ■1■ :
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(  
―
「

|

(大学等) 若い世代の所得を増やす

● 授業料減免 (高等教育の無償化)の拡大
田2024年度から年収600万円までの多子営帯等に拡充
・更なる拡充―「加速化プラン」に前倒 し

● 子育て期の貸与型奨学金の返済負担の緩和

● 授業料後払い制度の抜木拡充
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若い世代|の所得密
i

出産育児一時金を42万円から
50万円に大幅に引上げ

STEPl

―   ギ  |■ ・ Ⅲゞl甲

与 「費用の見える化」 「選べる環境」

STEP2
2026年度からの

出産費用の保険適用などを進める

心
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■||■|

働く子育て世帯の収入増 若い世代の所得を|

9106万 円の壁を超えても
手取り収入が逆転しない
→ 支援パッケージを本年中に決定し実行 106万 円

● 週 20時間未満のパー トの方々
雇用保険の適用を拡大→育休給付が受けられるように

自営業やフリーランスの方々
育児中の国民年金保険料を免除
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|・

=IⅢⅢiti―■|III

若い世代の所得を増iやす !

i【 i ! ゴ|■ iヽ Lヽ!ギⅢ

0子育て世帯が優先的に入居できる住宅

今後、 10年間で計30万戸

0フラット35の金利を
子どもの数に応じて優遇

10
ffェ

“

藤工

“

1母Ⅲ=4義試&五幅絋
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育体を
とりやすい職場に

社会全体の構造

● 育休取得率目標を大幅に引上げ
〔男性育休取得率 含:85%(2030年 ),
→男性育休を当たり前に

0中小企業の負担には十分に配慮
助成措置を大幅に拡充
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育体制度の

抜本的拡充
社会全体の構造や意識を変え:る

93才 ～小学校就学までの「親と子のための選へる働き方制陵」を創設
・時短勤務、テレワーク、フレックス勤務など

9時短勤務時の新たな給付

9産後の一定期間に男女で育体を
取得した場合の給付率を手取り10割に 6

支援策の内容は世界 トップレベル
||||||lllillllⅢ I

し
ツ

●
ヽ

・

「 どもと過 せる時間」を―
｀

」P

r iJ■ ii i立 、ヽ_.‐ ェ1螂 ■ヽ建甚

“

歳由S

ヒ ヒ
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切れ目なく
全ての子育て世帯を支援

全てのこども ,.

ライフステージに応じて切れ

9妊 娠 口出産時から0～ 2歳の支援を強化
伴走型支援 :10万円 +相談支援

0「こども誰でも通園制度」を創設
働いていなくても時間単位で柔軟に利用

0保育所 :量の拡大から質の向上ヘ
児童数当たり   を増加 :1歳児5人に保育±1人

保育士の処遇改善

… ― ■
='i,こ

'■ :中,I｀・ I｀

0
と

紗霊

ヤ0貧 困、虐待防止、障害児・医療的ケア児
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こども。子育て政策の強化 (加速化プラン)の財源の基本骨格 (イメージ)(参考資料)

O既 定予算の最大限の活用等を行うほか、2028年度までに徹底した歳出改革等を行い、それによって得られる公費節減の効果及び

社会保険負担軽減の効果を活用する。

O歳 出改革と賃上tザ こヽよって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築することにより、実質的

な負担が生じないこととする。

【歳出面】加速化カ ン完了時点 3B6兆円

経済的支援の強化

■Bフ兆円

【歳入面】加速化カ ンの財源 =歳出改革の徹底等

■D5亮円

共働き・共育ての推進

OB6兆円

全てのこどもB子育て世帯を
対象とする支援の拡充

■.3兆円

■DO兆円

歳出改革の徹底等

■.ユ亮阿

既定予算の最大限の活用等

予算を通じて支出
社会保険制度を通じて拠出する

仕組みを創設(支援金制度)

社会保障
経費の伸び +

牟

―

Ｉ

Ｂ

Ｉ

Ｉ

社会保障改革の徹底
(改革工程を策定)

賃上げ

社会保険負担
軽減の効果

費節減の効果

百

公書 (国・地方 ) 社会保険料財源
14
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給
付
拡
充
と
財
政
基
盤
の
確
保
を

一
体
的
に
整
備

しと、また空り,

こども象底 庁 子ども 。子育て支援法等のT部を改正する法律案のポイント

こども未来戦略<加速化プラン>に基づく給付等の拡充

1 フ フ ス ―ジ じた の ■は支↓を納付金■当事キ

2.全てのこども・子育て世帯への支援の拡充 3.共働き・共育ての推進

O妊婦等包括相談支援事業の創設 [令和7年 4月 ]

・様々な不安、悩みに応え、ニーズに応じた支援につなげる

0乳 児等のための支援給付 (こ ども誰でも通園制度)の創設
・月一定時間までの枠の中で時間単位等で柔軟に通園が  ( )

可 能 な仕 組 み [令和 8年 4月 給付化]

O児童扶養手当の第3子以降の加算額の引上げ1冶殊写、猛]

※これらのほか、産後ケア事業の提供体制の整備、教育・保育施設の経営
情報の見える化、ヤングケアラーに対する支援の強化等を実施。

給付等を支える財政基盤の確保と見える化の推進

支援金制度の創設 ～少子化対策に受益を有する全世代。全経済主体が子育て世帯を支える新しい分かち合い。連帯の仕組み～
・ 令和 8年度に創設、令和10年度までに段階的に導入 (8年度0.6兆円、9年度0.8兆 円、10年度1兆円※)。 医療保険料とあ

わ せ て 4歎収                                        ※支援納付金総額のうち公費負担分を除いた被保険者・事業主の拠出額の目安

・ 歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で構築
・ 令和 6～ 10年度の各年度に限り、つなぎとして子ども 。子育て支援特例公債を発行

こども・子育て政策の見える化の推進
・ 令和 7年度に子ども 。子育て支援特別会計の創設 (子 ども・子育て支援勘定、育児休業等給付勘定)

罐

(・ )⇒全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化 [令和6年 10月 分から]

`*多子加算のカウン ト方法は、22歳年度末までの子で親等に
経済的負担がある場合にはカウン トするよう見直し

O妊婦のための支援給付の創設
「

)lo万円相当の経済的支援

3歳～高校生年代

月額 1万円

月額3万円

3歳未満

月額 1万 5千円第 1子 。第 2子

第 3子以降

⇒ 2の妊婦等包括相談支援事業 との効果的な組合せによる支援
[令和 7年 4月 制度化]

+支給回数を年 6回に

O児童手当の抜本的拡充

:雪写呈;色ζ:努岳}

O出生後休業支援給付 (育休給付率を手取り10割相当に)

・子の出生後の一定期間に男女で育休を取得することを促進 (・ )

[令和 7年 4月

O育 児時短就業給付 鶴歳勤務時の新たな給付)・ 〕

・ 2歳未満の子を養育するため、時短勤務中に支払われた
賃金額の10%を支給  [令和7年 4月 ]     [令 和8年 10月
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こども大綱について (令和 5年 12月 22日閣議決定)
、本ァ■l■ i′ .lf、そ '.、   ヽ・ ドi・ ‐itl払工:・ rト ナ●  __■生将‐lさ●■工よ、学れ、

第 2 設拍施策 1こ関する基本的な方針

①こども。若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、
権利を保障し、こども。若者の今とこれからの最善の利益を図る

②こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しな
がら、ともに進めていく

③こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、
十分に支援する

④良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども。若者
が幸せな状態で成長できるようにする

⑤若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観B考え方を
大前提として若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成
と実現を阻む除路(あいろ)の打破に取り組む

⑥施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体
等との連携を重視する

こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」

:全てのこども日若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送
ることができる社会

(こども・若者から見てどのような社会かを具体的に記載)

↓

的価値が創造され、幸福が高まる全ての人にとって、社会

・

端 売違疑晃茎許垂干
進会議が作成することとされている。(こど

・
鷲ぽ愛察蓬理甕垂5違惑雷環認電景良講

鏃定により、内閣鯉

こども家《
内閣総理大臣
へ答申

内閣総理大臣
より諮問

概 要

○こども基本法において、以下が規定されてい
Bこども大綱は、これまで別々に作成B推進され
困対策に関する大綱を一つに東ね、こども施

る。

第3こ湊輛嚇龍蘭する重要事項

こども・若者の視点に立って分かりやすく示すため、ライフステージ別に
提示。

1 ライフステージを通した重要事項

2ライフステージ別の重要事項
(こどもの誕生前から幼児期まで、学童期・思春期、青年期)

3子 育て当事者への支援に関する重要事項

第4こ島 施策を推進するために必要な事項

1 こども。若者の社会参画・意見反映

2こども施策の共通の基盤となる取組

3施策の推進体制等

※こども大綱の下で進める施策の具体的内容は、こどもまんなか実行計画 (こ ども政策推進会議決定)と して取りまとめ、毎年改定。 1じ
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幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン
(はじめの100か月の育右ビジョン)概要 令和5年 12月 22日 閣議決定

全てのこどもの生涯にわたる
身体的・精神的 。社会的 (′ (ィ泄 イコッーシャル)

な観点での包括的な幸福幼妃期までこそ、生涯にわたるウェルビーイング (身体的・精神的 。社会的に
幸せな状態)の向上にとつて最重要

ジ誰一人取り残きないひとしい育ちの保障に向けては課題あり
※児童虐待による死亡事例の約半数が 0～ 2歳/就園していないこどもは、家庭環境により、他のこどもや大人、社会や自然等

ツ誕生・就園 。就学の前後や、家庭 。国 。関係機関・地域等の環境間に切れ目が多い

⇒社会全体の認
―

x

全てのこどもの誕生苗から幼児朗までの
「はしめの■00か月Jから牛遷にわたるウェルビーイングの向上

こども
―

Jと尊厳を守る

に触れる機会が左右される

一
そ
≒

ド

′しヽ

⇒全ての人のウェルビーイング向上にもつながる

「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビマイングを高める
⇒乳幼児の育うには「アタッチメント (愛着)Jの形虜と豊かな「遊びと体験Jが不可欠

⇒こども基本法にのつとり育ちの質を保障

ジ乳幼児は生まれながらにして権利の主体
ジ生命や生活を保障すること
ジ乳幼児の思いや願いの尊重

「こどもの誕生前」から
切れ目なく育ちを支える

次代を支える循環を露出

ジ誕生の浮傭期から支える
ツ幼児期と学重期以降の接続
ツ学菫期から乳幼児と関わる機会

「アタッチメン ト (愛君)」 <安心>
不安な時などに身近なおとなが寄り添うことや、
安心感をもたらす経験の繰り返 しにより、安心の
上台を獲得

豊かな「遊びと搬 」<挑戦>
多様なこどもやおとな、モノ・ 自然・絵本・場所など身近
なものとの出会い・関わりにより、興味 。関心に合わせた
「遊びと体験」を保障することで、挑戦を応援

]

"―
い い 一 い い ]L______

育ちを支える工夫が必要
/ヽ「こどもまんなかチャートJの視点
(様々な立場の人がこどもの育ちを応援)

ジこどもも含め環境や社会をつくる
ツ地域における専門職連携やコーディネーター
の役割も重要

E

B

B

B

P

B

B

B

E

⇒育ちに必要な環境を切れ目なく構築し、 ⇒こどもに最も近い存在をきめ幅かに支援

保護者・査育者のウェルビーイン`グ
と成長の支援 ◆応援をする

ツ支援・応援を受けることを当たり前に
ジ全ての保護者・養育者とつながること
ジ性尉にかかわらず保護者・養育者が
共育ち

こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す

化を踏まえ、こどもの

T
B 【「はしめの■00か月」と1よ】

I本ビジョンを全ての人と共有するためのキーワー ドとして、母親の

採解愁急翌宦1ぜ漸孔Ξ霧琵む理湛伝皇逗筑摩肇計と讐ぎ
まで ジ こども大綱の下に策定する「こどもまんなか実行計画」の施策へ反映

y 全ての人の具体的行動を得准するための取組を含め、こども家庭庁が
司令塔となり、具体策を一体的・総合的に推進       1/
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Iこ どもの居場所づくりに関する指針 (概要)令和5年12月 22日 間議決定

背景

理念

居場所
づ くり
とは

居場所
づくり
推進の

視点

役割

責務等

tと
もまんな′ぅ1

こども家 庭 庁

こどもの
居場所

こどもの

こども食堂や学習支援など、様々なこどもの居場所づ くりの取 り組みがされているなか、こうした取 り組みを推進
する観点から、 こどもの居場所づ くりについて国としての考え方を示すもの。

地域のつながりの希薄化、少子化の進展により、地域の
を豪;暮 :室甚:最 tぜ采落伝奪二詈デとち庭古温層屋信の相談対応件数や不登校、自殺者数の増加など、こども】

亀蜃な場穣なつ轟|と全警蓬義等客ぞT糸墾饉どれ辱塚71の
多様なニーズが生まれている。こうしたなか、様々な

,国 としても一定の考え方を示す ことが求め られている。

受モ≧客悪察墓rち琶命ビ
=,ヽ

シラ1皿忌看缶量を基R層塚託Iζデ♀ごごとま見電ヽ:」

°
塀託讐壇毒rま含守姪婆箋脅壕害ナ

つ

・ 居場所 とは、こども・ 若者本人が決めるものである。こども 。若者が過 ごす場所・時間 。人との関係性全てが、
こども・ 若者にとっての居場所にな り得る。 また、物理的な「場」だけでなく、遊びや体験活動、オンライン
空間 といった多様な形態をとり得るものである。

・ 居場所とけ、こども 。若者本人が決めるものである一方で、居場所づくりとは、第二者が中心となって行うも
のであるため、両者には隔たりが生じ得る。

。 こうした隔たりを乗 り越えるため、こども・若者の声を聴き、こども・若者の視点に立った居場所づくりを進
めることが必要。

こどもの居場所づくりを推進するに当たり基本的な4つ の視点として整理

①「.S、やす」～多様なこどもの居場所がつくられる
②「つなぐ」～こどもが居場所につながる
③「みがく」～こどもにとって、より良い居場所となる
④「tS、 りかえる」～こどもの居場所づくりを検証する

こどもの居場所づくりに関係する地方公共団体や国、民間団体・機関、学校、企業等含め全ての者が、本指針で掲
げるこどもの居場所づくりに関する理念等を共有するとともに、その重要性に対する関心と理解を深め、各々の役
割を果たすことが必要である。

ユお

,S、 やす

みが く
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こども性暴カ に向けた総合的な対策の推進

>本制度を起点としこども性暴力防止に向けた環境整備   >こ ども家庭庁が中心となつて政府全体・関係業界を挙げて総合的な対策を推進

学校設置者等 (第 2条第 3頂):学校、児童福祉施設等この法律で義務対象となる事業者
民間教育保育等事業者 (第 2条第 5項):学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等この法律で認定対象となる事業者

・教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努める
。児童対象性暴力等の被害児童等を適切に賦 する

・学校設置者等及び民間教育保育等事業者がその責務を確実に果
たすことができるようにするため、必要な情報の提供、制度の

整備等の施策を実施

O国 (第 3条箆 2距)O

初犯対策

◆児童等が担談を行いやすくするための措置 (ォロ談体制等)(第 5条第2項 )

(2)被害が疑われる場合の措置
・ 調 査 (第 7条第 lI百 )

再犯対策

性犯罪前科の有無の確認の結果、面談等、児童等からの相談
の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力
等が行われるおそれありと認められる場合、児童対象性暴力等
の防止のための措置 (教育、保育等の業務に従事させないな

二とを講 じなければならない。 (第 6条 )

※  (3)性 犯罪前科有 りのときは、児童対象性暴力等が行
われるおそれありとして、防止措置は必須。
防止措置の内容については、ガイ ドライン等を検討

・危険の早期把握のための児童等 との面談等 迄勇 条第 1項)

・被害児童の保護 (第 7条第2項 )

停)対象となる性犯罪前科の有無の確認 (第 4条 )

現職者も3年以内確認
(第 4条第 3項 )

(1, こどもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置
・教員等の研修 (第 8条 )

安全確保措置の指導 。監督 学校設置者等 :各所管法令の中で規定
認定事業者 :国 (こ ども家庭庁)。 認定取消・公表も含む

施行期日 :公布の日から起算 して 2年 6月 を超えない範囲において政令で定める日。施行後 5年を目途に見直し。検討規定を設ける

陀 (ザ才苫
=声;明

性被雪防止のための緊急対策ノ■ノケー渕 等の推

路当覇曙鰹種縛こ縫罐肇寵異易
に
聯鋼ゼ斃)・

加害者

各制度の相互補完

O 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律又は児童
福祉法に基づく児童生徒性暴力等を行った教育職員や保育士の資格管理
の厳格化と相まって、効果的にこどもの安全を確保

11)
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D こどもまんなか社会の実現               11億 円 (5億円)

>こども 。若者の意見聴取と政策への反映
>こども 。子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

Э こども政策DXのための基盤強1ヒやこどもデータ連携の推進

8億円 (一 億円)

>こども政策DX見本市開催事業
>こどもデータ連携に係る実証事業

D 地域の実情や課題に応した少子化対策
>地域少子化対策重点推進交付金

3幅円 (10億円)

)妊 娠翔から子再 生期の包播的な切れ日のない支援
79嘘円 +事項要求 (532億円)

>妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援の着実な
実施 (※ )

>産後ケア事業の実施体制の強化、乳幼児健診等の推進、プレコンセプション
ケアを含む成育医療等の提供に関する研究、相談支援等の推進 (※ )

>母子保健のデジタ)レTとの推進

D 高執 育
―

と
>高等教育の修学支援新制度の実施 (※ )

5,311億円+事項要求 (5′311億円)

Э 総合的な子再 t支援     3兆 4′360億円+事項要求 (3兆4′ 115億円)

>子ども ◆子育て支援新制度の推進 (※ )

>保育の受け皿整備・保育人材の確保・保育現場のICT化等
>こども誰でも通園制度 (仮称)の本格実施を見据えた形での試行的実施 (※ )

>「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的な指針 (仮称)」 策定後の具体的
な取組推進

Э 地域の子ども 。子育て支援、こどもの居場所づくり支援の推進
2′ 100億円の内数十事項要求 (2′083億円の内数)

>放課後児童クラブの受け皿整備の推進等 (※ )

>改正児童福祉法の施行に伴うこども家庭センターの設置や地域子育て相談機
関の整備、新たな家庭支援事業等の推進 (※ )

>こどもの居場所づくり支援の推進 (※ )

【計数は令和 6年度概算要求額、 ( )内は令和 5年度当初予算額】

0 こどもの安全・安心 31億円の内数 +事項要求 (27億円の内数)

>こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組み (日本版DBS)の構築を
円滑に進めるための体制等の整備 (※ )

0 改正児童福祉法の円滑な施行等による児重虐待防止対策・社会的費護の充実
1′ 742億円の内数十事項要求 (1′ 691億円の内数)

>親子関係再構築支援の充実、社会的養護経験者等の自立支援拠点の整備等
>里親支援の体制強化、「こども家庭ソーシャ)レワーカー」の取得促進等 (※ )

>社会的養護の下で育つたこどもの自立支援に向けた学習環境整備の強化 (※ )

洋児童相談所におけるICT化の推進

0 ひとリ
ー

等に対する支援の推進   1,662億円+事項要求 (1′665億円)

>高等職業訓練促進給付金の対象資格の拡大、養育費に関する相談支援や取り
決めの促進 (※ )

>ひとり親家庭等のこどもの食事等支援

0 ヤングケアラーなどの困難な状況にあるこども・家庭に対する支援
2CD億円の内数 (20鑢円の内数)

>進路やキャリア相談を含めた相談支援体制の構築等

0 障害児支援体制の強化   5′03瞭円の内数 +事項要求 (4′813億円の内数)

>良質な障害児支援の確保

(注)障害報酬改定については、予算編成過程において検討。
>児童発達支援センターの機能強化、医療的ケア児等への支援の充実等 (※ )

0 こどもの自殺対策やいしめ防止対策の強化        3億 円 (2億円)

>「こどもの自殺対策強化プラン」に基づく取組の推進
>学校外からのアプローチの開発・実証等によるいしめ防止対策の体制構築

「こども未来戦略方針」に盛り込まれている施策のうち、高等教育賣の更なる支援

拡充策、今後「こども大綱」の中で具体化する貧困、虐待防止、障害児・医療的ケ

ア児に関する支援策について、今後の予算編成過程において施策の拡充を検討。
t

注

注

1)※は、「令和 6年度予算の概算要求に当たつての基本的な方針について」を踏まえた事項要求を含も`。
2)母子保健のデジタル化の推進などデジタサレ庁―括計上予算を含む。

,0
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